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平成２３年塩尻市議会３月定例会 

総務環境委員会会議録 
 

○日  時  平成２３年３月４日（金）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項   

議案第 １号 塩尻市税条例の一部を改正する条例 

議案第 ２号 塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第 ３号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議案第 ４号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第 ５号 塩尻市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

議案第 ６号 塩尻市みんなで支える自治会条例 

議案第１３号 財産の無償譲渡について 

議案第１４号 損害賠償の額の決定について 

議案第１６号 平成２３年度塩尻市一般会計予算中 歳入全般、歳出１款議会費、２款総務費（１項総務管理

費１４目人権推進費及び１６目市民交流センター費を除く）、３款民生費中１項社会福祉費７目

楢川保健福祉センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、１０目後期高

齢者医療運営費及び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛生費６目環境保全費のうち

合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消防費、１２款公債費、

１３款諸支出金、１４款予備費、第２条債務負担行為、第３条地方債、第４条一時借入金、第

５条歳出予算の流用 

○出席委員・議員 

委員長  森川  雄三 君        副委員長  山口 恵子 君 

        委員  古畑  秀夫 君          委員  金田 興一 君  

委員  小野  光明 君          委員  中野 長勲 君  

委員  古厩  圭吾 君          委員  白木 俊嗣 君 

議長  塩原  政治 君 

○欠席委員  

なし  

────────────────────────────────── 

説明のため出席した理事者・職員 

省略 

────────────────────────────────── 
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○議会事務局職員 

事務局長     酒井  正文 君      事務局次長  成田  均 君 

議事調査係長   青木  初美 君 

────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

○委員長 皆さんどうも、おはようございます｡きょうは、ちょっと私どものほうもですね、マイナス７度とい

ような寒さでありました。市内のほうはどうだったか知らないのですが、まだまだ寒さは続きます。そうは言っ

ても春が近づいておるということであります。きょうから委員会審議でございますので、ぜひとも塩尻発展のた

めにですね、活発な質疑をお願いしたいと思います。それでは、委員の皆さんおそろいでございますので、ただ

いまから総務環境委員会を開催いたします。初めに理事者のほうからですね、ごあいさつがありましたらよろし

くお願いいたします。 

────────────────────────────────── 

理事者あいさつ 

○副市長 どうも、おはようございます｡大変お忙しい中、総務環境委員会を開催をいただきましてありがとう

ございます。本日と月曜日の２日間にわたりまして、御審査をいただくわけでございますが、お手元に差し上げ

てございますように塩尻市税条例の一部を改正する条例ほか条例案件、それから一般会計の平成２３年度予算

等々につきまして御審査を賜りたく存じます。説明、できるだけ詳しく申し上げてまいりたいと思いますので、

ぜひよろしく御審査賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○委員長 それでは本日の日程を副委員長のほうから報告をさせていただきます。 

○副委員長 おはようございます｡それでは本委員会の日程について説明させていただきます。今回の予定は付

託案件表のとおり審査を行いまして、委員会終了後に視察を予定しております。視察先は消防行政防災無線の施

設となっておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまから議案の審査を行うわけでありますが、発言等に際

しましては、議案の円滑な進行のために委員長の指名を受けた者のみ発言といたしたいと、このように思ってお

ります。ぜひ、議事進行への御協力をよろしくお願いいたします。 

────────────────────────────────── 

議案第１号 塩尻市税条例の一部を改正する条例 

○委員長 それでは議案第１号塩尻市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明を求めます。 

○税務課長 お手元の議案関係資料１ページをごらんいただきたいと思います。１番、提案理由でございますけ

れども、回復の基調にはあるもののまだまだ厳しい状況が続いております。法人に対する税の負担を軽減するた

めに法人市民税の均等割の税率を標準税率の１．２倍という制限税率から標準税率に改めることに伴いまして、

必要な改正をするものでございます。 

その具体的改正の内容でございますが、２ページ以降をごらんいただきたいと思います。新旧の対照表でござ

いますが、現行の欄にございます年額の６万円、１号法人でございますが、これを年額５万円に、以下、現行を
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改定にという形の中で４ページをごらんいただきますと、表の一番下、９号法人でございますが、年額３６０万

円を年額３００万円に、こういった改定の内容になっております。 

 お戻りいただきまして１ページをお願いいたします。４番の条例の施行等でございます。平成２３年４月１日

から施行するもので、同日以後に終了する事業年度分から適用することとしております。以上です。 

○委員長 それでは説明をいただきましたので、質疑を行いたいと思います。委員の皆さんより質問等ございま

したらお願いをいたします。 

○白木俊嗣委員 この法人税のね、下げることは理解するんだけどさ、何でこの時期にやるのか、その辺の説明

をしてもらいたいと思う。 

○税務課長 リーマンショックという形の中で、当市も、他市の状況も同じですが、非常に大きな税収の減とい

う影響が出てまいりました。先ほども申し上げましたけれども、日銀短観等を見ましても回復の傾向にはあると

いうような形をうたってはおりますが、実際私ども塩尻の税収の中を分析してみますと、おおむね９社程度、法

人税割が１，０００万円を超えている社がございますが、それに引っ張られというか、その影響で多少決算がい

い傾向になっております。ただし、すべての法人がそうかと言いますと、相変わらず法人税割がゼロ、あるいは

マイナスという法人も多々ございます。そういった中で、今、国会でも論議もされておりますけれども、この時

期に再度税収の関係の軽減を図る中で底上げをしてまいりたいと、こういう考え方でございます。 

○白木俊嗣委員 今ね、別に課長がいろいろしたわけではないけどさ、この法人税についてはね、以前からずっ

と議論をしていたわけさ。それで制限税率、うちの場合もいっぱい取ってたんだけどさ。塩尻市の場合もね、法

人税のいい時にはさ、二十何億円もあった時があっただよ。その時でもね、要するに財政が厳しいから何だかん

だって理由をつけてたけどさ。ましてや今の場合なんかね、いくらか今課長が言うように決算状況がいいという

ような話の中でもってさ、市も税収、財源確保が急務だと、今、時期だと思うだで時期は。その時にはね、おれ

らが、さんざん法人税は、そうは言ったって標準税率にすべきではないかとさんざん議論した中ではね、財政的

には厳しいからどうのこうのと言ってきたのにさ。そうは言っても、今、財政が一番厳しい時にさ、あえてこれ

をやるのはね、これは、今、国会でもね、法人税の引き下げだって今、４０％を３５％にするなんていうのは、

今、議論の中だもんで、下げることは理解するだよ。だけどね、さんざそういう議論をした過程の中ではね、財

政厳しい、財政厳しいって言ってきたのにさ、一番厳しい中でもってね、引き下げをするということを実施する

もんで、ある意味皮肉におれ、言ってるだよ、何でこんな時期にあえて出すのかなって。これはね、長年やって

くれないとね、そのくらいのことは言いたくなるだよな。さんざんおれらは議論してきただもの。そういうわけ

さ。 

○税務課長 委員、御指摘のことごもっともだと思います。今、御指摘がございました過去にというお話の中で

は、当委員会の協議会、あるいは全員協議会にも資料を御提出しまして御説明申し上げましたけれども、平成１

０年、平成１１年、論議をされた時期がございました。当時はですね、県下１７市という構成だったのですが、

制限税率を使っているのが９市、標準税率が８市というような状況でほぼ拮抗したような状況であったんですが、

ちなみに決算にかかわる平成２１年を見ますと、これが逆転してまいりまして、標準税率が１２市になっており

ます。もう一つはですね、近々の関係を見ますと隣の松本市にですね、同じようなタイミングで引き下げている

というような情報もございまして、先ほど申し上げた全体での標準税率が過半数を占めている点、それから、い
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わゆる、ここの松本・塩尻平という関係の中で、松本市、塩尻市、安曇野市、この３市も結果としてここで標準

税率になるというような点を勘案する中で、このタイミングで議案としてお願いしたという経過がございます。 

○白木俊嗣委員 経過を聞くとね、理解はうんとしているだよ、おれね。理解はするけどさ、要するにおれが言

いたいのはね、正直言って、その当時はエプソンあたりがさ、１社でもってね、十何億円なんていうような法人

税をね、納めてくれている時にさ、この議論をしたことがあるだよ、おれ、正直言って。その当時はね、財政、

財政って、それっきり言ってたわ。それでやはり、近隣の市町村との比較もあるけどね、やはり今はね、そうは

言ってもね、企業もね、もう日本では採算があわなんで海外に出て行く時代になってからさ、追っかけのような

ことをする前にね、やはり企業がね、進出するなんて時期にね、やはり法人税をある程度の標準税率まで下げて

経営維持をしたらいいじゃないかというような議論、さんざしたんだけどさ。そういう中でもって、あえて皆さ

ん、そういうことを言ってきたもんで。それで、これは一言言っておかなければ、おれは気が済まないもんで言

うけどさ。理解はするけどね、そういう経過があるからさ、やはりそれは適当な時期にね、財源の確保というこ

とも大事だけどさ、やはり時期、時期というのは逃さないようにね、やはりやってほしいと、それだけ言いたい

わけ。 

○委員長 答弁はよろしいですね。 

○白木俊嗣委員 はい。 

○委員長 ほかに。 

○小野光明委員 当然、この税率を適用して法人市民税は新年度予算は算定してると思うんですけど、これ、適

用しなかった場合は、どうなるんですかね。適用して５億７，８００万円ですけど、どのくらいの数字になるん

ですかね。 

○税務課長 先ほど申し上げました協議会及び全協の資料でも御提出申し上げましたけれども、平成２３年のと

いうことになりますと２億４，０００万円の減収を見越しておりますので、失礼しました２，４００万円。そう

しますと、それがなかった場合は、予算額としては６億円という形になります。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○古畑秀夫委員 さっき白木委員のほうからも話が出た、きょうの新聞にもちょっと出ていたんですが、海外へ

移転して行くっていう企業がね、そういう状況が続いているということの中で、少しは海外移転の歯止めになる

ような状況になるのかどうかというのは、どうなんですかね。企業が向こうの企業、海外に移転している、そこ

のところへ部品や何か供給するためには、そっちへ移転しなきゃいけないというようなことで、税率だけの問題

ではないような感じなんだけれども、その辺のところはどのように、この税率改定で考えているかどうか。 

○税務課長 非常に難しい御質問だと思います。この均等割の税率を引き下げることによって、海外への移転が

とまるかどうか、さすがにそこまでは考えは及んでおりません。ただしですね、当然、先ほど申し上げた６万円、

５万円、３６０万円、３００万円、間違いなく引き下げの中でですね、税の負担が軽減されることは間違いござ

いませんので、多少なりともそういった仮に動きがある中では、考慮いただける要因の一つにはなるのかとも、

このように考えております。 

○委員長 よろしいですか。ほかに、ございませんか。ないようですので、議案第１号については、原案のとお

り認めることに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１号塩尻市税条例の一部を改正する条例は、全員一致をもって可決すべきも

のと決しました。 

────────────────────────────────── 

議案第２号 塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

○委員長 続きまして議案第２号であります。塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。説明を求めます。 

○市民課長 それでは御説明申し上げます。議案関係資料で御説明申し上げますので、５ページをお願いしたい

と思います。議案第２号塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し

上げます。出産育児一時金の支給額を暫定的に引き上げる特例措置が終了することに伴いまして、必要な改正を

お願いするものであります。 

 概要につきましては、出産育児一時金は妊娠４カ月以上が支給対象であり、平成２１年１０月から国の緊急少

子化対策として、出産に要する負担軽減のため３５万円から３９万円に４万円引き上げを行いました。この措置

は平成２３年３月までの暫定的な特例措置でありましたが、このたび国から平成２３年４月から恒久的な制度と

する変更がありましたことに伴い、改正をお願いするものであります。ちなみに、この出産育児一時金につきま

しては、平成２１年度については８１件の支給がございました。 

 続きまして６ページの新旧対照表で御説明申し上げますのでお願いしたいと思います。右側の欄でございます

が、現行の欄がございますが、第７条で３５万円をうたってございますが、先ほど申し上げました暫定的な措置

であったという形の中で、平成２１年９月議会の改定でお願いしまして、附則の中で期間を定めまして、３５万

円を３９万円と定めまして支給をしておりました。左側の欄ですが、今回の改正案ということで、附則でありま

した部分を削除いたしまして、本文の第７条の中を３９万円に変更していくというものでございます。３行目の

ただし、ということがございますけれども、それ以降につきましては、御案内のとおりに平成２１年１月から妊

娠２２週以上で産科医療補償制度加入の分娩期間で出産した場合には３万円を負担しておりますので、実質的に

は４２万円の支給という形になっております。 

 ５ページにお戻りいただきたいと思います。４番の条例の施行等につきましては、平成２３年４月１日から施

行する予定でおります。以上であります。 

○委員長 それでは委員の皆様、質疑を行いたいと思います。委員より質問等ございましたらお出しいただきた

いと思いますが。 

○古畑秀夫委員 この改正案で、これに３万円を超えない範囲で加算するというのは、例の保険というか、出産

に伴う医療事故の関係で保険云々というようなことだったかね、これ。で、加算するとかですかね。 

○市民課長 今、委員さん御指摘のとおりの産科、出産の際の医療補償のための保険加入という形での考え方で

ございます。 

○委員長 ほかに。 

○小野光明委員 ４万円ふえるんですけど、４万円とする理由と算定根拠というのは、どうなっているかわかっ

たら教えてください。 
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○市民課長 これは国のほうで定めました基準に基づいて支給をしていくという形になっております。こちらに

つきましては、先ほど申し上げましたように、出産の時の費用負担を軽減をして出産数をふやしたいという形で

の国の施策でございます。こちらにつきましては、第二次ベビーブームの人たちが４０歳を前にして、ここで出

産を促していきたいというのがございまして、実態の出産費用と比べまして支給額が若干低かったということで、

実態に合わせていきたいというものというふうに考えております。なお、分娩費用につきましては、１年前の資

料になりますけれども、長野県の平均で大体４２万円という形になっておりますので、実際の支給額はこれに合

わせてきたというふうに考えております。以上です。 

○小野光明委員 県平均が４２万円、全国だとまた違うのですか。 

○市民課長 先ほど言いました長野県平均が４２万６，６０９円というのは、平均的な数値というふうに聞いて

おりますが、全国的な平均としては、４２万３，９５７円ということで、３，０００円ほど安くなっております。

以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

○白木俊嗣委員 これ、国の施策だって言えば、国では１件につきどのくらい補助を出してくれるわけ。 

○市民課長 費用負担ということでございますけれども、通常の今までの資金でしたら、３分の２が一般会計、

それで保険料として３分の１を負担するのが従来の筋でございましたけれども、今回は国の特例措置ということ

で、スタートした時に４万円引き上げるうちの３分の１を一般会計、６分の１を保険料、国で半額ということで、

４万円引き上げたうちの２万円が国のほうから来ておりました、従来につきましては。今回は、恒久的な措置に

するという中では、この国の半額という補助をもう半分にしまして、全体の４分の１ということで、引き上げた

うちの、今までは２万円が国から来てたわけですけれども、今度は１万円になるという形になりまして、来年度

からは国の補助が全くなくなりまして、従来の筋の一般会計３分の２、保険料３分の１ということになってまい

ります。以上です。 

○白木俊嗣委員 ちょっと数字おかしくない。国が先ならさ、国がもっとふやしてもいいと思うのにさ、減らす

っていうのはおかしいじゃんね。それはどういうわけだい。 

○市民課長 先ほど言いましたように、国のほうの施策として出産を促すということで特例的なものとして発案

をしたんですけれども、この恒久的な、従来の制度として金額を単にふやすということにしたという形の中で、

従来どおりの３分の２、３分の１ということになるということになります。確かに、国のほうの負担はなくなっ

て、自治体の負担がふえるというものでございます。 

○副委員長 今の予算のことですけれども、交付税の中に含まれていて、その場合には各市町村でやるというよ

うな考え方でいいですか。 

○市民課長 今、副委員長さんがおっしゃられたように交付税措置ということでなっております。 

○白木俊嗣委員 今さ、国もね、民主党が何を考えているかわからないもんでさ、こんなもん出てくると思うけ

どさ、本来で言えば、おかしいよね。ましてや、今、少子化でもって子供をふやさなければいけないと騒いでい

るさなかにさ。児童手当がどうのこうのと騒いでいるのにさ、こっちのほうの分娩費、一番基礎は分娩費だでな。

分娩費をあれしてくれなければさ、子供をふやすったって生まなきゃふえないでな。これはだけど課長を責める

わけじゃないけどさ、この辺のところは、ちょっとおれは理解できないけれどさ。国の方針だって言えば、仕方
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ないと言えば仕方ないけど、何か矛盾するね。いいわ、答弁はいらないけれど。 

○委員長 ほかにありますか。ないようですので、議案第２号については、原案のとおり認めることに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２号塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、全員一致を

もって可決すべきものと決しました。 

────────────────────────────────── 

議案第３号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

○委員長 続きまして、議案第３号であります。塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての審

議を行います。説明を求めます。 

○市民課長 それでは同じく議案説明資料で御説明申し上げますので、７ページをお願いしたいと思います。議

案第３号塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。提案理由といたしまして、厳しい財政

状況にある塩尻市国民健康保険事業特別会計の健全化を図るため、税率等の見直しをすることに伴い、必要な改

正をお願いするものであります。 

 概要につきまして御説明申し上げますが、この件につきましては議員全員協議会や、あるいは委員会、協議会

等で御説明し、また本会議での御答弁もしておりますので繰り返しになります。また若干長くなりますけれども

御了承をいただきたいと思います。本市の国保につきましては、平成１７年以降６年間、税率を据え置いてまい

りました。前年度繰越金が平成２０年度までは、毎年約３億円以上の確保ができておりましたけれども、平成２

１年度には約２億円に減少し、単年度の収支は赤字となり財政状況が悪化してまいりました。今年度の決算にお

きましても、リーマンショックを主とする景気後退による給与所得や自営業者の所得の落ち込みなどによりまし

て、税収の見込額が当初予算に比べ約１億１，０００万円の減となる一方で、医療費につきましては、１０年ぶ

りの診療報酬プラス改定などによりまして、一般被保険者の療養給付費等は当初予算に比べまして約１億９，０

００万円の増ということで、大きな歳入欠損になる見込みとなりました。来年以降につきましても、保険税収入

減収によりまして、保険給付費の伸びに見合う財源を確保できない状態にあるということで、庁内の検討チーム

でまとめました国保財政健全化計画をもとに国保運営協議会に３案を諮問いたしまして、いただきました答申に

より今回の税率改定を提案させていただいたところでございます。 

改定の基本的な考えにつきましては、今年度に見込まれます赤字分につきましては、別途一般会計から特別繰

り入れをいただきますよう、後ほど御審議をいただきます補正予算で１億８，０００万円をお願いしてございま

す。この条例によります税率改定につきましては、平成２５年度に後期高齢者医療制度を廃止して、新たな医療

制度改革がされるという予定までの平成２３年、平成２４年度の２年間につきまして、赤字見込額の解消をお願

いするものでございます。国保につきましては御案内のとおりに自営業者のほか、年金生活者、あるいは失業者

等、比較的所得の低い方が加入しておりまして、財政基盤が非常に弱いという構造的な問題を抱えております。

例年、財源の不足すべてを税率改定に求めますと加入者負担が非常に高くなるという形の中で、平成１７年度と

同様に改定による税の増収と一般会計からの繰入金を半々とすることを基本に検討をいたしました。不足分を

半々といたしますと１１％を超える大幅な税率改定になるということから、一般会計繰入金を半々よりふやすこ
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とによりまして、一人当たりの平均調定額を９．９％に引き上げということでお願いをし、約１億５，０００万

円の改定による増収を見込んでいるところでございます。結果としまして平成２２年、平成２３年、平成２４年

度の３年間で一般会計から５億円の特別繰り入れをお願いすることとなります。 

 次に改正の概要について御説明申し上げます。この表に記載してございますけれども、御案内のとおりに国保

税につきましては、医療保険分、介護納付金分と後期高齢者支援金分からなっておりますけれども、後期高齢者

支援金分につきましては、支出に対します保険税収と国・県などからの負担金の見込みなどから、ほぼ均衡は保

たれている状況でありますので据え置きいたしまして、医療保険分と介護納付金分を改定をお願いするものでご

ざいます。医療保険分につきましては、所得割、均等割、平等割、それぞれここにございますけれども、率、あ

るいは金額を引き上げてまいるというものでございます。介護納付金につきましては、こちらについては、４０

歳から６５歳未満の方に納付いただくわけですけれども、こちらにつきましても同様に改定をお願いしていると

いうものでございます。先ほど申し上げましたように、９．９％ということで御説明申し上げておりますけれど

も、税率改定の中では９．９という数字は出てこなくて、一人当たりの平均調定額ということで計算しますと９．

９％の引き上げになるというものでございます。 

 （２）でございます。国民健康保険税の均等割及び平等割の減額措置にかかわる基準を改めるものということ

でございます。こちらにつきましては、世帯単位でかかります均等割と加入人員に応じてかかります平等割の、

いわゆる応益割の軽減制度を拡大しようというものでございます。従来、応益割の６割及び４割を軽減しており

ましたが、これを７割、５割、２割に拡大し、所得の低い方への負担を軽減をしていこうというもので、これに

よります影響につきましては、軽減される額が従来より６，０００万円増ということで１億２，７００万円が軽

減額となりますけれども、うち県が４分の３、市が４分の１を負担しまして国保会計に繰り出すというものでご

ざいます。 

 続きまして、新旧対照表で御説明申し上げますので８ページをお願いしたいと思います。８ページですが、第

３条から第６条までということで８ページに書いてございますが、これが先ほど言いました医療保険分を改定す

るというものでございまして、先ほどの表でございますけれども、医療保険分の所得割、第３条にうたってござ

いますが、１００分の５．２を５．８に引き上げるというものでございますのでお願いしたいと思います。以降、

第５条については均等割という形でのうたい方、第６条については平等割ということになってございます。以降、

第１１条につきましては、介護納付金分についての引き上げを同様に所得割、均等割、平等割の改定をお願いす

るというものでございます。 

９ページの中ほど第２６条になりますけれども、ここ以降が、先ほど申し上げました軽減を拡大するという改

定でございます。大変見にくい表でございます。恐縮でございますけれども、ここの２６条以降に書いてござい

ますのは、前段で申し上げました金額から幾らを減らすかという、減額される額をここに書いてあるということ

でございまして、９ページの第２６条については、これは７割軽減分をうたっているものでございます。右側の、

先ほど言いましたけれども、現行のところの第２６条は、６割の軽減であったものを左側の改定案では７割にす

るという形でございます。具体的に申し上げますと、９ページの一番下でございますが、医療保険分の均等割で

ございますけれども、従来は、右側のほうへ行きますと８，８８０円ということでございますけれども、これは

もとの数字が第５条にございますが、１万４，８００円でございますけれども、これにつきまして０．６を掛け
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まして８，８８０円、この額が減額になるという数字でございます。左側につきましては、改定につきましては、

これを７割にするということで、先ほど申し上げました１万９，０００円余、０．７ということで７割として、

１万３，３００円が減額になりまして、結果的に１万９，０００円の方については、７割軽減されると残り１万

３，３００円を引きますと５，７００円が課税になりますよという見方でございます。 

 続きまして１０ページをお願いしたいと思います。中段の下にございますが、（２）がございますが、こちらは、

左側、５割軽減ということで、表の見方は同じでございますが、従来４割であった方が、改定によりまして５割

になるというものでございます。 

 続きまして１１ページでございますが、やはり中ほどに（３）がございますけれども、こちらにつきましては、

新たに２割をつくっていくというものでございます。 

 続きまして７ページにまた戻っていただきたいと思いますけれども、先ほど申し上げました軽減という形の中

で、純粋に従来６割軽減だった方が７割になる。４割であった方が５割軽減になる。新たに２割が加わるという

ものでございまして、減免の該当者につきましては、本年度の課税税率で６割軽減の１，９４８世帯２，９３０

人が、そのまま７割軽減に移行いたします。４割軽減の５２９世帯１，２４８人が４割から５割に移行いたしま

して、ここに新たに２割軽減といたしまして、１，２３１世帯の２，３４０人が新たに加わりまして、合計いた

しますと、世帯数で申し上げますと、現在の２，４７７世帯から３，７０８世帯に軽減対象者がふえてくると。

また、人で申しますと４，１７８人から６，５１８人に拡大されるというものでございます。 

 一番下になりますが、条例の施行等につきましては、平成２３年４月１日からということで導入していきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長 それでは説明をいただきましたので、審査を行います。委員より御意見、質疑ございましたらお出し

いただければと思います。 

○小野光明委員 いつも保険税率の関係はですね、言葉が難しいと思っていて、今さら聞けないことを聞きます。

所得割とか均等割、平等割、さらに応益、応能ってあるのですけど、わかりやすい何か資料がありましたら出し

てほしいと思います。 

 それと先ほど、軽減の関係で対象人数が出てきましたけれども、それも大分そういうことがふえてくると思う

のですが、数字も含めて何か資料で出していただけるとありがたいなといつも思っておりますので、資料は後で

いいのでもらえますか、お願いします。 

○市民課長 資料につきましては、後ほど配らせていいただきます。ちょっと概略ですが、応益割、応能割とい

う言い方をしておりますけれども、いわゆる応益割につきましては、加入している方、等しくかかるということ

で、先ほど申し上げました均等割というのは、加入した人によってかかるというものが均等割で、平等割という

のは、世帯、１世帯単位でかかるものという形になります。それから応能割につきましては、保険税の負担能力

のある方からいただきたいという形の中で、その中には所得割と資産割ということで４つの組み合わせで課税を

しているという状況でございますので、後ほど資料を配らせていいただきます。 

○委員長 よろしいですか。 

○白木俊嗣委員 おれもこの間質問した関係があるもんでね、聞くけどさ。こうやって聞いているとね、軽減も

７割、５割、２割なんて該当者もふえたっていう話だけどさ。だけどね、おれもこの前言ったようにさ、同じ医
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療を受ければね、所得がさ、多いから負担が多いのどうのこうのっていうような議論になるんだけどさ。こうや

って見るとね、ある程度、一定の所得のある者はね、みんなその人たちの負担をしなければいけないんだよな、

早く言えば。今、該当者もさ、４，１００人から６，１００人になればね、２，０００人からの人がさ、その軽

減税率に入ってきちゃうわけさ。そうするとその衆の分までね、所得、ある程度一定の所得があればね、負担し

ていかざるを得なくなっちゃうわけだよね。会計自体が決算ができないからさ、上げることも理解はするんだけ

どさ。そういう中でもってね、一般会計の繰出金も今回のね、税率の改正でもってね、その額よりかさ、一般会

計から持ち出しが多いっていうけどさ。ただね、正直言ってね、まじめに納めている者はね、何かいつも割が悪

いと思うだよ。それである程度ちょっと困るって言えばさ、滞納にみんな結びついちゃうずら。滞納だって６億

円からの滞納があるじゃんね。そうするとね、まともに納めている者はね、うんと矛盾を感じるわけさ。おれも

正直言ってそこらを歩いてもね、また国保が上がるってねという話の中でもってね、この間もちょっと議論した

けどさ、高額医療についてだってね、所得でもって控除額が違うずら。何かね、本当に納める者にしてみればね、

うんと矛盾を感じるんだけどさ、皆さん、自分でこれをやっていて、そういう矛盾を感じない。 

○市民課長 大変難しい問題でございますけれども、当市の場合、こういう医療保険というのは、相互扶助とい

う精神の中で、本当は加入者にかかわる経費については、加入者の負担で賄うというのが、当初の筋でスタート

してます。税で賄う。ただそれが特に国保の場合には、高齢者が多いとか、低所得者が多いという形の中で、そ

れでは賄えないということで、前期高齢者みたいにほかの被用者保険から繰り入れが生ずるとか、あるいは市か

ら特別繰り入れをするとか、そういう形でせざるを得ない状況にございます。そういう中で、大変今、過渡期に

あるって、お話どおりでございますけれども、ただ、実際に払っていただいている方については、また、専決の

ほうで、今後出てこようかと思いますが、課税の上限額、制限額がございますけれども、それは所得に応じて課

税がかかるんですが、それが青空でなくて一定のところで基準で切られているという形の中で、かなり所得があ

っても上限額での納付になっているというのはありますけれども、これは、現在国のほうで毎年見直しで徐々に

それを引き上げております。そういうことでもっと納められる人はもっといただいて、中間層の、どちらかと言

うとサラリーマンとか、そういう人たちの負担を全体に引き上げるんじゃなくて、高額所得者からもうちょっと

いただこうという形での上限額の改正等を今やっておりますので、そこら辺でよろしくお願いしたいと思います

けれども。ちょっと答弁になっておりませんけれども。 

○白木俊嗣委員 課長の答弁で理解はするんだけどさ。ただね、納め具合でさ、いくら上げてくれたってね、滞

納に結びついちゃうわけさ。それでましてや、この前も比較したけど社会保険と比較するとね、国保の場合は国

が負担するというけどさ、社会保険だって言えば事業主が負担するもんでね。個人としてみればね、負担は一緒

さ。そうなるとね、国保は所得がその割になくてもね、なくてって言うか、社会保険の者と同じような処遇でも

ね、国保のほうがうんと高く感じるだよね。ましてや今、年金だって何だってそうだけれどね、みんな頭打ちで

カットになってきてるずら。もらうものは減ってくる、負担するものはふえるというようなことだもんでね。そ

の中でもって、今言うように今度は軽減税率のね、７、５、２になったって言うけどさ、矛盾を感じるだよな。

実際病気になってみるとね、国保のありがたさはわかるけどさ、本当に健康でいる人たちから見るとね、本当に

矛盾を感じるだよ。だから、おれは、一般会計のね、繰出金をさ、もっとふやしてね、やはり国保の一番の加入

者となる低所得者たちのね、もうちょっと軽減になるようなさ、措置をとってくれてもいいと思うんだけどさ、
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どういうもんだい。 

○市民環境事業部長 １２月議会で白木議員さんから御質問をいただいて、本会議場でいろいろ御意見をいただ

いた経過もありますけれども、先ほど課長が申し上げましたように相互扶助ということで成り立っている上での

公約にも上げてあります。私たちもやっていて確かに、委員さんおっしゃるように、所得の、この間も質問の中

に出てましたけれども、１割の保険税というのはいかがなものかというような御質問もいただいたのですけれど

も、やっていても本当に大丈夫かなと思うような部分はいっぱいあります。それだもんですから、今、我々は、

制度改正等々されているのですけれども、その前からぜひ国が応分な負担をして、本当に最後の最後に行くとこ

ろは国保なものですから、ぜひ、皆さんが本当に無理なく払えるような、そういうシステムにしていってほしい

ということは、再三、市長会等も通じてやっていますので。そうは言っても、今のところこういう制度の中でや

っていることですので、ぜひ御理解いただいて。それと今、一般会計の応分な負担というお話も出たのですけれ

ども、半分、今、３２％、加入世帯、以外の方は、国保以外の方ですので、税のほうから入れていただくとなる

と、そういった方たちの御理解もいただかなきゃいけないということもありまして、実は国保の運営協議会の中

でもお話が出たのですけれども、今回９．９％というところで、一応、答申いただいたんですが、中には、ほか

の皆さんから御理解いただける税率改正でなければいけないと。９．９％まで行ってしまっていいかというよう

な御意見もいただきました。ですけれども、委員さん方の総意の中で、こういう事情の中では、９．９％でぜひ

お願いしたいという答申だったわけですので、いろんな御意見ありますけれども、我々もこれからまた国のほう

に、しっかり国、県のほうにも声を届けていきたいと思っていますので、ぜひ御理解を賜りまして、今回、この

税率改定をお認めいただけたらというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

○白木俊嗣委員 正直言ってね、１割近いものが上がっていけばね、滞納だってまたふえてくる、正直言って。

１割くらいはふえると思うね。それで国保の滞納が約６億円からの滞納をもっててね、一般会計が多いじゃん。

収納あたりがね、努力してるのはうんと理解するけどさ。ただ問題は収納率をもっと上げることによってね、あ

る程度この解消ができると思うだよ。要するに、滞納額を減らす努力をすることによってね。何だかんだ理由を

つけてさ、払わない人も問題だと思うけどさ、その辺のところをね、もうちょっと厳しくやればさ、もうちょっ

と収納率は上がるじゃないかという気もするもんでさ。何しろ、おれは正直言ってそこらへ行って市民の皆さん

と話をするとね、うちは１割からの国保を上げてくれたってね、負担できないって人からさ、いろいろな人があ

るだよね。皆さん、末端のところの意見を聞いているかどうか知らんけどさ。やはりそういう中でもって、国の

努力も足りないこともわかるけどさ、ただ決算が結べないからと言ってね、みんな市民にかぶせてくるのもね、

そういう中でもって、おれはもう少し一般会計からの繰出金をね、ふやすような努力をしてほしいと思う、おれ

は。いいわ。 

○中野長勲委員 暗い話ばっかりでね、あれだけど。さっきも法人の話が出たんだけど、どうしても法人は社会

保険でやっている。だけどやはり、こういった不景気になって来る中で、社会保険が払えなくて国保に行くとい

うような傾向は、市内ではどんな傾向かね。そういうところわかるかい。 

○市民課長 国保の加入者につきましては、リーマンショック以降、解雇等によりまして社会保険から国保に移

る方がふえてまいりました。一時ふえておりましたけれども、最近はやはりまた国保から社会保険に戻られる方

がふえておりますので、若干ずつですが減っているという状況でございます。 
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○中野長勲委員 リーマンショックが、今、大分盛り返してきてるっていうような感じで、今、聞けば、また社

会保険に戻るというようなことは本当にいいことだと思うけど、やはり社会保険を払っている小さな零細規模の

経営者というのは大変だと思うだよね。社会保険料が払えないで、倒産しちゃえばもちろん払えないことだけど、

それが、結局は国保にかぶさってくるのだろうけど、これから景気の浮揚をまた行政の立場で応援をしていただ

きたいなと思います。それは要望でいいです。 

○小野光明委員 先ほども部長からありましたけれども、国が応分な負担をすべきだというのは当然だと思うん

ですけど、これまで国庫支出金等はどんな見直しがあって、今後この辺は減っていくのか、ふえていくのか、ど

んな見通しなんでしょうか。 

○市民課長 これにつきましては、先の１２月議会で確か御質問がございまして、国の負担が減っているんじゃ

ないかというようなお話がございましたけれども、実質的には、国が出しているお金というのは減ってはいます

けども、ただ他から出し合っていると、県から出し合うとか、あるいは他の被用者保険から出し合うということ

で、こちらに入ってくる率としては確保できているという形でございます。そこら辺につきましては、細かい内

容に関して係長のほうから御説明申し上げますのでお願いします。 

○国保年金係長 今、御質問のありました国庫負担がやはり低下があるんじゃないかということでございますけ

れども、昭和５９年１０月からの退職者医療制度の導入に伴いまして、国庫負担率が従来の４５％負担から医療

給付費の５０％負担というふうに改正されております。また平成２０年４月から後期高齢者医療制度が始まりま

して大きな制度改正がありましたけれども、この中で、先ほど課長のほうからお話があったんですが、国庫負担

にかわる負担といたしましては、前期高齢者交付金ですとか、県の負担ですね、そういうものがふえてきており

まして、この負担はただ被用者保険側のほうから前期高齢者負担金という分担が出ているんですけれども、こう

いったものをトータルいたしますと、そんなに大きくは変わらない負担をいただいているものと解釈しておりま

す。ただ実際に国庫負担につきましては、昭和５８年度では給付費５２．２％から、平成２１年度を見ますと２

３％の負担ということで、大きく国庫負担については減っている内容がありますけれども、先ほどお話したとお

りそのほかの負担がふえている、負担を回しているという言い方は変なんですが、そういうものがございまして、

全体の負担をしてもらっている割合は、そんなには大きくは変わっていないという現状であります。 

○小野光明委員 全体でなくて国。国が５２％から２３％に減ったから、国の負担割合は減っているということ

でいいんですよね。 

○国保年金係長 そうですね、負担割合から見る限り、国の持ち出しは減っているというのが現状です。 

○小野光明委員 そうすると結局、県や市が、市町村が負担して、一般財源で補てんしているというのが現状だ

と思いますけれど、結局、医療費と裏腹な関係にあって、医療費がふえたんで減らせという三位一体改革の中で、

こういうふうになってきたんじゃないんでしょうかね。その辺はどう見ているでしょうか。 

○市民課長 構造的な改善をするという中で、国が、先ほど言いましたように５割見ていたものを負担しきれな

くなったっていう言い方は、大変恐縮なんですけれども、それを県、あるいはほかの被用者保険等に分担を、そ

れぞれ補てんをしたというようには考えております。ですから実質的に国が支出する額というのは、拠出する額

というのは減ってきているということになります。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 
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○小野光明委員 そうすると、今後、後期高齢者の関係の見直しが平成２５年か平成２６年ですか、それを含め

ると要はもう国は面倒をみないから県や市町村でやってくれやという話でいいんですかね。大ざっぱに言うと。 

○市民課長 また後ほどの議案の中でも御説明する予定でいたのですけれども、平成２５年度に後期高齢者医療

制度を廃止しまして、７５歳以上につきましては国保に、あるいは被用者保険に加入ということで、平成３０年

度には国保については、全年齢を範囲にしていくという形になっております。まだ具体的な形が、今通常国家に

果たして提案できるのかどうか、また提案されて可決になっても予算案件、まだできたまま提出になっておりま

せんので、準備期間に果たしてスタートできるかどうかというような点がございますけれども、ただ国のほうで

は、これについては県で、今、知事会が反対をしているというのは、結局、これはただ組織を大きくするだけで

財源の裏打ちがないんじゃないかと。ただ赤字の組織を大きくするだけじゃないかということで、それを市町村

から離して、県によこされても困るというのが実情なわけです。そういう中で、国のほうでも福祉制度と税をど

うあるべきかということで現在検討が始まっておりまして、それについて、国、政府の案を６月にまとめていこ

うということでの形になっておりますので、そちらのほうで何らかの検討がされようかと思われます。なお、現

在、広域化については、市町村の確保が非常に大きいと。これは、税の負担もそうですし、医療費の負担も非常

に大きい中を広域化していくとなると、泣く市町村がかなり出てくると、負担がかなり多くなってくるという形

になりますと、よほどの財源を国から繰り入れていただかないと、なかなか合意、スタートにもっていけないの

ではないかいうことがございますので、そこら辺を基本に、先ほど申し上げました福祉と税のあり方を国のほう

で、今後どうなるかということに大変期待をしているという状況でございます。以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

○古畑秀夫委員 いわゆる２年間の措置というか２年間を想定してこういうものを値上げしてということです

が、今の状況からすると、後期高齢者を含めた医療制度がもう１年くらいは先に行くじゃないかみたいな状況も

想定されるわけだな。そうなると、また２年後に値上げをして対応しなきゃいけないようなことになるのか。所

得が減ることによる税収減で１億１，０００万円が減ったということの中で、赤字の一つの原因になっているよ

うですが、これからいくらかふえるような税収見込みもあってなんとかなるのかどうか、その辺を含めてちょっ

とお伺いします。 

○市民課長 先ほど申し上げましたけれども、これは平成２３年、平成２４年度という形で、平成２５年度に新

たな制度ということで申し上げましたけれども、平成２５年度には、現在の後期高齢者医療制度の対象者、７５

歳以上の方が県の広域化にするという計画なわけです。ですから、７５歳未満の方は市町村の国保に継続されて

まだ残ります。それが合併するのが平成３０年度という予定でありますので、現行の国保については、まだ平成

２９年度までは継続されるという予定になっております。ただ、そこで新たな制度ができることによって国の財

源をどの程度投資していただけるかというのは、また平成２５年度にも新たな制度がまた見直されるとは思いま

すけれども、そういう形でございますので、当面、現行の国保は継続されますので。ただ現在の補助基準が継続

されます平成２３年、平成２４年度についての財政見通しを立てたというものでございますので、仮に値上げの

必要がないという形でありましても、平成２３年、平成２４年を過ぎたところで、もう一度市の国保の財政健全

化計画というのは見直しをしていきたいというふうに考えております。以上です。 

○古畑秀夫委員 それでは、その中でまた値上げということも想定されるということだね。 
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○市民課長 その時の税収、あるいは医療費、国の援助というような形の中で何とも言えませんけれども、そこ

で総体的にまた検討をして御相談を申し上げたいと思っております。 

○副委員長 国保の制度で自己負担分は、現在は１割。患者さんの医療費の自己負担分は。現役世代は３割で、

７０歳以上が１割。４月からまた２割になるという話があるんですけれど、それは国保の関係は。 

○国保年金係長 今のお話の７０歳から７４歳の加入者につきましては、国民健康保険のほうで請求するんです

が、今現在が１割の自己負担で済んでいます。これが通常の形ですと２割負担になるところでございますが、今

年度末までですね、１割負担で済むんですけれども。措置がとられてますのでね。予定ですと、来年もう１年間、

それが凍結されて優遇されるということになっておりまして、７０歳から７４歳の方の１割負担に、来年も優遇

されることができるという形でなっております。 

○副委員長 わかりました。 

○委員長 よろしいですか。ほかにないですか。それではないようですので、議案第３号について原案のとおり

認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３号塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、全員一致

をもって可決すべきものと決しました。 

 ここで１０分間休憩を入れさせていただきます。 

午前１０時５７分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時０７分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

────────────────────────────────── 

議案４号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

○委員長 続きまして、議案第４号塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題とい

たします。説明を求めます。 

○人事課長 続きまして関係資料１３ページ、議案第４号塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例を説明させていただきます。改正の理由は、市が一事業主として策定しました塩尻市特定事業主行動

計画に基づき、仕事と子育ての両立を支援するため育児短時間勤務制度の導入によるものなのです。育児短時間

勤務制度は、職員の小学校就学前の子を養育するために、常勤職員のまま一定の勤務形態により職員が希望する

日又は時間帯に勤務できる制度で、平成２０年１月に創設された制度ですが、現在県内１９市の中では松本市、

安曇野市など４市が導入している状況であります。 

 ３つの条例がありますが、まず初めに１４ページの第１条、塩尻市一般職の職員の給与に関する条例の新旧対

照表をごらんください。第７条の４を追加する改正につきましては、育児短時間勤務職員の給料月額は、育児短

時間勤務として定められた勤務時間を、１週間の勤務時間である３８時間４５分で割った割合を算出率として、

給料月額に算出率を乗じて計算するものです。例えば、１週間の勤務時間がフルタイムの２分の１であれば、給

料月額も２分の１とするものです。 
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 １７ページ、第２８条の期末手当の額と１８ページ、第３１条の勤勉手当の額につきましては、両方ともその

不足額の計算は、給料月額をフルタイム勤務時の給料月額に割り戻して計算します。附則に書いてありますが、

期末手当では、育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の２分の１に相当する期間を勤務期間から

除きますし、勤勉手当では、育児短時間勤務をすることにより短縮された期間を勤務期間から除きます。 

 続きまして１９ページの第２条、塩尻市職員の育児休業等に関する条例の新旧対照表をごらんください。第８

条の改正は、育児休業をした職員の復帰時の号俸調整について。育児休業をした期間を２分の１として換算して

いたものを、１００分の１００以下の換算率で換算すると改めるもので、経過措置として３月３１日までの間は、

２分の１のまま算定するものでございます。 

 ２０ページの第１０条は、育児短時間勤務をすることができない職員は、臨時的に任用された職員と定年に達

して引き続き勤務している職員とするものです。 

 第１１条は、通常、育児短時間勤務の終了後、１年経過しない場合は、再度の育児短時間勤務をすることがで

きませんが、特別な場合として出産により当初の育児短時間勤務の承認が失効となった後に出産した子が死亡し

た場合や、休職等の処分を受け育児短時間勤務の承認の効力を失った後に処分の期間が終了した場合などは、育

児短時間勤務をすることができるとするものです。 

 第１２条は、育児短時間勤務の形態を規定するものですが、２２ページにありますように、１週間あたりの勤

務時間は３８時間４５分ですので、この１０分の１の３時間５５分を５日間働きますと、ここにありますように

１９時間３５分となります。このほかに８分の１、５分の１などの形態を定めています。 

 第１３条は育児短時間勤務の承認や期間の延長の請求の手続きについては、ひと月前までに行うとするもので

す。 

 第１４条は、育児短時間勤務の承認の取り消し理由を、育児短時間勤務にかかる次の子の承認を必要とする時

と、当初の内容と異なる内容の承認をしようとする時とするものです。 

 第１７条は、育児短時間勤務をした職員の退職手当について。育児短時間勤務をしていた期間の３分の２の期

間を退職手当の算定の基礎とする在職期間に通算するものであります。 

 続きまして２５ページの第３条、塩尻市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の新旧対照表をごらんくださ

い。第２条第２項、育児短時間勤務の承認を受けた職員の１週間当たりの勤務時間は、その承認を受けた内容に

従い、任命権者である市長が定めるとするものです。 

 第４項は、育児短時間勤務に伴う職員の任用について。勤務時間を１週間当たり３１時間までの範囲とするも

のです。 

 ２６ページ第６項は、育児短時間勤務職員の勤務期間のやりくりについて規定するものです。 

 ２７ページの第５条は、育児短時間勤務職員は、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、

正規の勤務時間外に勤務を命ずることができる規定を加えるもので、この条例は４月１日から施行するものでご

ざいます。以上でございます。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員の皆様から質問等ございましたらお出しください。 

○金田興一委員 この前に育児休暇がありますよね。これは、男子職員の取得率というのは、どのくらいになっ

てますか。 
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○人事課長 現在１名の職員がとっている状態でございますけれども、過去には２人おりまして、今、３人目と

いう形になります。以上です。 

○金田興一委員 そういうことを考えると大変少ないですよね、取得するという職員というのが。そして今度は、

いわゆる育児の短時間勤務ができた時に、利用というのはどのくらい見込まれるというふうにお考えですか。 

○人事課長 先ほどの御質問は男性職員というふうにお聞きしたと思うのですけれども、女性職員も含めてです

ね、全体では、現在育児休業につきまして３月１日現在では２４名が取得している状態でございます。制度ばか

りつくってもですね、それを取得できないんじゃないかということがあるんですけれども、その考える要因とし

まして一つには、これは育児休業の話になりますけれども、育児休業を取得する職員がですね、それをとってい

る時に、担当の業務が支障なく遂行されるか、ほかの方がそれをやれるかどうということにかかってくるという

点とですね、あともう１点は、育児休業が終わった後に、その職場に復帰する不安が解消できるかということが

考えられると思いますけれども、ほかの職員のですね、仲間と言うのでしょうか、それの関係で対応していくと

いうことなんですけれども。御質問の今回こういう制度を制定することによりましてですね、どのくらいの者が

とれるかということなんですけれども、１９市の中で既に、先ほども言いましたように松本市が去年の３月から

行っているわけなんですけれども、ここで実際には、医療職とか看護師の関係で数名とっている状態であります。

したがいまして、塩尻市でも予想されるのは、やはり本当に少ない数字かと思われますけれども、やはり子供を

社会で育てていかなければいけないという状況でございますので、ぜひ、条例につきましては整備していきたい

というふうに考えております。以上です。 

○金田興一委員 今お話のあったように、やはり一番とりにくいというのは、休んだ後の業務をどんなふうにだ

れがやっていくのか、あるいは自分が分担していた業務の責任意識というのを持っているので、自分が育休にし

ても、短時間の勤務にしても何かとりにくいというような、そういう意識が働くというのですよね。今の業務復

帰なんかは、仲間意識を持ってこなすような表現がありましたけれども、やはりもうちょっとこれは市として制

度的に、休んだ人の後の業務に対するフォロー、これをどんなふうにお考えなんでしょうかね。 

○人事課長 最終的にはですね、補助的にですね、臨時職員等を採用するという形になるのですが、やはり、今

度の育児短時間勤務につきましては、時間がですね、限られていると。１週間のうちの丸々半日とか、そういう

半日もあるのですけれども、期間が短いということになりますので、逆に今度はこれを補助するための職員とい

うのが、そういう雇用にマッチした職員が必ずしもいるとは限らないので、まず、事務の分担を見直す中で対応

して、なおかつ、どうしても対応が不可能だという形になれば、臨時職員等で対応していきたいというふうに考

えております。 

○金田興一委員 もう１点、最高にとれる時間を、もしとるとした場合に、子供１人に対してなのか、例えば、

双子がいたり、年子がいたり、複数の子供がいると。子供が１人であろうと３人であろうと、これはすべてこの

時間だけということですか。 

○人事課長 一応、考え方的にはですね、２人いても３人いてもですね、ただこの育児短時間勤務をするにあた

る子供を、まずどの子かという形で申請しますので、休暇している職員がいるとすれば、これは最初の子供のも

のですよという形で最初申請になります。ダブってという形にはなりませんので、一応、次の子が生まれたとい

う形になればですね、また改めて申請を取り直すという形になります。育児休業が通常３年、最長で３年ありま
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すので、次に育児短時間勤務という形で勤めはしますので、それで１年とることができます。次に１年はとれま

せんので、育児短時間勤務はとれないのですけれども、また次の年にという形でですね、先ほどの御質問につき

ましては、子供を特定してとるという形になりますのでお願いします。 

○金田興一委員 ちょっといまいちわからないものがあります。それから参考までに、恐らく育児中の職員とい

うのは３０代だろうと思うんですよね。だから平均的な職員で、最高の育児の短時間勤務をした場合の、いわゆ

る収入はどのくらい減になるんですか、平均的で。 

○人事課長 係長から。 

○職員係長 平均という意味でですね、大体この年齢層からいって試算したデータで言いますと月例給で２４万

円ほど想定した中では、先ほど課長のほうで説明ございましたが、一番少ない時間で約５０．数パーセント、約

半分になりますので、お給料的にも１４万円、それから地域手当とか、もろもろの手当等を含めて約毎月もらう

給料は半減するというような金額になるかと思います。以上です。 

○金田興一委員 いいです。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○小野光明委員 概要のところに複数ある勤務形態、とあるんですけど、これは幾つくらい、具体的にどんな形

態を想定していますか。 

○人事課長 具体的に言いますと、例えば月曜日から金曜日まで５日間のうちですが、１日当たり３時間５５分

勤務します。そうなりますと週に１９時間３５分という形になりますが、それが一つのパターンです。次に月曜

日から金曜日まで５日間ですが、１日当たり４時間５５分働きますと週２４時間３５分になります。ちなみにこ

れがですね、全国的に制度を導入している中で一番取得している状況が多いパターンになります。３番目に月曜

日から金曜日のうち３日間、１日７時間４５分、これですと週に２３時間１５分になりますが、こういう制度が

３番目でございます。あと４番目に月曜日から金曜日のうち、２日間を１日７時間４５分、フルですけれども働

きまして、１日３時間５５分働きますと、週１９時間２５分というふうになります。以上でございます。 

○小野光明委員 勤務ということになると、必ず庁舎なりに来て仕事をするということになるわけですよね。今、

ＩＴ化が進んでですね、単純な本当に事務処理なりですね、文書作成という形になると、自宅でもできるような

ものもあるかと思うんですが、いわゆる自宅勤務というのはこの中に入っていないという解釈でいいですか。 

○人事課長 民間ではそういうような形態が、今、発生しているというふうに聞いておりますけれども、今回の

条例につきましては、自宅勤務というのは想定してはおりません。 

○小野光明委員 その理由は何でしょうか。 

○人事課長 一応ですね、あと管理状況との問題がございますし、出退勤の管理という点から出勤簿というのが

現在常備されておりまして、そこに出退勤の記録が残ります。自宅にいた場合は、そういうポジションで、あく

までも勤務先で勤めるというのが前提となっておりますので。将来的にはですね、自宅勤務ということも考えら

れると思いますけれども、現在の状況では想定しておりません。 

○小野光明委員 本当に来てもですね、窓口とか何とかということになると相手がいるんですが、相手がいない

職場も意外とあったりすると思うんですけど、やはり柔軟に物事を考えていかないと、結局これは就学前という

ことなので、多分、先ほどくらいの時間なり、短時間ということなので、そこを補ってやるような形になると取
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得率も上がると思うんですけど、どうなんでしょうかね。 

○人事課長 やはりですね、取得率を上げるために、ではどういうふうに、先ほどちょっとお答えしましたけれ

ども、職場の環境を整えるというのが一番だと思うんですけれども。その中で、やはり私ども一人で仕事をして

いるというものがあるものもあると思うんですけれども、一応、組織の中でですね、向上し合ってやっていくと

いうのが現実でございますので、なかなか今すぐにですね、自宅勤務を認めていくというところまでは、状況が

なっていないというふうに考えておりますけれども。 

○小野光明委員 進歩って言いますけれど、むしろこの仕事はあっちこっちで気軽く決められた仕事しかやって

ないように思うんですけど、どうなんでしょうかね。 

○人事課長 確かに、じゃあ来てですね、その部分がしっかりノルマ、実際の仕事をやっている部分もあるんで

すが、それは、いろいろ調整があって初めてできている仕事でございますので、単純にということは、今の段階

ではちょっと難しいかと思いますけれど、将来的には、そういう時代にはなっていくことは想定されますが、現

状ではこんな形で。 

○金田興一委員 今の話を聞いていてね、今の塩尻市は、厚労省の補助を受けてウイングロードビルの３階でね、

ひとり親家庭の在宅支援事業というのをやっているんですよね。在宅支援ということで１２０名くらいの方が、

今、盛んに訓練を受けているわけですが、そういうことを考えれば、確か全国で１６カ所ですかね。ということ

は、全国の中でも先進的なことをやっているわけなんですよね。先進的なことをやっていながら、今言われたよ

うな話の中では、全国一般的なことを考えていたんでは、私はちょっと時代的にあわないんじゃないかと。やは

り片方では在宅支援のそういう教育をし、習得をさせていながら、市だけはそれはだめですよということにはな

らんと思うので、やはりこれは、副市長なり総務部長にも強くお願いしなければならんのだけれども、やはり早

急にそういう対策を考えるべきではないかなと、私は思うんですが、いかがでしょうか。 

○副市長 在宅就労支援の関係につきましては、私のところで、塩尻市振興公社で受託をしておりますんですけ

れども、その点も含めまして御答弁をしたいと思いますけれども。一部、ＩＴ関係の、いわゆる定型的な業務に

ついてですね、受託をして自宅で仕事ができるという環境を整えて、そのための研修をやっていると、こういう

のが今の御質問にある事業であります。一方、市役所の事業の中でですね、これは事務の切り分けというのが、

比較的進んで、申し訳ないですけど進んでおりませんでですね、非常にあっちの事務をやりこっちの事務をやり

ということで、職員が幾つかの事務をかけ持ってやらなければいけないというような状況であります。したがっ

て、民間の会社のようにですね、定型的な事務は、この人はこれを一から百までずっとやればそれで済んでしま

うというような形には、今、なっておりませんので、なかなか在宅にという意味では似合わないのかなというふ

うに思っておりますが。いずれにいたしましても定型的な事務とですね、それから対人関係と言いますか、接客

的な事務というふうにですね、いずれかの時点ではですね、きちんと分けていかなければいけない。そのことに

よって外注というようなこともできますでしょうし、あるいは、今、こちらにございますＩＴを使った在宅勤務

というのも、いずれ発生をするということになりますので、事務のあり方全体を、職員の環境だけじゃなくてで

すね、事務執行のあり方全体を少し見直すような努力をこれからしていかなければいけないのかなというふうに

思っておりますので。ただ、今のところそういう環境になっていないということなものですから、この条例によ

って、出勤を制限をしながら勤務というようなことで、今のところは進みたいということでございます。 
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○金田興一委員 今、言われていることはわからないというわけではないのですが、少なくともそういう働きや

すいような形での条例をつくるわけなんで、やはりそれが生きるような形での職場の体制というのも必要だと思

うんですね。当然セキュリティーの問題だとか、いろんな問題があると思うんですけどね。いずれはというのじ

ゃなくて、やはり早い時期にそういう組織の総体を見直して、こういういろんな各種こういういいものをつくっ

たものに対応できるような体制の構築というのも、私は大事じゃないかなと思うんで、ぜひ、この点は早めな検

討をお願いしたいと、これだけ要望しておきます。 

○古畑秀夫委員 基本的に今、少子化から子育て支援ということが極めて大切であるということで、国を挙げて

やっている中ですから、基本的には、こういう条例改正はいいと思うんですが、先ほど人事課から指摘があるよ

うに、また今、委員からの質問があったような部分の検討や、特にせっかく制度をつくって休みやすいふうにす

るということをいかに考えていくかということになると、やはり、わずかな時間だけしか短時間でとらないとい

うことになれば、事務分担でできる可能性はあるわけですが、現実にはなかなか難しい部分があれば、臨職なり

雇ってその人が周りの人たちにあまり気を使わなくて、この短時間勤務をやれるような体制というのを、ぜひや

っていただかないと利用者が。せっかくつくって、きょう議論してみても利用者はあまりいなかったっていうこ

とになっちゃいけないので、ぜひそのところは検討して、とりやすい体制をとっていただきたいと思いますが。 

 もう一つ、フレックスタイムみたいなのっていうのは今、市役所の場合、どういうふうになっているのか。こ

の短時間勤務の中でもどういう形で、朝出てきて欠なのか、どのようなことで考えているのか、ちょっとお聞き

したいと思うんですが。 

○人事課長 フレックスにつきましては、遅く出てきて、遅くまで働くというような形でですね、現在の運用に

つきましては所属長の判断で行っていくというのが現状でございます。ですので、条例上制定ということではな

くてですね、いろんなケースが考えられるものですから、そのいろいろな事項が発生した時に、その所属長の判

断で行っているということでございますのでお願いします。 

○古畑秀夫委員 この勤務の場合は、どんなような形を想定しているわけですか。どんなようなっていうのは、

朝出てきてこうなのか、頭を遅らせるのかというようなのは、どんなふうに。 

○人事課長 今回の育児短時間勤務につきましては、１カ月前にですね、その職場に対して申請しますが、その

時間帯はですね、事前にその時間、例えば朝から３時間５５分とか、そういった形で勤めたいというような形を

事前に出していただきますので、また、それを変えていくという形ではありませんので。今回の育児短時間勤務

については、時間帯はしっかり決まってしまうということでございますので。 

○古畑秀夫委員 そうすると本人の申し込みで、ある程度そこは柔軟に対応されるという理解でいいですか。 

○人事課長 一応本人の希望になるのですけれども、ただ、それがですね、現実的に要は一番朝方が忙しくて、

そういうことが対応できないよという職場であればですね、そこはちょっと話をまずさせていただいて、最終的

には、認める側の採用の市側が決定するわけなんですけれども、そこは事前に話をしてもらうという形になりま

す。 

○白木俊嗣委員 おれもこういうこと、よくわからないけどさ。例えばね、育児休業をさ、ふやすとかさ、もう

ちょっと輪切りにとるようなね、方法はとれないものか。中途半端に出てきたってさ、仕事はみんな中途半端に

なると思うしさ、えらい意味ないと思うだよな。だで、育児休業なり何なりをふやすとかね、それを本当に必要
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な時に輪切りにするとかさ。 

○人事課長 育児休業というのは生まれてから３歳、子供が３歳という形で、これは基本的に給料は出ない形に

なります。本来この育児短時間勤務については、常勤というのがまず前提になっていまして、それについての給

料は出るということになって、それでなおかつ、学校に上がる前という形になりますので、育児休業は育児休業

のままあって、その後に使ってもらえる制度というふうに御理解いただきたいと思います。 

○白木俊嗣委員 それはわかったけどさ、それじゃ事業者だって給料を払わないで済むしさ。子育ても、もしど

うしても重視したければさ、その３年なり何なりをね、延長してさ、それで本当に必要な時に。それは何か労働

基準法か何かで決まっているわけ、それは。 

○人事課長 育児休業は３年間、３歳までなものですから。それを例えば、委員の御指摘は、ちょっと後にです

ね、育児休業をということかと思うんですが、それはとれないものですから。育児休業は育児休業であって、そ

れでなおかつ、今回の育児短時間勤務という制度が加わるというふうに御理解いただきたいと思います。 

○白木俊嗣委員 それは理解するんだけどさ、ただね、事業主にしてみればね、そんな中途半端な仕事をしても

らうだったらさ、その勤めている者にしてみればね、給料もほしいからさ、そういう勤務もしたいと思うけどさ。

ただ、事業主から見りゃね、３年なんて言わなんでさ、条例でもって特別に４年なりに延長してさ。 

 聞いてりゃね、そんな複雑なことをするあれがあったらさ、そうすればね、国の法律だったってさ、下から突

き上げて穴を開けていけばさ、変えることだってできないことはないと思うだよ。だけど輪切りにして時間はな

い、こんな半日だ何だかんだなんてね、やるんだったらさ、それじゃ、その間事業所だって給料も払わないでも

済むし、それで子育てで、もし充実したければさ、そのあれを延長すればね。いや、おれは素人だもんでそうい

うことを言ってるけどさ、そういうことだってやればね、いいかなって思っただけさ。 

○委員長 御意見でよろしいですね。 

○中野長勲委員 産休があったり、それから短時間勤務もあったり、民間で言う有給休暇というのがあるわね。

そういうのは職員にはあります、ないです。あるだよね。だから、それとはどういう形になるわけです。有給休

暇について。 

○職員係長 先ほど産前産後というものは特別な休暇という形で、お給料が出る形で認められておりまして、先

ほど課長の説明がありましたように育児休業としての休暇をとった瞬間にですね、結局、うちとすれば休業をと

っているという形になりますので、その間は当然、年次休暇はとれないという形になります。ただ年間２０日間

与えられておりますので、例えば、復職した段階では、全く１年間２０日間ございますので、新たにそれをとる

ことが可能だということで、育児休業をとってない時期であれば、年次有給休暇の取得が可能になります。 

○中野長勲委員 それと短時間勤務とはどうなる。 

○職員係長 短時間勤務は常勤職員で、出勤している職員という扱いになります。ただ、法のほうではですね、

当然、勤務時間が少ないものですから、例えば２０日間当初与えられていると。ところが育児短時間勤務をとる

ことによって、私は週半分しか出てこないということになりますと、計算上はですね、２０日間は与えられなく

て、計算式では約半分であれば１０日の休暇になるということで、逆に今度途中で戻ってきた場合にはですね、

消化したものと、今度は復職すれば３８時間４５分勤務されますので、また割り戻してですね、何日に使うかわ

からないのですけれど、何も使わなければまたもとへ戻っていくというような形の運用が決められております。
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以上です。 

○金田興一委員 今の関連で、いわゆる労基法上の問題もあったりして、いわゆる年次有給休暇２０日の発給日

数のうち、いろんなところで協定によって違っているんであれですが、塩尻市の職員の場合、２０日間の休暇の

うち時間休暇として使える日数っていうのは幾日あるのですか。時給に崩して使える日数。 

○職員係長 １時間単位で全休暇を使えます。 

○金田興一委員 幾日あるわけですか。２０日間全部使える。 

○職員係長 ２０日間。 

○金田興一委員 ２０日間、全部いいわけですか。 

○職員係長 はい。 

○委員長 よろしいですか。 

○副委員長 利用しやすい制度にというようなお話だったのですけれど、育休を今とっていただいている年数、

３年が期限なのですけれど、割合というのはわかりますか。皆さん、３年間とっているのかどうなのか。 

○職員係長 ２４人がそれぞれですね、例えば、第１子が生まれて、また実は第２子が生まれてしまったという

ことで継続になる職員もいたりですね。本来３年なんですけれども、２年半で保育園に入れられたので戻って来

るということとかですね、いろんなパターンがちょっと交錯しておりまして、平均とかですね、そういったもの

のデータ、今はちょっと持っていないのですけれども、大体３年をめどに復職している職員が多いです。年間約

５人くらいが減ったりふえたり、戻って来る職員、この３月で内部職員で言いますと３名おります。４月以降に

逆に休む職員が、予定されている職員も３名おります。そういうことをいたしておりまして、女性職員２５０人

くらいおるんですけれども、そのうち２４人が取得しているという現状であります。 

○委員長 いいですかね。ほかにございませんかね。ないようですので、議案第４号については、原案のとおり

認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第４号塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

ては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

────────────────────────────────── 

議案第５号 塩尻市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

○委員長 続きまして、議案第５号塩尻市特別会計設置条例の一部を改正する条例を議案といたします。説明を

求めます。 

○財政課長 議案関係資料の２９ページをお願いいたします。塩尻市特別会計設置条例の一部を改正する条例で

ございますが、２の概要にございますように、塩尻市老人保健事業特別会計と塩尻市用地先行取得事業特別会計

を廃止するものでございまして、その理由といたしましては、１の提案理由にございますように、塩尻市老人保

健事業特別会計につきましては、法による設置義務期間が終了することにより、とありますが、これは、老人保

健事業につきましては既に後期高齢者医療事業に移行しているため、現在老人保健事業特別会計では経過措置分

のみ対応してございます。この根拠になっている高齢者の医療の確保に関する法律で規定しております期間が、

平成２２年度をもって終了するため廃止をするものでございます。 
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 また、塩尻市用地先行取得事業特別会計につきましては、用地先行取得事業債で取得した土地が、平成２２年

度実施いたしました川岸線事業で一般会計の買い取りと、買い戻しになったことによりまして、この特別会計で

管理する土地がすべてなくなりましたので、平成２２年度をもって廃止するものでございます。以上でございま

す。 

○委員長 それでは質疑を行います。質疑ございませんか。 

○小野光明委員 この老人保健事業特別会計の設置義務期間ですけど、後期高齢者の関係と関連してくると思う

んですが、先ほど平成３０年ですか、また変わるということですが、そうするとこれ、復活するということも当

然あるわけですか。 

○財政課長 先ほど後期高齢者の医療に関する法律と申し上げましたが、老人保健法自体がですね、平成２０年

４月をもってですね、高齢者の医療の確保に関する法律に既に改正されております。その附則において、３年間

は従前の例によるという規定がございまして、この経過措置が切れますので、老人保健法自体はまるっきりここ

で切れてしまいますので、それに復活するかどうかというのは、また国会での法案の関係でどうなるか私どもも

わかりませんが、この法に基づいて切れますので合わせて切るということでございます。以上でございます。 

○小野光明委員 もう一つの用地先行取得事業の関係ですけど、これが廃止されると土地開発公社との関係はど

うなるんでしょうか。 

○財政課長 この公共用地先行取得事業特別会計につきましては、同じ用地を先行取得するものでもですね、こ

の起債を使って取得するものについては、将来的に何らかの上物が建つ予定で取得するわけです。その場合に、

例えば学校とかですね、そういったものについては建てる時に起債が使えます。その起債を借りることによって、

起債は交付税措置されて、また有利に展開できるというものについては、その期間、要はつなぎ資金としてこの

起債を使って借りましょうというのが公共用地先行取得事業債の意味でございまして、その公共用地先行取得事

業債で扱うには特別会を設置してやりなさいという規定でございます。公社等が先行して行うものにつきまして

は、例えば工業団地とかですね、造成して売ってしまいますので、将来的に市のものとしてなりませんので、起

債の対象に具体的にはなりません。そういったものについては、公社のほうで先行取得して造成をしていくとい

うもので、そういった部分によって、要はこの起債を借りるか借りないかという判断をしておりまして、今の段

階ではこの楢川の川岸線が以前、駐車場用地として取得しておりましたが、その整備が終わりましたので、特に

以降予定がございませんので、ここで廃止するというものでございます。 

○小野光明委員 この用地先行の関係で、老人保健はこうして次の分がありますけれど、用地の関係は、法律の

絡みというのはどうなっていますか。特にこれは関係ないですか。 

○財政課長 法律の関係は特にございません。多分、委員さん、おっしゃりたいのは、また出てくるかもしれな

いで残して置けばいいじゃないかという意味かと思われますが、一応、うちのほうも検討しましてですね、残す

か残さないか。ただ、当面ございませんので、やはり県等とも確認する中で、県もなくなった段階で廃止をして、

また、必要なそういったものが発生した段階で特別会計というものは設置するということで、やはりその時期、

時期をとらえて廃止、発生させるのが原則だろうということで、今回廃止をさせていただくというものでござい

ます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。ないようですので、議案第５号については、原案のとおり認めることに御
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異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５号塩尻市特別会計設置条例の一部を改正する条例については、全員一致を

もって可決すべきものと決しました。 

────────────────────────────────── 

議案第６号 塩尻市みんなで支える自治会条例 

○委員長 次に、議案第６号塩尻市みんなで支える自治会条例を議題といたします。説明を求めます。 

○地域づくり課長 それでは、議案第６号塩尻市みんなで支える自治会条例について、お願いいたします。議案

関係資料の３２ページをお願いしたいと思います。この条例の提案理由でございますが、この条例は自治会が担

う地域づくりに関する基本理念及びその地域づくりに必要な事項を定め、協働のまちづくりの推進に寄与するた

め、新たな条例の制定をお願いするものでございます。 

 概要としましては、市、市民、自治会、事業者及び地域活動団体の役割を定めるというものでございます。 

 条例の施行等につきましては、平成２３年４月１日からの施行をお願いするものでございます。 

 それでは議案書のほうに戻っていただいて、議案第６号のほうをごらんいただきたいと思いますけれど、まず、

第１条の目的でございます。この条例は、自治会が担う地域づくりに関する基本理念及びその地域づくりに必要

な事項を定め、協働のまちづくりの推進に寄与することを目的といたします。 

 第２条で定義でございますけれど、この条例において次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとこ

ろによる、ということで、まず市民としましては、市内に居住する者。また自治会としましては、一定の地域の

市民が、その総意に基づき活動する自治組織としての区をいう、というふうに定めるものです。また、事業者は、

その自治会の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人。地域活動団体は、その自治会内の区域内におい

て主に活動する団体、という定義づけでございます。 

 第３条は基本理念でございますが、地域づくりは、生活の場を単位として相互に協力する関係がその地域に暮

らす市民によって自主的に築かれる必要があり、自治会がその主体を担うという意識のもと推進されなければな

らない、という基本理念でございます。 

 第４条は、市の役割でございますが、市は、前条に定める基本理念にのっとって、協働のまちづくりの推進の

ために必要な生活を実施をしなければならない。 

 また第５条には、市民の役割として、市民は、基本理念にのっとり、自らが居住する地域の自治会に加入する

ものとする。 

 また第２項で、市民は、自治会が行う活動に参画するよう努めるものとする、と役割を規定させていただくも

のです。 

 第６条におきましては自治会の役割といたしまして、自治会は、基本理念にのっとって、市民が参加しやすい

活動を行うように努めなければならない、と努力義務をお願いするものでございますし、第７条におきましては、

事業者及び地域活動団体の役割といたしまして、基本理念にのっとって活動に協力するよう努めるものとする。 

 第８条は、委任でございまして、この条例の施行に関する必要な事項は、市長が別に定める、というものでご

ざいます。以上でございます。よろしくお願いします。 



 24 

○委員長 ここで一たん休憩をしましてですね、午後１時から質疑に入りたいと思います。 

午前１１時５５分 休憩 

――――――――――― 

午後１時００分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解きまして再開をしたいと思います。 

○市民課長 先ほど議案第３号の中で小野委員さんからお話がございました軽減世帯の数、あるいは、それぞれ

４種類の負担割合のことについての資料の提示を求められておりましたので、お配りしたいと思いますが、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 今、二種類の資料をお配りさせていただいております。最初に横版の紙のほうをお願いしたいと思いますが、

こちらのほうが平成２２年度の課税件数でいきます軽減世帯の数の推移ということです。右側にございます現行

が６割、４割ということで世帯数、あるいは数、人員をいれてございますが、中ほどの改正後ということで、そ

れぞれの対象の方がスライドするということで、６割の方が７割、４割の方が５割へ移動しまして、２割の方が

新たに該当になるということで、トータルとしまして３，７０８世帯６，５１８人ということで、先ほど御説明

した内容となっております。 

 もう一種類のパンフレットをお配りしてございますが、開いていただきまして、内側の一番左端になりますけ

れども、中に入っているページですが、国保税の決まり方ということで一番左に書いてございますが、その下に

１から４まで所得割、資産割、均等割、平等割ということで、私が先ほど御説明しました内容が書いてございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長 これに対してよろしいですね。 

○委員長 それでは、先ほどの途中でありました議案第６号に関しまして説明はいただいておりますので、質疑

に移りたいと思います。委員の方から。 

○古厩圭吾委員 これ、一般質問でも取り上げられて、それぞれ御答弁があったわけなんです。いわゆる市の事

業をやっておることの中で、区にかなりのウエイトで依存せざるを得ないような現実というのはあると思うのだ

けれども、その辺について具体的にどういう感覚で、この条例制定について考えているのか、あるいは特にそう

いうことに依存せざるを得ない現実というのを具体的な例をちょっと挙げてもらいたいと思う。 

○地域づくり課長 区でございます自治会には、市はいろいろな業務をお願いしたりしていることは事実でござ

います。主には人選にかかわる部分についても区にお願いをする部分も大分ございますし、防犯面、それから安

全対策等、広範囲にわたっていろいろな部署で区にお願いをしているところでございます。また、条例制定にあ

たりましては、基本的には地域づくりの中心をなしていただく地域での自治会でございます区へのですね、加入

を促進する条例をぜひ制定願いたいという区長会からの要望がございまして、それに基づいて条例制定作業に入

ったという経過もございまして、そのような面で、一応、御苦労いただいている区の要望にもこたえてまいりた

いという点でもございます。以上です。 

○古厩圭吾委員 そうした中で具体的な区がいろんなケースを賄いながら対応せざるを得ない、例えば消防であ

るとか、それからいろんな防犯灯だとか、消防のサイレンの電気料であるとか、それからごみ収集等々の対応に

ついては、金もかかっているわけだね、多分、区内の単位で。もう少し小さく言えば常会単位くらいでもちゃん
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と負担せざるを得ないのだけれども、そうした中で行政の、いわゆる自治会にお任せをしてるだけで、いろんな

事業が滑らかに進行しているということはないと思うだよ、実際にはね。かなりそれぞれ構成している地域の区

なり、自治体というか、自治組織がかなりの負担を強いられて、やらざるを得ない現実にあるんだけども、そう

いうことに対しての認識はどうなんです、行政体としての。これは地方自治体として認められているのは、市単

位までのとこだもんで。これは、構成している地域の住民の皆さんの中には、おれは市税を納めているんだから

本来市がやるべきで、そんなことをおれたちが負担する必要はないだろうという名目で区費等々の対応ができな

いというのがあるんだけれども、もらえないという現実。そういうことに対しての思いはどうなんです、これ。 

○地域づくり課長 区は当然、区の事業を行うにあたって、区費を区民の皆さんから負担をいただき、それに基

づいて事業等を実施しているところでございます。あわせて市におきましては、広報配布とかいうようなことも

お願いしてございますけれど、これについては委託料をですね、お支払いをさせていただいているというような

状況でございます。中にはですね、何と言いますか、対価が伴わないようなものもあろうかと思いますけれど、

基本的には市からお願いするものについては、委託料等の経費をお支払いをさせていただいているという状況で

ございます。 

○古厩圭吾委員 いわゆる、そういう経費はまだいいんだよね、それは。むしろね、例えば消防だって、それは

個人に対する負担をしているって言うだろうけれども、実際には消防組織を維持していくためには、かなりの区

としての負担もかなりあるわけだけどね。それから防犯灯やさっき言ったサイレン等々の負担にしても、全部市

が負担しているわけじゃないだよね、実際に。あるいは、ごみ収集にかかわるごみステーションにしてもそうだ

し、あとそれぞれ維持していくための経費等々も、結果はそういう区が支えるんで市のやるべき対応もできてい

るというのが、現実があるよね。そうした段階で、それを構成しているそれぞれの住民にしてみれば、税でみん

な賄えているっていう解釈をしている人もいるだよ。それを盾に、例えば区費の負担に対して対応する義務なん

かどこにあるだっていう、そういう話になっちゃうんだけれども、今回、区長会等々からの要望が出てるのは、

そういうことに対してね、ある種の、うんと長く言えばＰＲも含めて、そういう御理解の上に市だけではできて

ないんだよという現実ね、これについてどんな認識されているだい、皆さんの立場では。 

○地域づくり課長 委員さんのおっしゃるとおりですね、確かに各区に加入してらっしゃらない方も含め、また

加入してらっしゃる方の意見としてもですね、税金でもう支払っているので、すべてのサービスは市から提供を

受けてしかりというような御意見もいただきます。しかし、過去の歴史からしてですね、自治会という組織がで

すね、市では賄いきれない部分をですね、どうしても自分たちが自らの力によって自分たちの生活環境をよくし

ていくという、お互いに助け合う精神でございますけれども、その精神のもとに活動がなされ、それが今日まで

続いている。必要があって続いていることと理解しておりますけれど、そのような経過もございまして、すべて

が行政でできれば、それはそれにこしたことはございませんけれど、それには莫大な経費も当然かかります。現

状ですね、過去からの歴史の中で折り合いのつく点が、現状の姿で折り合ってきているという状況だというふう

には理解しておりますのでよろしくお願いいたします。 

○古厩圭吾委員 その認識はわかるし、そういうのが現実だよね。ただし、今、区へ加盟されない皆さんがね、

主張されることに対して、例えば区長会の皆さんにしてみれば、こういう条例をある種のよりどころにしたいわ

けだと。そういうことにね、実際には、市のいわゆる税だけでできることの限界というものについてせ、もう少
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しこういう中でね、わかるような部分がないと、これ投げられた部分もならないような気がしただよ、そんなこ

とを言っちゃあいけないがね。これは、今までその区の対応されている皆さんにしてみりゃ、当然のことをただ

並べてあるだけじゃんという思いになっちゃうよ。これ、よりどころにして何かをお願いする根拠になるかと言

われりゃせ、かなり難しいと思うよ。だから、そのことの原点にあるのはね、市は自分らで税でやれることはや

っていると、あとは住民の皆さんが自分らの都合なんだからやりなさいみたいな発想だけだと、前へ進めないじ

ゃないかという思いがあるわけ、この条例を制定することを願っておる皆さんの立場から見てもね。そのことに

対してこたえている条例になるのかなというね、不安感が、おれこれを見るとあるだよ。これは、わざわざ条例

でなんか決めてもらわなくたって、当然のことだろうという話になっちゃうわけよ。今言ったように、例えば消

防にしろ、ごみにしろ、電気料にしろ、現実に金がかかるわけだけだ、もう間違いなくね。では、そういうもの

についての、税を納めていると主張する皆さんに、そのことだけではできないという現実について、何かよりど

ころになるような条例になるのかな、そういう思いがあるわけ。それで、例えばここの中では、財源っていうか、

かかる経費についてのことは、ほとんどというか、全く触れちゃあいないやね。そうすると、本来、区長会の皆

さんが願いたいことにこたえられていないと思うだよ、全く。よりどころになります、これで。 

○地域づくり課長 この条例の作成にあたりまして条例案ですが、区長会の皆さんともお話をさせていただいて、

パブリックコメントへかける前の骨子案の作成には区長会から入っていただいて、一緒に作成をさせていただい

たという経過があります。これは原案をもとにですね、各６６区の区長さんにお願いして各区でもですね、骨子

案について住民の皆さんから御検討をいただきまして、その中でそれを吸い上げてまとめるという手法をとらさ

せていただきました。区長さんの中の意見としてはですね、条例ができたからすぐに加入促進が進むというふう

には、区長さん方も理解はしてないと言ったら語弊がありますけれど、そんなに大きな期待をかけるわけではな

いんですが、常日ごろ行っている加入促進活動の中において、区長さん並びに常会長さんがですね、入られてな

い方のお宅を回られて、区に入っていただくようお話をさせていただくんですが、その折にですね、市において

も区へ加入を促進するような条例があると、非常にその人たちに対してのお話がしやすいと。強制加入は非常に

難しいものがあるものですから、少しでも区への活動を説明申し上げながら加入してくださいというお願いをす

るんでありますけれど、その折にですね、市においても自治会へ加入を促進するような条例があると、市ではこ

ういう条例を定めて加入促進を図ってますという一言を申し述べたいと、加入を推進するに当たってですね。そ

ういう意見をいただきまして、このような条例という運びとなっておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○古厩圭吾委員 それじゃ、もう一つ。これからね、市は例えば市営住宅も持ってるわね。どっちかって言や、

人口を確保するためにつくっている部分については、どうしているかしれないが、地域の皆さんのある種の理解

も得られると思うだよね、いろいろな面で。ただ、今度の雇用促進住宅みたいなところにいられる皆さん、ある

種の人口がふえて密集しているようなところのような皆さんについて、今度は市が大家なわけだけど。そういう

立場で今後こういう地域にかかわることへの加入促進について、市はどんな姿勢で臨むつもりでいます。 

○地域づくり課長 実は吉田の三区に吉田の市営住宅がございます。区長さんにお聞きすると、市営住宅へ入ら

れる方はほとんど自治会へ加入をいただいています、という状況がございます。なぜかと申しますと、建築住宅

課のほうにおきましてですね、市営住宅への申し込みがあった場合にですね、塩尻市では自治会制度があってで
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すね、その自治会へ加入してくださいという、加入促進をさせていただいているもんですから、正直申し上げて

市営住宅の皆さんのほうが、加入率が一般よりいいというような状況がございまして、ただ、この制度は引き続

き続けてまいりたいと思っております。また、転入者につきましては、転入時に転入された地番をもとにですね、

転入された方がどこどこの区の常会までわかるんで、何常会に該当しますので塩尻市では自治会としてこういう

活動をしていると内容を書いたパンフレットと一緒にですね、自治会長さんである区長さんの名簿一覧をつけて、

電話番号を記載させた加入促進用のパンフレットでございますけれど、これを差し上げてですね、ぜひ自治会へ

加入していただくようお勧めをしておりますので、ぜひその辺も合わせて今後もそれを活用して加入促進を図っ

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○古厩圭吾委員 雇用促進住宅についてはどうする。 

○地域づくり課長 雇用促進住宅、高出五区に該当するかと思いますけれど、区長さんからお聞きしたところで

は、今現在、皆さんから加入をしていただいている状況であるということでございます。以上です。 

○白木俊嗣委員 その雇用促進なんか加入なんかしてないぞ。あそこは何か独自に自治みたいなものをつくって

やってるじゃない。 

○地域づくり課長 私が区長さんに確認させていただいた時には、区長さんのほうからは、加入いただいている

という御返事をいただいてございます。 

○白木俊嗣委員 あそこはね、戸数はあってもさ、その連中が加入していないもんで区費が集まらないって言っ

てさ、この区長、ぼやいていたけどさ。隠しちゃいないと思うよ。 

○地域づくり課長 ちょっと情報が不確定でございますので、申しわけございませんが、確認をさせていただい

て、また御連絡を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。済みませんでした。 

○白木俊嗣委員 この条例つくってもね、この間部長の説明があったもんでさ、理解はしているところだけどさ。

ただね、今、古厩委員も言ったようにさ、消防費だとかね、防犯灯の関係ね、こんなの額にしてみりゃらえらい

額じゃないだよ。１，０００円のさ、片方が幾らだったい。５００円だか幾らだか知らんけどさ、そのくらいの

範囲だよ。こういう条例つくるんだったらさ、一番ね、加入促進でもって行ってね、ネックになるのはね、本来

住民サービスでもってさ、住民税払っていればね、消防費だとか街灯なんてものはね、当然市が負担すべきもん

じゃないかって、みんな市民の人たちが言うだよ。その中でもってもさ、加入してくれ、区費を納めてくれって

言うとさ、そこで結構ネックになるだよ。おれ等なんて貸家が多いもんでね、回ったってね、ほとんどの者は、

この間も何か皆さんからいただいた資料ではね、高出の自治会加入率が一番低かったけどさ。やはり行って話し

てね、出てくるのはこういう問題さ。せっかくこういうものをつくるんだったらね、やはり行政が負担すべきよ

うなね、街灯だとかさ、消防費みたいなものはね、この際だでそっくり皆さんのほうで予算から何なりしてさ、

やはり住民に訴えていかなけりゃさ、こんなんやったって、ただ本当にあれだよ、絵にかいた餅になっちゃよ。 

○地域づくり課長 いわゆる街灯ですね、防犯灯についてどこが負担するのが一番いいのかという問題は、今ま

での歴史的な経過もありますので、今後、検討をさせていただくというふうにお答えするのが精いっぱいで。 

○協働企画部長 おっしゃるとおりで、おっしゃっていることも十分わかりますし、お二人の委員さんがおっし

ゃっていること十分わかります。ただですね、消防の問題につきましては、常備消防、非常備消防あります。常

備消防分につきましては、やはり税金の中でやっているというのが実情であろうかと思いますし、非常備消防に
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つきましては、そうやって地域で支えていきましょうという、過去からのですね、そういうものがあって、現在

各区では、やはり消防費ってとっているところもありますし、区費の中から消防にその分を回して活動してもら

っているという事例もあります。徴収の仕方で消防費ってとっているところと、区費って言って一括とった中か

らやはり消防に必要、地元に必要だからっていうことで分配しているところもあります。うちの区なんかは、区

費を全体にとりまして、やはり消防にはこれだけ世話になっている、世話っていうか、生命と財産を守ってもら

ってボランティアでやってもらっているんだから、その分予算としてあげましょうという形でやっているという

のが実情であります。 

 防犯灯につきましてはですね、やはりそういうことで地域をよくしていこうと。昔は、市道にしちゃったって

砂利道をみんなで道普請したわけですよね、じょれんを持って。そういう地域を支えていこうという活動をして

歴史をつくってきたのが自治会だと思います。やはりまちづくりとか、行政が行っていく場合には、そうしたと

ころの役割分担というのをどうつくり上げていくか、またそれぞれに理解してもらうかということだろうと思い

ます。やはり、今思っていますのは、そうした地域でボランティア的に一所懸命やっていただいている消防活動、

非常備消防の活動、こうしたもののよさというものは、やはり地域の役割分担としてとらえて、そのほかに広域

消防で必要な部分については、行政のほうでやっていく。また、防犯灯につきましてもですね、そうやって過去

から集落の暗いところは危ないからという意識のもとでやってきていただいている。そのものについては、電気

料は払ってもらったり、設置についてもしてもらうんですけれども、できる限り補助、そういうものに対して補

助をしていくということで、この辺のところは、とてもいい役割分担ができているのではないかなというふうに

思っています。このほかに、さまざまの指摘をいただいておりますので、そうした役割分担をいかに明確にして

協働のまちづくりを進めていくかということが、今後重要であろうと思います。 

 一つ、この条例の制定はですね、そうしたものの、やはりきっかけになっていくだろうというふうに思います。

このある意味で気の抜けたような条例かもしれません。しかしですね、これがあるとないとでは違うと思います。

これは、はっきり言って、塩尻市が自治会を支えていきましょうという一つの意思である条例でありますので、

塩尻市としては、そうした条例というものをきちっと定めて、本議会でも申し上げましたけれども、自治会の活

動を側面から支えていくと。そういう立場を示したわけでありますので、これはこれで意義があると思います。

ただ、本議会でも申し上げましたとおり、条例をつくっただけじゃいけませんので、やはり先ほどからいただい

ております、そうした意見を真剣に受け止めまして、今後何ができるかという部分と、どういう役割分担をする

べきかということを、区長会を通じてまた検討をしたり、研究をしたりということをしていきたいなというよう

に思っておりますので、ぜひ御理解をお願いしたいと思います。 

○白木俊嗣委員 部長の言うようにさ、いい役割分担ができていると言うけどさ、行政でやらないもんで区でも

ってやらざるを得なんでさ、それで、街灯代にしても消防費で負担しているわけさ。それで、街灯なんていうの

はね、要するに行政が負担する部分の、その境というのがないだよ。学校があるから学校の周辺はやれ、ここの

街灯までは学校でやれ、それ以外は地域でやれって言ってさ、皆さんのほうで一方的に線引きしているわけさ、

今のところね、経過の中では。これは、言いあれができていると言ってもね、やはり行政がしないもんでさ、泣

く泣くしていることだもんで。せっかくこういうものをつくるのだったら、例えば消防費をね、消防費だってみ

んなボランティアでやってさ、それは常備消防は市があれして、非常備についてもね、これは区の消防のために
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どうのこうのと言うけどさ、それは考えたら違うと思うよ。そのために、おれたちは住民税というものを払って

いるんだよ。本来でいけば、それは住民税の中でもってさ、みんな行政が負担すべきものだよ。それをしないも

んで、そういうことがあってさ、泣く泣く区の中でやっているけどさ、今これだけ若い人たちが出てきてね、権

利意識が強くなってくるとね、もうみんな言いたい放題さ。区費なんてなんで払わなきゃいけないか。協働のま

ちづくりだ、なんだかんだ言ったってさ、おれはこの場は関係ないとかさ。会費を集めるたってね、なんでこん

なものまで払わなきゃいけないって言われりゃさ、行く者は口が開かないだよ。おれらの一つ例を挙げるとね、

区の中でこういう人がいた。区費を集めに行ったらね、そんなの行政が負担すべきものもあるし、それもみんな

おれたちに押しつけること自体おかしいじゃないかと。その人は、区費払わないと言って、払わないわけさ。そ

したら、今度はその子供が区の行事があってそれに参加したらね、子供だって親の話を聞いてるわ。おまえのう

ちは区費も払わないもんで、なんで出てくるだいと。その中でもそういうトラブルがあるだよ、現に。だから、

やっぱり行政が負担すべきものはね、こういう条例をつくった以上は、その中でもって、いつまでも住民に負担

させないでさ、本来あるべき姿にね。みんなそれぞれそのために自分たちが住んでいるまちを少しでもよくしよ

うと思って、みんな納税しているやつだもんでさ、やはりその中でもって行政が負担すべきものだと思うよ、お

れは。部長が言ったこともわからんじゃないけどさ、今までの長い歴史だ、なんだかんだじゃなくてさ、せっか

くこういうものをつくるだったら、その辺までちゃんと理解できるようなものをつくっていかなければね、これ

はいくらつくったって促進はできないよ。 

○協働企画部長 何か言ったほうがいいです。 

○白木俊嗣委員 いや、いい。言わなくてもいいけどね、ただ、過去だとか歴史だとかいつまでも言ってなんで

さ。これは、本当に街灯なんかね、おらあも小学校を抱えているもんでね、この街灯までは小学校だ、ここは区

だって言ってさ、それぞれあれしてやってるけどさ、あれもおかしいと思うよ、おれ。ましてやね、通学路の中

でもってさ、暗い長いところは行政がみるとかさ、その周辺の一部でもね。今だって区長の声が大きいところは

行政が負担している。それで、弱いところは区が負担しているところが結構あるだよ、見てると。だで、これは

総体的に見たって１億円は払わないからね。それじゃみんな喜んで街灯でも何でも、区費でも何でも少しでも協

力するようになると思うだ、おれは。 

○協働企画部長 おっしゃっていることは十分わかります。ただ、防犯灯については、やはり指定防犯灯といっ

てどこにも所属できないようなところについては、じゃあ市で電気料をみましょうとか、そういう形をやってい

ます。また、そうした実態等を区長さんのほうから聞く中で、改正すべき点があれば改正してよりよい方向にし

てまいりたいと思います。繰り返しますけれども、やっぱりこの条例を制定の機会にですね、ある程度役割分担

の部分についても真剣にとらえながら、やってまいりたいとふうに考えておりますのでお願いをしたいと思いま

す。 

○金田興一委員 私も実は市の区長会長の当時に、平成１６年か１７年くらい、区への加入、自治会条例、区の

加入条例のお願いを区長会としてした経過がございます。その時にやはり、なぜそうしたかと言うと、区へ入ら

ない、役員が嫌だ、行事に参加が嫌だ、あるいはアパートの人たちは別に区に加入しなくても全然不便を感じな

い、いろんな理由からどんどん、どんどん区への加入率が低下をしているということで、何とか区に加入するよ

うな条例ができないのかということで研究をし、市にも提案をし、お願いをしてきた経過があったんですが。当
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時は、下伊那の高森町にこういう条例があったんですが、これはあくまで罰則規定のない、いわゆる精神的な部

分であったということを聞きます。それで、その時にこういうふうなところまで発展をしなかったというのは、

実は最高裁の判例があって、やはり区への強制加入というのは憲法違反だと。あくまでこれは任意の団体である

のだから、条例等で加入を強制することは憲法違反だという最高裁の判例がおりて、そんな関係からもうちょっ

と検討をしましょうという形で今回になったというふうに私は理解をしているんですが。そこで今、部長からも

いろんなお話があり、また委員の皆さんからいろんなお話があって、それぞれ私も理解をするところですが、要

は、この自治会条例ができた、そしたらこの条例が本当に生きたものにするにはどうするのかということが、や

はり考えていかなきゃならん問題だろうと。今、部長さんのほうからも、いわゆる役割を持ってというようなお

話もありましたが、例えばそういう観点からいくと、現在市民課の窓口では、先ほど言われたような、転入者に

対して常会だとか区長の名前を紹介をしているというような、これは前からもやっていただいているというのは、

私も承知をしています。 

しかし、では逆に、転入者の情報を区長に通知できるかというと、それは現在できていない、できないような

状況があると思うんですよね。一つの例として、例えば転入者には常会だとか区長の名前だとか、民生委員は、

あなたの担当の民生委員はこの方ですよ、ということを通知をする。それと同時に、もしね、塩尻にはこういう

自治会条例があるので、御了解をいただければ、あなたがどこどこのどこに転入をされたということを、この今

お知らせした区長にもお知らせをしたいが了解いただけるかどうかと。それで、いいと言った人についてはやれ

ばいいわけなんで、やはりそういう踏み込んだ形を、私は、役割分担の中ではお願いをしたい。そして、やはり

生きた条例にしていくようにみんなで協力しなきゃならんなあと、そんなふうに思っております。 

それが１点と、もう１点ちょっと教えてほしいのは、この当時に一番こんがらかったのが、いわゆる行政連絡

長と区長という、当時の私の感想で言えば、市のほうは、都合のいい時には行政連絡長、都合が悪くなりゃ区長、

上手に使い分けていたという、私だけじゃなくて大方の区長はそういう感覚を受けたというのは事実なんですよ

ね。それで、行政連絡長というのは、どこに規定をされ、どのような文言になっているのか、それをちょっと教

えてほしいなと思うんですよ。どうせいずれまたこれが進んでいくと、行政連絡長と区長という、同一人物が２

つの名前で市とかかわっているわけなんで、いろんな面に出てくることは事実だと思うので、ここらもちょっと

根拠的なものを教えていただいて、また。私はこれで満足ではないけれども、まあよかったと思っている一人で

すので、そんな意味からも含めてお聞きしたいなと、こんなふうに思います。 

○地域づくり課長 転入の際に、市民課等の窓口で御本人の了解を得て、了解があった場合には、該当する区長

さんにですね、自治会の加入の連絡をするかどうかにつきましては、また関係各課と協議をさせていただきたい

というふうに思います。 

 それと、後半部分の行政連絡長と区長の位置づけでございますけれど、塩尻市には、塩尻市行政連絡長設置規

則という規則がございます。この規則の中で、市の行政の円滑な運営と適確な浸透を図り、かつ、行政区域内の

連絡調整に資することを目的として、市長の定める区域に行政連絡長を置く、というふうになっておりまして、

その行政連絡長は、当該区域を代表する者に対して市長が委嘱をさせていただくと、こうなっております。それ

で、当該区域を代表する方とすれば区長さんということになりますので、区長さんに行政連絡長さんを委嘱をさ

せていただいておるという状況でございます。以上です。 
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○金田興一委員 わかりました。もう１点、ちょっとお聞きしておきたいのは、通知の各種の確認をすることに

ついて検討したいというお話ですが、今現在、何らかの法に抵触をするというふうに課長自身がお考えかどうか。 

○地域づくり課長 御本人さんの了解を得られれば、特に問題は生じないということでございます。今現在行っ

ている方法は、御本人さんに該当する区と該当する常会を記入したチラシを差し上げて、御本人さんから御連絡

をとっていただくというシステムを今とっておりますので、これについてはちょっと研究をさせていただきたい

ということでございます。 

○金田興一委員 私も、いろんなあれを見ても、恐らく法に抵触することはないと思うので、ここらできること

は早速やっていただきたいと要望だけしておきます。 

○古厩圭吾委員 もう１点、具体的な話の中で、ごみの収集にかかわる対応について、いわゆる市としての対応

している範囲というのと、区内、それよりもまだ常会的な、そういうところにかなりのウエイトをもって依存せ

ざるを得ない現実はあると思うだよね。もし、例えばアパートの人のものを事業系だと言っちゃえる根拠という

のはあるわけ。そうじゃないとしたら、もしごみステーションに入らない人に対して、どうやってそういう協力

を求めるかというのも、ある面では具体的ないい例だと思うだよね。そういうことも含めて、市としてもかなり

区への加入についてのある種のＰＲをして、例えば市では、ここまできりできていないのは現実だから、御理解

いただいて区へ御加入いただきたいなり、あるいは、区の負担するべきことについては実費がかかっているんだ

から、そういうことの負担をしてもらう部分だって納得してほしいよ、ということについても、ある程度、もう

ちょっと踏んばらないと、私は知りません、みたいに、市が一段上のような気持ちでものをやって、現実苦労し

ているのはね、一番末端のところだよ。細かい苦労や苦情を受けて、それをそれなりに対応しているだよ。だけ

どね、皆さんはそういうふうにやりゃあそれで、ここまでやりゃあ、あとは地元の昔からのしきたりや慣例を尊

重してもらうのが、皆さんの親睦なり滑らかな人づきあいのためにはいいことだと、そう言ってりゃ楽なものだ

けれども、現実は、さっきから話が出ているように、それほど簡単にいかない時代に入ってきちゃっている。そ

したらどうするかと。じゃあ、例えば窓口の御案内の時だって、そういう自治体組織があって、そこでこういう

現実対応は、入ってもらわないと非常に不都合になっちゃうのは現実だと。もしそれが言えないなら、市が全部

金を出してやってくれりゃ一番いいだけども、多分できないと思うし、そんな細かい金は今までだってやってな

いわ。その辺も含めて、ここに、実際にかかる金についてね、どうするかというのを一言も触れていないという

ことに対して、おれ、ちょっと違うんじゃないかと思うだよ。やっぱり区長さんが一番悩むのはね、入ってもら

わなきゃいけないし、入ってもらった人には応分の負担はお願いしていきたいんだよと。そのよりどころがどこ

にもないというのが、おれは悩みの原点だと思うよ。やっぱし区長さんだってね、そんなに言わなんで、これで

納得してくれたというように受け止められるような答弁があるんだけども、区長さんはみんな人徳があるからね、

おらあみたいに直接むくつけたようなことは言わないわ。だけど、一番困っているのはそこだよ。その辺につい

てはどうなんですか。ごみの収集だって、例えば、もしごみステーション、それじゃその地域として、お前入ら

ないんだから使わないでくれやと言われた時にね、市はそれを収集に行ける。だけど、市は一応そういうシステ

ムを持っている以上は、義務的には処理もしなきゃいけないわけずらい。その辺はどうなんです。そういうこと

も含めて、ここで実際に金のかかることについての対応について一切触れていないで、これで自治会が成り立つ

のかなという不安感がある。 



 32 

○生活環境課長 ごみの関係ですが、確かに、衛生部長さん、衛生班長さん含め、それに区長さんもかかわって

いる区の形もありますが、それぞれ今までの経過の中では、そこの地域の中でごみステーションを決めていただ

いて管理をしてきていただいている。そこを市が市の収集運搬のお金で集めているというのが、通常のスタンス

でございます。それと今、古厩委員さんからありましたが、アパート系の事業系で集めている場合。これは、廃

棄物のほうでいきますと難しいと言いますか、ちょうど接点ですが、アパートの場合には、そのアパートを経営

している人が事業系という解釈をして、事業系の許可業者にそこのアパートを収集してもらうという考え方。そ

れと、アパートの方は一般市民ですから、逆に言いますと、一般廃棄物を出しておりますので、市の収集計画に

のっとっていただければ、実際には市はそれを収集し処分する義務がございます。そこのところが、私どもも調

べたのですが、その解釈がそれぞれ都道府県によって、特に関東系と関西系が違うというようにちょっと、全部

を調べたわけではありませんが。そういう意味で、松本市あるいは近辺のここの中では、そういう事業系、一般、

アパートの方も一般市民ですので、それと同じ収集形態に合わせていただければ非常にいいですが、分別等でも

ってトラブルが非常に多かったりいたします。そうでない場合に、新築とか、それから新しく来られる方、そう

いう方のでは、その建築確認の時にごみステーションの関係をどうするのかという形を指導させていただいてご

ざいます。建築確認で、例えばそのアパートはどういう形態のごみの分別収集をしていくのかということを、計

画の時から指導させていただいてございます。それから、分譲住宅の場合にも、軒数はそれぞれいろいろありま

すが、区のほうにお話をして既存のステーションを利用できるということを、あるいは、今いっぱいなので利用

できない、それじゃどう考えるかということで、今指導させていただいているのが現状でございます。 

○地域づくり課長 自治会条例の中に区費の経費的な部分の位置づけがないというところでございますけれど、

このみんなで支える自治会条例は理念をうたった理念型の条例という、分類からいけばそういう条例になろうか

と思います。こういう理論型の条例につきましては、基本的な事項のみを定めるのが通例でございまして、細部

について事細かく定めるというようなスタイルをとりません。委員さんがおっしゃるとおり、経費の問題は非常

に自治体にとっては大切な問題であり、重要なポイントでございますけれど、これにつきましては自治会が行う

加入活動の中で御説明を申し上げて、御理解をいただくというような方法で対処をお願いしたいと考えておりま

す。以上です。 

○古厩圭吾委員 そのことの難しさをおれは言っているのだけれども。例えば、市が全部自治会を設けて、その

必要な費用を市が負担してやっているよ、と言うならわかるだよ。なら、そんな経費についていろいろ言うこと

はないのだけども。それができなくて、実際には、自治会の組織がなきゃ回っていかない現実を認めながらね、

実際に金がかかるということをわかっていて、そのことを全然うたい込まなんで、これが基本だと言われりゃね、

何が基本だいっていう話になっちゃうぞ。いくらきれい事を言ったってさ、それを動かしていくためには金がか

かるわけだ。そのことに一切触れなんで、これで基本的な部分の条例になりますって言われりゃね、やっぱりち

ょっと違うんじゃないかと。そんな子供の約束事のような話をしていられたって、かかる金はだれがどうやって

面倒みていくだいっていう、この現実に行き当たっちゃうじゃないかという、おれは不安感を持っているだ。ど

うですか、それは。 

○協働企画部長 ただいま課長も言いましたけれども、これはみんなで支える自治会条例でありまして、自治会

条例じゃないですよね。自治会条例は市では定められないと思います。自治会条例を定めるとすれば、今、古厩
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委員さんがおっしゃったように、区費はどうするのだ、じゃあそれはどうなのかという、細かくうたい込めると

は思いますけれども、これは自治会のための条例ではなくてですね、自治会を支える条例であるということで、

その辺のところで、そういう区費は盛り込みません。これは、お笑いですけれども、法律的に考えていただくと

そういうものだと思います。自治会を運営するための条例は、塩尻市ではできません。自治会を運営するための

条例だったら、そこに役員はどうするの、区費はどうするのということを事細かに恐らく規定できる。そういう

ふうに私は思います。しかしながら、これは自治会を運営するための条例でもなんでもない。そういう中であり

ます。しかしながらですね、言っておりますように、第４条では市の役割という中で、協働のまちづくりの推進

のために必要な施策を実施しなければならない、というふうになっておりますので、先ほど来言っておりますが、

区長会等々でですね、今後、アドバイス、助言をしながら、また必要な部分については、施策が必要であればそ

の施策を講じていくということになろうかと思いますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○古厩圭吾委員 理解はよくできるせ、それは。皆さんの立場はよくわかるけんども、だけどもね、これだって

ちゃんと自治会条例ってついているだよ。その前にまだ、みんなで支えると書いて、みんなというのは全員だと

いう話になっちゃうとせ、余計面倒になっちゃうよ、これは。もしそういう理屈をおっしゃるならね。中に、お

れはこの部分が気に入らないとか、そういう人が出てきたらどうするだということを言い出すと、面倒になっち

ゃうよ。ところが、そうは言ったって、自治会条例とうたっているんだからせ、だから、その前に文章がついて

いるから、これはそんなところまで深入りしなくても、逆じゃないかい、そんな文言にこだわったようなことを

言い出しゃあ。わからなくなっちゃった、聞いた本人が。 

○協働企画部長 別に、私は文言にこだわっているわけでもなんでもありませんで、条例の性質上の問題を言わ

せていただいたということであります。本当にうそも隠しもなくですね、この条例は自治会運営条例じゃないわ

けでありますので。そういうことで、ちょっと読みますと、みんなで支える自治会条例だもんで、自治会の条例

というように確かにとらえてしまうと思います。ネーミングについては、私もちょっと若干意見を言ったことも

あるんですけれども、最終的にはこれで決まりました。そういう意味合いにおきまして、古厩委員さんがおっし

ゃっていることは十分わかります、私も。やはり、区の現場ではですね、そういうことが日々衝突と言いますか、

があって苦労されているということは十分わかります。したがいまして、この条例の制定を機会にですね、そう

した部分も行政で何とかできる部分があれば、区長会と相談をして進めてまいりたいと思いますので、御理解を

お願いしたいと思います。 

○中野長勲委員 区は、はっきり言って、格差、温度差があるわけ。温度差があるために、こういった条例をつ

くらなきゃいけないということが、まずこの発端だと思うけど。今回、全区の区長たちが苦労してこの自治会条

例をつくって、さあやろうということだけど、今、それぞれの意見の中でね、やはり自治会条例は必要だと思い

ます。ただ、これが今までも言われる絵にかいたもちにならないようにということがまず一つの問題。私のほう

もやはり、例えば片丘地区の区と、高出それから吉田の地区とはね、温度差がうんと違うと思います。その辺の

ところはやはり、これからのこの課題の一つじゃないかと思います。一つ申し上げたいのは、例えば年末助け合

い募金、それと１円玉募金とかね、硬貨募金、あれは本当にまじめな、まじめという言い方は悪いけれど、しっ

かりした区はちゃんとした募金が集まり、そしてまた１円募金も集まる。最後には、今度はそれぞれの地区へ還

元されると思います、特に赤い羽根募金は。そういう時にね、一所懸命協力した区はどのくらい還元されるのか。
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そうかと言って、自治会へ入っていない、区民に入っていない人たちの区が人口割にしては少ないなと言っても、

じゃあ、入ってなくても区民として分配されるのか。その辺のところはね、赤十字募金はここの担当かどうか知

らんけれど、その配分をちょっと疑問に私は思っている一つです。 

 それとね、やはりもう一つはね、行政連絡長、区長の立場で広報を配るわね。広報なんか支所へ行きゃあるわ、

市役所へ行きゃあるわ、最近はスーパーだかにもあるでね。そういう話も聞いた。特にチロルの森の入場券があ

るような時には、うんと増刷をするという話も聞いたけど、そんな話も聞いているんだけどね。やっぱりそうい

ったものは、この自治会条例ができたためにブレーキになってくれりゃありがたいと思っています。 

一つ聞きたいのはね、誤った助け合い募金の還元方法というのはわかる、ここじゃ無理か。 

○地域づくり課長 申しわけございませんが、その辺についてはすぐお答えができませんので。 

○中野長勲委員 意味はわかるずら。 

○地域づくり課長 ええ、わかります。返すお金はですね、どの数値を使ってお返しになっているかというのは、

済みません、担当部局にまた確認して。 

○中野長勲委員 では、また後でいいです。 

○地域づくり課長 よろしいですか。申しわけございません。 

○中野長勲委員 言うだけ言っておきます。 

○白木俊嗣委員 もう一つ聞きたいけどさ。前にね、区へ入っていなければさ、広報でも何でも直接郵送してよ

こすような制度があるっていうじゃん。今、あれはどうなってるだ。 

○秘書広報課長 個々人のお宅を対象に郵送するという事例はですね、現在受け付けておりません。で、一定規

模以上の、例えば１棟、アパート丸ごと代表の方へお送りすればですね、その代表の方が各戸へ配っていただい

ているというような制度はですね、まだございます。 

○白木俊嗣委員 そんな制度だけ残しゃさ、それ自体がおかしいじゃないか。それじゃ、区へ入らなんでもいい

と促進しているような感じになっちゃうで。ついでにおれ、言いたいけどさ、その羽の関係だけどね、緑の羽な

んかもさ、あれは市から来るだよね、緑の羽というのも。あれも来るけどね、国保へ１０円だか５０円だか知ら

ないが、集めるのも大変だって言ってさ、常会費でもってみんな負担しているだよね、今。そうしなきゃね、役

割ばかりふえて困るもんで。そういうところもあるもんでさ、そういうのもみんな困るところを聞き出してね、

対応してもらわなければさ。そっちのほうを先にして。 

○秘書広報課長 今言いましたとおりに、１棟丸々一定の戸数という話を申し上げましたけれども、例えば一番

大きいところでですね、８０戸、９０戸あるようなところも実はございまして、そういうところにつきましては

ですね、今言ったとおりに、ほとんど入居者の方々の同意をとることが不可能と言えば不可能です。そういった

お宅ではなくてですね、もうちょっと小さい、例えば３０戸、４０戸クラスでありますと、同意がとれたところ

であれば送ることが可能であるということでございます。 

○白木俊嗣委員 おれは、それがいけないと言っているだよ。それをやるもんで、今度はね、区へしなくたって、

市の中の通知は直接郵送されてくるからいいじゃないかという話になると思うだよね。そういうところを見直し

てくれなければさ、いくら自治会条例をつくってね、区へ入れどうのこうの言ったってさ、用が足りていりゃさ、

だれも負担してまで、今以上の負担をして、そんなもの市から広報だの送ってくるなんて思わないわさ。だで、
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どうせやめるのだったらさ、そういう３０戸、４０戸というかたまったものだってさ、みんな廃止して、マンシ

ョンの皆さんにも区へ入るようにというような指導をしていかなければさ。さもなきゃ、市の通知はそうやって

１棟ごとに何十軒あっても通知が来ると言やあさ、だれも自治会なんか入らんぞ。そういうもんじゃない。それ

で、一番悪いのは、高出もそうだけど、一番いけないのは、そういうアパートだとかそういうところへ入ってい

る連中が区へ加入してくれないだ。だから、その辺をきちんとしてもらわなけりゃね、これつくったって本当に

無駄ことになっちゃうよ。 

○地域づくり課長 緑の羽の件でございますけれど、これにつきましては、また区長会とも相談させていただい

て検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○小野光明委員 １点、これまでの説明を聞いても、気の抜けた条例案というような話もありましたけれども、

まさに折衷案的な要素が強すぎて、市と区長会がちゃんと本音の議論をしたのかなという気はするんですけれど、

どうなんでしょうか。 

○地域づくり課長 区長会が一番申されたのは、５条第１項の部分でございまして、市民の役割として、市民は

基本理念にのっとり、自らが居住する地域の自治体に加入するものとする、という部分でございまして、区長会

は、加入促進条例でございますので、原則加入ということをぜひ条例に盛り込んでいただきたいと、こういう意

見を強くおっしゃられました。あと、正直に申し上げて、市の役割それから事業所等の役割については、区長会

からは特に強い要望はなかったことは事実でございます。以上です。 

○小野光明委員 要望とかというんじゃなくて、やはりここで出ているように、これだけこんなに大変だからと

いう、どうするということがないと、何かこうお互いが遠慮しあうか、配慮しあって、まあまあこの辺でしまし

ょうみたいな話でできたような条例だと。私は、一番大事なのはやはり協働のまちづくりということで、行政側

だってこれから税収が伸びないし大変だと。区も少子高齢化で役もないよというところで、ちゃんと次の善後策

を考えていかないと、こんな本当に促進だと言ったって入らない中で、じゃあ、ボランティア参加でつくるとか、

じゃあそれにかわるものをどう考えるということをちゃんと考えていかないと、私は自治会というより、自治基

本条例がそういう時期にないというふうにおっしゃっていましたけれども、やっぱり、これからは協働のまちづ

くりを、いわゆるお金もない、人もない中でどうするというところが大事なわけで、そういう方向性を訴えてい

かないと、何か本当にこれは絵にかいたもちになってしまうというふうにも感じます。 

○委員長 いかがでしょう。意見もそれぞれ出尽くしたようにも思いますが。 

○古畑秀夫委員 いずれにしても、これをせっかくつくって有効にして。つくるとするなら、有効にこれを使っ

て、特にさっきの５条の部分で自治会加入というものがある面では進まないとあまり意味がないことに、今みん

なが危惧しているようになってしまうと思うんですけれども。加入している人たちは、条例ができたことをえら

い知らなくてもいいんだけど。現実に入っていない人たちにどのような形で知らせながら、加入運動を進めるか

というのは、具体的なところなんかはどんなように考えているんですかね。 

○地域づくり課長 条例が施行となればですね、私どものところで塩尻区長会の事務局をしておりますので、ぜ

ひ区長会の事業計画の中にですね、推進月間的なものを設定して加入促進に集中的に全地区、必要のあるところ

になろうかと思いますけれども、１００％加入しているところには推進する必要はございませんので、必要とす

る地区を中心にそのような事業を展開していければというふうに考えております。 
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○委員長 お話の中では、あえて反対というような御意見は出てはおりませんが、まだ御意見あるのでしたら。

よろしいですか。 

 それでは御意見がないようですので。 

○小野光明委員 済みません、私、討論を。異議があるので。やはりですね、消化不良的なものが私はあって、

納得できません。自治基本条例がそういう時期にないというふうな話ですが、これまでどちらかというと、積極

的に政治参加したいということで住民投票条例をどうするというような話がある中で、最終的に後ろ向きで参加

に全然関心ない人をどうしようというところにいっちゃうのは、やはり違うような気がします。ここでいろいろ

意見が出て議論になったように、しっかり本音の話をした上で、将来、よく協働のまちづくり、まちづくりと掲

げるんですけれども、やはり地域自治の中でその方向性をしっかり明確にしていかないとやっていけないのは、

本当に目前に迫っているので、私は自治会というのはちょっと。私は、双方が遠慮しているし、当たらないです

し、将来のことを考えて協働のまちづくりの推進条例をつくるように、もう一度、私は考え直してほしいと思う

ので、この条例案には反対します。 

○委員長 討論に入ってしまったような感じでございますけれども、ただいま、反対とする御意見が出ておりま

す。討論としてそのほかございましたら、お出しをいただきたいと思いますが。 

○金田興一委員 反対討論があったもんで、じゃあ私、賛成の立場でやりたいと思いますが。先ほど申し上げま

したように、私ももう６、７年前にこういう区長会としてもいかにして区への加入者をふやしていくのか、自治

会の運営を活発にしていくのかというような観点でいろいろな研究をした経過を踏まえながら、この条例は、い

わゆる３条の基本理念を達成するために、４条では市の役割、５条では市民の役割という形でそれぞれ規定をし

ており、まだまだこれから検討の余地はあるにしても、ひとまずこういう形ができ、この形に沿って進めていく

ことが第一歩であり、やはりこの条例とすれば、私は有用なものにしていくべくみんなで努力していくという、

そんな観点からも賛成をしていきたいと、そのように思います。 

○委員長 ほかに討論ございますか。ないようでしたら、議案第６号につきましては反対意見がございますので、

採決をしたいと思います。採決に当たっては挙手によってですね、行いたいと思います。この議案第６号塩尻市

みんなで支える自治会条例について、原案のとおり認めることに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

〔挙手多数〕 

○委員長 それでは、原案賛成が多数ということで。 

○白木俊嗣委員 ちょっと委員長、いい。その中でもってね、さっき部長が言ったようにさ、見直しをね、来年

もこれからきちんとやっていてくれさえすれば、おれは賛成してもいいと思うけどさ。ただ、本当にこれだけじ

ゃね、絵にかいたもちになっちゃうと思うもんで。さっきおれが言ったようなことをね、ぜひ今後の中で見直し

してもらってさ、本当に消防費だとかああいうものは、金額的にもでかい額じゃないもんでさ、皆さんから見り

ゃあ。だで、そういうものを本当に見直ししてもらうということを条件に、おれはじゃあ賛成したいと思うけど。 

○委員長 それでは、議案第６号塩尻市みんなで支える自治会条例は賛成多数で可決をいたしました。意見も出

ておりますので、そこら辺を踏まえて一つ行政のほうでよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、続きまして、１０分間休憩しますか。休憩します。 

午後２時０３分 休憩 
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――――――――――― 

午後２時１３分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

○地域づくり課長 先ほどの質問の中でお答えができなかった部分でございますけれど、赤い羽根共同募金の地

元への還付金でございますけれど、これにつきましては、昨年度実績の２５％プラス１万５，０００円が区への

還元金となっているところでございます。 

 それとあと緑の募金の関係でございますけれど、これにかかわる区への還元金につきましては、平成２２年度

より廃止ということになっておりまして、緑の募金関係では募金実績によって区への交付金は配付となりません。

以上でございます。 

○委員長 よろしいですね、それは。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１３号 財産の無償譲渡について 

○委員長 それでは続きまして、議案第１３号財産の無償譲渡についてを議題といたします。説明を求めます。 

○企画課長 議案関係資料の４７ページをお開きいただきたいと思います。１番の提案理由でございますが、全

協等でも御報告させていただきましたが、旧小曽部保育園、土地につきましては１，８００万円というようなこ

とで譲渡処分させていただくわけでありますが、その処分に当たりまして、園舎、旧小曽部保育園を無償で譲渡

することにつきまして、地方自治法の規定によりまして議会の議決をお願いするものでありますので、よろしく

お願いいたします。 

 ２番の概要でございます。（１）の譲渡財産でございますが、建物、旧小曽部保育園の園舎でございます。（２）

所在地であります。塩尻市大字洗馬３７０３番地４であります。（３）番の構造であります。園舎でありまして、

園舎につきましては鉄筋コンクリートづくりの平屋建て、附属建物につきましては、これは物置であったわけな

んですが、コンクリートブロックづくりの平屋建てでございます。（４）の面積でありますが、４３６．４２平方

メートルでございます。その下段の参考のところをごらんいただきたいと思いますが、それぞれ内訳につきまし

ては、園舎のほうは４１２平方メートル、附属建物につきましては２４．４２平方メートル、合わせまして４３

６．４２平方メートルというものであります。 

 譲渡目的につきましては、施設の有効な活用を図るとともに地域住民の福祉向上に資するために、ここで譲渡

をさせていただくものであります。以上でありますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○委員長 それでは。 

〔「相手方は」の声あり〕 

○企画課長 大変重要事項を落としまして。（５）番の相手方につきましては、安曇野市の穂高有明の８６６番

地１２の寺島明子さんでございまして、若干御紹介させていただきますと、松本短期大学幼児保育学科の現在、

准教授でございます。ここで御退任に向けてこういったような事業に本格的に取り組んでいきたいというような

ことであります。大変失礼いたしました。 

○委員長 説明をいただきましたので、これより質疑を行います。何かございますか。 

○古畑秀夫委員 この寺島さんという方は、穂高で何か、現在も自然保育というか、何かやられているというよ
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うなことをちょっと聞いたけれど、どんなような取り組みをしているのか、わかれば。 

○企画課長 ちょっと全協のところでも御紹介させていただきましたが、自然の森体験の保育園事業を若干やっ

ておりまして、先般、私どももそういった関係と一緒に取り組んでおります、それは梓川というのですか、松本

市梓川地区にあった施設を一通り見ても来たのですが、今度小曽部でやる保育園につきましては、自然ランド・

バンバンという名称をおつけいたしまして取り組んでいきたいというお話であります。基本的に、就学前の子供

たちの成長発達を自然環境の中で促すといったようなことで考えておいでのようでありまして、自然ランド・バ

ンバンというのは、我々のころはバンバンなんていうフォーク歌手などもおったのですが、お話を聞きますと、

自然の島でみんなで緑の風バンバンで何でも取り組んでいくんだという、そんなようなネーミングを背負ってい

るようでございます。いわゆる大自然の中で就学前の子供たちが、小学生や保護者、地域の方々とかかわりを一

緒に育っていくことで、生きる力を身につけていく、そんな保育に取り組んでいきたいというような話でありま

す。 

 もうちょっと申し上げますと、本年度は平成２３年の５月をめどに始めていきたいというようなお話でありま

して、本年度につきましてはまだ数回程度で、ちょっと状況を見ながら、地域周辺の皆さんにも御紹介していき

たいと。本格的には、平成２４年４月から１５人ないし２０人くらいの３歳児から５歳児くらいまでを対象に取

り組んでまいりたいと、そんなようなことのお話をお聞きしているところであります。 

○古畑秀夫委員 今年度というか、平成２３年度は５月から月何回かをやるということです。 

○企画課長 私どもでお聞きしている内容でいきますと、事業計画でいきますと、週１回を親子散歩事業という

のですかね、親子との一緒の事業の中で取り組んでいきたいと。もう一つは、１カ月に一度、違うメニューの中

で、土曜日か日曜日の中でやっていきたいというようなことで。ちょっと立ち上がりの部分は、どんな進め方が

地域にあっているのか、そこら辺も見ながら取り組んでまいりたいというようなお話をなさっております。 

○小野光明委員 これは無償譲渡ということで、今あるがままをそっくりやってしまうと思うんですけど、傷ん

でいてもそのままという形で、今のままを渡すんでしょうか。 

○企画課長 全協でもそれも若干申し上げたんですが、通路の部分は行政無線がありますし、地元の、その向こ

うに「いわいでん」というのですかね、ありますので、その管理通路はつけて、そしてあとの施設のほうにつき

ましては、中を片つけましてですね、そのままお引き渡しするというふうなことで協議させていただいておりま

す。 

○小野光明委員 さくってないですか、さくは。 

○企画課長 園舎の北側、西側にさくはございます。安全管理の当時のさくでありますが。それは、いわゆる通

路側でありますので、塩尻市のさくのままになります。あと、東側の方にある附属屋というのですかね、そこに

若干低いのが、かなり傷んでいるんですが、それはそのままというような形になります。 

○委員長 ほかにございませんかね。ないようですので、議案第１３号については、原案のとおり認めることに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１３号財産の無償譲渡については、全員一致をもって可決すべきものと決し

ました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１４号 損害賠償の額の決定について 

○委員長 続きまして議案第１４号損害賠償の額の決定についてを議題といたします。説明を求めます。 

○生活環境課長 それでは、議案第１４号損害賠償の額の決定についてをお願いしたいと思います。議案関係資

料の４８ページ、次のページでございます。お願いしたいと思います。 

 提案理由でございますが、損害賠償の額の決定について地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により、議

会の議決をお願いするものでございます。 

概要でございます。交通事故の内容でございます。損害賠償の額は７７万７，８３０円。相手方でございます。

清澤永義さん、宗賀４９３３番地の方でございます。事故の発生ですが、平成２２年の１２月８日、場所でござ

いますが、市道野村大門線、通称高原通り線でございます。事故の内容ですが、公用車で高原通りと、それから

市道南熊井郷原線の交差点、歯科大へ行く通りの交差点でございます、で、前方に停車していた相手方自動車に

衝突し、当該自動車の後部方向のバンパー、トランク等を破損してしまったというものでございます。過失割合

でございますが、双方の保険関係の内容で、市が１００％過失ということで決定して、その損害賠償の額の決定

をお願いするものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。なお、このような交通事故につきまし

ては、今後交通安全等に努めるよう徹底してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、説明をいただきましたので、委員の皆さんから御発言があれば。 

○中野長勲委員 これだけの事故って言やあ、人身事故じゃないです。どうでしょうか。 

○生活環境課長 幸いにも人身事故ということではなくて、まだ本人と示談をしていただくことで話がついてお

りまして、人身事故という扱いにはなっておりません。 

○中野長勲委員 ７７万円なんていうのは、議会の承認を得るという事故はね、ちょっと大きすぎると思うね。

幸い人身事故にはならなかったんだけれど、例えば、相手の車とか、それからこっちの加害車のほうの車の車種

というものはわからないですか。 

○生活環境課長 相手方の車両でございますが、平成８年当時の日産スカイラインでございます。それで、この

相手方の清澤さんですが、今まで乗っていた車、これに非常に愛着をもって長く乗られております。そのものを

修理してもらいたいという内容で、させていただきました。なお、公用車のほうも損害のほう、前のほうですけ

れども、ほぼ２７万円強かかる予定でございました。修繕に多額の費用がかかりますし、来年度、更新予定もあ

りましたので、公用車のほうは１２月をもって廃車させていただきました。 

○古厩圭吾委員 そうは言っても、今の話に出たように、とまっている車にこれだけの損害を与えるようなとい

うのはせ、１００％の過失。こういう場合にせ、本来なら考えられない事故だよ、これは。考えられるような現

実だったわけかい、その辺の経過は。 

○生活環境課長 一度ちょっと本人のほうに聞きますと、わき見をしていたというふうな内容のものでございま

す。公務では、苦情処理に行っての事故でございます。 

○古厩圭吾委員 こういう事故があった場合に、相手方の名前は出てくるんだけども、こちらの、明らかに１０

０％ということは、何のあれもなく、相手方には何のあれもない、落ち度もなくて、こちらからぶつかっていっ

たわけだね。こういうことが起こっちゃうということ自体がさ、本来なら考えられないことだよ、これは。そう
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いう場合の対応等々について、御本人に対してどういう今後に向けての注意がされているのか。今後再発しない

ようには、どんな努力をされているだい。 

○生活環境課長 市のほうに報告させていただきまして、懲罰委員会等にかけて処分を決定して、その後、本人

に今後もうしないように注意したということでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○金田興一委員 今、懲罰委員会って、いわゆる本人の問責は、どの程度の問責になっているんですか。どの程

度の。 

○庶務課長 内容によりまして、一応懲罰委員会で決定しておるわけですけれども、内容につきましては、厳重

注意という形で対処しています。 

○古畑秀夫委員 これはぜひ聞きたいのだけれど、議案にして出してあるということは、幾ら以上の場合、これ、

議案で出したのか。保険が利いて、これは全額保険払いということですか。 

○生活環境課長 先に言いました議案の関係でございますが、５０万円未満の場合は専決処分報告でさせていた

だいてございますが、５０万円以上につきましては、地方自治法のこの条文によります議会の議決が必要という、

地方自治法のほうで必要になりますので、議案第１４号ということで提案させていただきましたので、よろしく

お願いいたします。 

 それから、保険の関係でございますが、市のほうが１００％過失割合ということで、７７万７，８３０円を塩

尻市として払うわけですが、１００％の保険でございますが、相手方の車が平成８年登録ということで年数がた

っているものでございますので、保険の補てん額は６０万９，０００円。ですから、その差額１６万８，８３０

円が市の負担となります。よろしくお願いいたします。 

○白木俊嗣委員 こうやって見てるとさ、市の職員の事故、結構多いだよな。今、市の車は全部で何台あるわけ。 

○庶務課長 １３８台でございます。 

○白木俊嗣委員 １３８台から言ってさ、この事故の割合って結構多いんじゃない。率から言って。専決処分で

もっていろいろ事故やなんか、よく出てくるけどさ、１年で言えば、１２近くありはしないかね、毎年。 

○庶務課長 職員が関係した事故につきましては、今年度２件発生しております。あと、道路の破損のところへ

落ちたとかですね、そういうのについては専決処分をさせていただきましたので、大分多く感じると思いますけ

れども、職員が関係した事故は２件でございます。 

○白木俊嗣委員 ちょっとみぐさいことを言うようだけどさ、自分の車じゃないし、それで事故を起こしても保

険でみんな見てくれるなんて、みんな職員はたるんで運転しているわけだと思うけど、どうだい、そんなことは

ないかい。 

○庶務課長 安全管理運転者としてですね、免許を持っていて庁内車両を運転する場合には、点検であるとか安

全確認等を徹底しておるところでございます。 

○副委員長 免許の関係ですけれども、昨年でしたかね、無免許運転で公務員がしていたというような事件が話

題になったのですけれども、市の職員の免許の確認はどのようにやっているのでしょうか。 

○庶務課長 先ほど言いましたように、庁内運転免許証の添付をさせています。それには、免許証の写しを更新

の都度つけさせていただくようになっております。 
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○副委員長 それを各課ごとに確認をする。人事課のほうで常に確認をしていただいているのでしょうか。 

○庶務課長 庶務課のほうに台帳がありまして、そちらのほうへ更新の都度、３年に１回、５年に１回ずつ出し

ていただくようにしております。 

○金田興一委員 私ちょっとね、対応が甘いような気がするんだよね。例えば、無事故目標１００日だとか、２

００日だとか、３００日だとか、そういう目標を立てて、いわゆる交通事故、無事故に対する取り組みをした経

過があるのかどうなのか。あるいは、運行前点検はどういう形で行われているのか。それから、免許証は一括管

理したにしても、不携帯ということもあったり、不携帯ということになれば精神的にも不安定になるので、いわ

ゆる運行前に免許証の確認をするということも、車の多い職場ではやっているんですよ。そういう、いわゆる抑

止的なものに対する活動はどんなようなことをされているか、ちょっとお話をいただきたいと思います。 

○庶務課長 運行前には、運行点検のチェックをするように、一つずつ、行く時にチェックをするような項目が

１０項目ほどありまして、それによって点検をしろということになっていますし、もう一つは、庶務課のほうで

も車庫に職員等がいるものですから、１カ月に１回ぐらいですね、車庫から出て行く車で、庁内運転免許証は持

っているかとか、そんなようなものを確認させて、抜き打ちにやらさせていただいています。それから、交通安

全研修につきましては、全職員を集めて年１回交通安全研修ということで、時間を区切りまして全職員を受けさ

せるようにしてございます。 

○小野光明委員 事故の状況なんですけれど、信号待ちでとまっていた車に追突したのか、もしくは路肩に寄っ

て。わき見ということなんですけど、信号があると自然に注意したりしているとは思うんですが、その際に、例

えば携帯が鳴ってそれに気をとられていて衝突したとか、何か特殊な事情とかありましたか、状況について。 

○生活環境課長 前方にとまっていたのに追突をしたというふうに聞いております。それから、本人に聞いた中

では、わき見をして、例えば携帯電話をいじっていたとか、そういうことではないというふうに聞いております。 

○小野光明委員 交差点で信号待ちをしていた車なんですね。 

○生活環境課長 そうです。信号待ちの車です。 

○中野長勲委員 この賠償責任の７７万７，８３０円ですが、この保険でおりるのが６１万幾らですか。でも、

この車は結局、平成８年というと全損でもこれしかおりないのだけれど、どうしても向こうの被害者のほうの市

負担の１６万８，０００円というのが要求されたわけですか。それは払うべきものかね。 

○生活環境課長 今言った修理をしていただきたいというのが、向こうの要求でございます。それをやりました

ので、加害者である私どものほうで、ということでございます。 

○中野長勲委員 そこまで甘く見るかね、市の車で。普通なら出ないと思うんだけどね。どういうものです。い

つでもこういった感じで処理していくわけ。向こうの言うなりに示談をするということですか。 

○財政課長 保険の関係は、財政のほうで一括財産管理のほうで入っておりまして、全国市有物件災害共済会の

ほうで、結局、今お話のあったとおり、このスカイライン平成８年車については六十何万円しか価値がないとい

うことでございます。ただ、この方は１００％被害者でございまして、この車は価値がこれしかないから、うち

が全損でやったからこれしか払いませんよというわけにはいきませんので、この分については、申しわけないで

すけれども、保険もそういった形で契約上そういった契約になっておりますので、あとについては、加害の市側

で負担せざるを得ないというふうに判断をしております。 
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○中野長勲委員 話はわかるんだけど、何か納得いかないね。普通の民間でやった事故だったらこんなことには

ならないだろうと思う。大体全損で片がつくんだけど、ちょっと甘いような気がします。これだけ言っておきま

す。 

○委員長 ほかに、よろしいですかね。ないようですので、議案第１４号につきましては、原案のとおり認める

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１４号損害賠償の額の決定については、全員一致をもって可決すべきものと

決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１６号 平成２３年度塩尻市一般会計予算中 歳入全般、歳出１款議会費、２款総務費（１項総務管理費

１４目人権推進費及び１６目市民交流センター費を除く）、３款民生費中１項社会福祉費７目楢

川保健福祉センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、１０目後期高齢者

医療運営費及び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛生費６目環境保全費のうち合併処

理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消防費、１２款公債費、１３款

諸支出金、１４款予備費、第２条債務負担行為、第３条地方債、第４条一時借入金、第５条歳出

予算の流用 

○委員長 続きまして、平成２３年度の塩尻市一般会計予算に入っていくわけでありますが、ここで関係職員の

方々、皆さん、おられればいいんですが、入れかえはそれぞれ自由にその都度やっていただければいいと思いま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。それから、この会計予算の審議にあたってはですね、３段階に分

けて審議をしたいと思います。初めに歳出の議会費、７２ページから１３５ページまでを一つの区切りとしたい

と思います。その次は、説明を受けて質疑を行います。続いて１３６ページから予備費までを説明をいただきま

して質疑を行います。それから歳入全般にわたっての説明をいただき質疑と、この３段階でやっていきたいと思

いますが、それでよろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長 では、そのように進めてまいりたいと思います。 

 それでは議案第１６号平成２３年度塩尻市一般会計を議題といたします。初めに人件費全体の説明をされると

いうお話でありますので、人事課長のほうから説明をお願いいたします。 

○人事課長 それでは御案内のように議会費の説明に入ります前に、人件費につきまして各科目に共通した内容

でございますので、私のほうで一括説明させていただきます。人件費につきましては、該当科目ごとに給料、手

当、共済組合負担金、あるいは嘱託員報酬、社会保険料等をそれぞれ計上してございますが、総体的に昨年８月

の人事院勧告によりまして、議員の皆さん、それから理事者の特別職につきましては、期末手当が前年と比べま

して０．１５月、一般職につきましては月例給で平均０．２％、期末勤勉手当で０．３５月、それぞれ減額の予

算となってございます。したがいまして、基本的には、人件費につきましては減額の計上となっておりますので

御理解いただきまして、以下、人件費につきましては、各課長からの説明は省略させていただきますのでよろし

くお願いいたします。以上です。 
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○議会事務局次長 それでは議会費からお願いします。予算書７２、７３ページ、予算説明資料１ページであり

ますけれどもお願いいたします。それでは説明につきましては、７３ページの説明欄で御説明させていただきま

す。まず一番上の特別職の給与費のうち議員報酬、議員期末手当、議員共済事務費負担金は、塩尻市議会の議員

の定数に関する条例の改正によりまして、４月分は２３名、５月以降は２２名となるため、前年対比９．１％の

減額となっております。 

 それから３つ目の黒ポツでありますけれども、議員共済給付費負担金は８，８１１万円余でありますけれども、

議員年金制度の廃止の方針に伴いまして、掛け金の一時金払いや年金給付の費用が全額公費負担になるため、前

年度対比約５倍の大幅な増額となっているものでございます。 

 それから３つ目の白丸、議会活動費の中の上から１０番目の黒ポツであります。被服費でありますけれども、

１３万円余でありますが、これは議員の改選によります新人議員の３名分をみてございますので、お願いしたい

と思います。 

 それから５つ下の黒ポツ、議会映像配信委託料でありますけれども２１３万円でありますが、これにつきまし

ては、議会基本条例に基づきまして、議会活動についての市民等へ積極的な情報公開を行うために、現在、イン

ターネットによる本会議の映像配信を、委員会の審査の状況も映像配信を行っていきたいということでありまし

て、前年度対比１９０％くらいの増としてございます。この実施につきましては、できましたら９月、検討の状

況によりましたら１２月から行っていくような取り組みをしていきたいと思っておりますので、お願いしたいと

思います。以上であります。 

○人事課長 それでは７６、７７ページをお願いしたいと思います。２款総務費１項総務管理費１目一般管理費

の説明欄３番目の白丸ですが、職員給与費のうちの２段目の黒ポツ、一般職手当て４億７，３００万円余でござ

います。このうち、退職手当につきましては、１１名分２億７，６００万円余でございますが、平成２２年度当

初は、２０名分５億４，１００万円余でございましたので、約２億６，５００万円の減となっております。以上

でございます。 

○庶務課長 同じく７７ページの下の丸、一般管理事務諸経費３，５００万円余りでございますが、この経費に

つきましては、庶務課の経常的な経費でございまして、主なものは、上から３つ目の消耗品費、本庁内で使用す

るコピー、印刷用紙、それからインク代。５つ下の電話料につきましては、庁内の電話料でございます。 

 次のページ７９ページをお願いいたします。上から２つ目、自動車等借上料でございますけれども、庁内の共

有車両として庶務課が管理しております自動車８台分の借上料、リース料です。それから民間からの大型バスと

除雪車両の借上料でございます。それから１つ飛んで有料道路等使用料は、職員の出張等にかかわります有料道

路の使用料でございます。以上でございます。 

○秘書広報課長 その下、続きまして秘書事務諸経費でございます。７１２万４，０００円、市長、理事者等の

対外的な活動経費を計上させていただいております。ただ昨年と違うのはですね、黒ポツの２つ目、臨時職員賃

金１１０万４，０００円ですけれども、科目の振りかえがございまして、本年度、平成２３年度でございますけ

れども、ここへ計上させていただきました。その他の経費にあっては、前年比マイナス４．５％の計上をさせて

いただいておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

○庶務課長 その下の丸ですけれども、庁舎施設管理費６，３００万円余りでございます。この経費につきまし
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ては、燃料費、電力使用料、上下水道使用料や営繕修繕料など、庁舎の施設管理に要する一般的な経費でござい

ます。 

 次のページをお願いいたします。８１ページでございますけれども、上から５つ目の庁舎管理業務委託料につ

きましては、庁舎の清掃業務、また定期的な検査等々、管理業務を委託している委託料でございます。昨年より

９０万円ほど減っておりますけれども、これにつきましては、実績に基づきまして計上させていただいておりま

す。 

 １０行くらい下の電話交換業務委託料でございますけれども、市の内線電話約５００回線ありますけれども、

その電話の交換業務にかかる委託料でございますし、２つ飛びまして電話交換機借上料、その下の議場放送設備

借上料につきましては、機器の借上料を債務負担行為でお願いしているものでございます。その下の庁舎等改修

工事４８０万円でございますけれども、これは予算説明資料２ページでもお願いしてございますけれども、これ

につきましては、庁舎が昭和４８年に建設以来、既に４０年近くたっている中で計画的に古いもの、また使用に

耐えられないものを計画的に修理していくものであります。本年度につきましては、庁舎の防水シートの張替工

事、それからファンコイルのユニットの取替工事等をお願いするものでございます。 

その下の一般事務負担金につきましては、会議、各種協会への負担金でありますし、その次の平和記念事業に

つきましては、平和記念式典、また中学生の平和教育研修の経費でございます。以上でございます。 

○委員会事務局長 続きまして、その下にあります固定資産評価審査委員会費２１万５，０００円につきまして

説明いたします。まず委員報酬１４万３，０００円でありますが、これは３人の委員に対して日額９，５００円

の報酬を支払うものでございます。それから平成２３年度途中で委員１名の任期が切れますので、その交代を予

定しまして記念品代５，０００円、その他普通旅費、費用弁償等を計上したものでございます。以上です。 

○秘書広報課長 ページをめくっていただきまして、８２、８３ページをごらんいただきたいと思います。一番

上に都市交流事務諸経費４１万７，０００円ございます。これにつきましては、姉妹都市との親善交流に要する

経費ということで、ここに計上させていただきました。都市交流協会補助金につきましては、前年同額の２０万

円でございます。以上です。 

○人事課長 次の丸、職員支援事務諸経費ですが、一番上の退職職員等記念品代につきましては、年度末までの

退職者及び２０年の永年勤続職員に対しての記念品代でございます。 

５つ飛びまして職員採用試験事務委託料ですけれども、これにつきましては、職員の採用試験にかかわります

委託料で、日本人事試験研究センターに委託するもので、教養試験、専門試験、職場適応性検査の委託料です。 

 その下のＩＤカード作成委託料、就業管理システム保守委託料、就業管理システム使用料、これにつきまして

は、職員の出退勤の管理ということで、職員証の作成、あるいはカードリーダー等の保守委託料の予算でござい

ますので、お願いいたします。以上です。 

○庶務課長 その次、２目文書広報費でございますけれども、丸、文書事務費３，１００万円余でございますが、

この経費につきましては、文書の郵送、例規集の管理に伴います経費でございます。郵送料は庶務課で集中管理

しているため、庶務課持ちの予算ということで２，５００万円ほど計上させていただいてございますし、その下

の例規管理システム委託料につきましては、サーバー等の保守管理から例規審査のデータの更新という経費を計

上させていたただいたものでございます。以上です。 
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○秘書広報課長 その下の広報広聴活動事業費でございます。３，４６０万２，０００円でございます。主立っ

たものについては、広報しおじりの印刷と配送にかかわる経費が主ですけれども、・・・来年度、新年度ですけれ

ども、行政チャンネル開設経費がここに盛り込まれております。全体として５９７万２，０００円でございます。

黒ポツ一番上、番組の審議会の委員さんの報酬、これは７名分をここに計上してございます。 

また、次のページでございますけれども、黒ポツの４つ目、有線テレビ広報事業委託料、この中に番組の制作

を含んでおりまして、行政専用チャンネル分としては５９１万円等を、この中で計上させていただいております。

現在のところですね、試験放送、本放送があるわけですけれども、本放送にあっては９月の下旬ころには開始し

たいということで、今、スケジュールを組まさせて準備を進めさせていただいております。以上です。 

○会計課長 続きまして、３目会計管理費ですけれども、最初の丸、会計事務諸経費につきましては、会計課で

の業務の遂行のために必要な経費を例年どおりもらさせていただいております。 

下の丸、財務会計事務再構築事業ですけれども、平成２３年度、単年度の新規事業になりますけれども、平成

２４年４月より財務会計システムを新しくする予定がありますので、そちらのほうに、今、あります財務会計シ

ステムであります債権者、それから物品・備品台帳等の情報を精査し移行して、事務の効率化を図りたいという

ことで、その精査のために臨時職員を雇用していただいて、その作業に当たっていただきたいということで必要

経費をもらさせていただいてあります。以上です。 

○財政課長 一番下の財政管理事務費は事務にかかわる消耗品費等でございます。 

次のページをお願いいたします。財産管理事務諸経費中、真ん中あたりにございます全国市有物件災害共済会

分担金６０３万円につきましては、庁舎ですとか学校などの建物の火災保険と公用車の自動車保険の保険料でご

ざいます。また、それから６つほど下にございます土地等賃借料４，１４３万４，０００円につきましては、職

員駐車場ですとか、保育園用地などの賃借料でございます。 

次の基金積立金でございますが、この上から６つ目の市営住宅整備基金元金積立金につきましては、雇用促進

住宅みどりが丘の住宅使用料のうち５００万円を修繕基金として積み立てるものでございます。また一番下にご

ざいます合併振興基金元金積立金につきましては、本年度、平成２２年度と同額の５，０００万円を積み立てる

ものでございます。 

 次のページをお願いいたします。土地開発基金繰出金につきましては、この基金の利子の積立分２１万６，０

００円でございます。以上でございます。 

○企画課長 その下の６目企画費についてであります。予算の説明資料のほうでは８ページになりますのでごら

んいただきたいと思います。６目企画費全体で２，３５１万７，０００円、前年度より３２８万２，０００円ほ

どの増になっております。これにつきましては、新たに新年度におきまして行政経営研究会を設置して進めてま

いろうとするものであります。 

では、内容につきまして説明させていただきます。委員等報酬でありますが、２９１万２，０００円につきま

しては、行政改革推進委員会委員報酬１５人分、また、その下の行政経営研究会委員報酬５人分等の費用でござ

います。計上させていただいたものであります。 

 その下、企画事務諸経費で１，８７０万６，０００円計上させていただいております。主なものといたしまし

ては、中ほど下、行政評価システム運用委託料１６１万６，０００円、これは、後期基本計画を進めていくにあ
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たりまして、行政評価システムを構築しておるのですが、それに伴います継続的な運用に際しての保守点検、あ

るいは市民評価としてのアンケートを実施するものの委託でございます。その下、社会資本整備計画事業評価委

託料２９３万円は、今まで実施してきたまちづくり交付金事業で、各種の実施してきた事業があるわけなんです

が、それらの成果を客観的に評価検証いたしまして、事後評価といたしまして国に報告するということになった

ものですから、そのための事業評価委託でございます。その下、一つ飛びまして松本広域連合負担金は、議会費、

総務費分としての１，３４３万１，０００円を計上させていただいたものであります。 

 その下の丸でありますが、未利用地等対策事業で１８９万９，０００円を計上させていただきました。主な内

容といたしましては、中ほどの下のほうになりますが、旧人材育成エリア等維持管理委託料といたしまして３２

万４，０００円、これにつきましては敷地内周辺の清掃、あるいは草刈り等をシルバー人材センター、あるいは

塩尻市マレットゴルフ協会等に委託して管理しているものであります。その下、トイレ借上料１２万８，０００

円は、現在設置しておりますトイレの借り上げ費、上下水道工事１１０万円につきましては、旧人材育成エリア

内に水洗トイレを増設工事を行うものであります。以上です。 

○情報推進課長 予算書９０、９１ページ、予算関係資料が９、１０ページをお開きいただきたいと思います。

７目情報開発費、本年度予算４億６，５４２万７，０００円、昨年と比較しまして１億５，７００万円余ふえて

おりますが、新規事業としましては、全庁型のＧＩＳ構築、それからデジタル放送対策としまして辺地共聴施設

の整備事業の補助金、それから情報処理システムの住民情報系のシステムの再構築、それから内部情報系の財務

会計等のシステムの再構築を予定しております。 

 それでは、住民情報等電算処理システム運用事業、パンチオペレート業務委託料につきましては、パンチャー

のオペレートの委託料なんですが、パンチャー１．５人分の分でございます。それから１つ飛びまして、システ

ム保守委託料につきましては、各支所の光伝送システムの保守点検委託料と、それからあと、前年度までは情報

処理システム再構築事業に予算化してありました金額９７６万１，０００円余を組みかえさせていただいてあり

ます。それから、１つ飛びまして電算機器使用料１億３，４００万円余ですけれども、これにつきましては、中

央処理装置ほかの使用料が２，４００万円余、それから１億９００万円余につきましては、先ほどと同様、情報

処理システム再構築事業から組みかえさせていただきました。 

 次の白丸、行政情報等ネットワークシステム整備事業ですけれども、この真ん中よりちょっと下のところです

が、パソコン等使用料につきましては、職員１台体制のパソコン等の使用料でございます。それから、その下、

財務会計等システム使用料、これは現在、再リースで対応しておりますけれども、この分の使用料。それからＳ

ＢＣサーバー等の使用料につきましても同様で、一部、平成２３年度にリース切れになる分も含めまして、リー

スのリース料でございます。 

 それからその下の塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業ですけれども、次のページをお願いします。３つ目

の黒ポツ、指定管理料でございますけれども、これにつきましては、平成２２年度から５年間ということでＮＴ

Ｔ東日本に指定管理委託して管理もお願いしているものでございますけれども、平成２３年度は、この３月いっ

ぱいで、塩尻インターネットのサービスを廃止することに伴いまして１４６万円余減額してございます。 

 それからその下の白丸、電子市役所構築事業でございますけれども、全庁型ＧＩＳ、地図情報システムですけ

れども、航空写真をもとに地図情報をデジタル化しましてデータベースを構築し、庁内の事務効率化とそれから
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市民へのサービス提供等も行うということで構築をいたします。 

それからデジタル放送対策事業ですけれども、これにつきましては、辺地共聴施設の整備ということで、具体

的には羽渕の共聴組合ですけれども、こちらのほうの施設をデジタル放送対応とするために改修すると。それに

対して塩尻市から補助金を交付するものです。なお、これにつきましては、国から全体事業費の２分の１にあた

る５２５万円を国庫補助として予定しております。 

 それから次の白丸、情報処理システム再構築事業ですけれども、住民情報等システム保守委託料８，０００万

円余ですけれども、これにつきましては住民基本台帳法が改正になりまして、平成２４年７月くらいから、一応、

施行予定ということになってますけれども、それに伴います住民記録システムの改修を平成２３年度中に行いま

して、半年くらいの試験運転期間を経まして、平成２４年度の７月ころから本運用に入るということで計上して

ございます。なお、これにつきましても普通交付税、あるいは特別交付税での補てんが予定されております。 

 その下の電算機器使用料３，８９０万円余ですが、これにつきましては、住民情報、いわゆる今までホストコ

ンピューターで行っておりました業務の再構築の最終部分になります。健康システム、あるいは福祉システムを

予定しております。それとあと財務会計、人事給与、それから行政情報提供システム等の再構築を予定しており

ます。私からは以上です。 

○地域づくり課長 それではその下の８目地域づくり振興費をお願いします。白丸で地域づくり推進事業ですが、

主なものは、ふれあいのまちづくり事業補助金でございまして、各区の行う事業に対する補助金で１４件の４７

２万９，０００円でございます。 

 その下の白丸、コミュニティ施設等整備事業でございますけれど、防犯灯の設置及び改修にかかわる補助金と

しまして、１２４灯で１７１万３，０００円。それからその下、指定防犯灯の電気料金等の補助金として、６２

６灯で２９４万５，０００円。一番下で集会所の改修事業補助金としまして、１件で８１万６，０００円でござ

います。 

 その下、行政連絡諸経費は、行政連絡長の報酬６６名分でございまして２，９２２万２，０００円でございま

す。続いて９５ページをお願いします。上から６番目、行政連絡委託料につきましては、広報等の文書配布等に

かかわる委託料でございまして１，７１４万５，０００円でございます。 

その下の白丸、地域審議会事務諸経費につきましては、楢川地域審議会委員報酬２０名分、３回で２０万１，

０００円でございます。 

その下９目の支所費でございますけれど、９５ページの片丘支所管理運営費から１０５ページにかけてござい

ます楢川支所の管理運営費につきましては、通常の各支所の管理運営にかかわる経費でございます。前年と大き

く変わる点を御説明させていただきますが、まず９７ページをお願いいたします。宗賀支所管理運営費ですが、

済みません、もう１枚めくっていただいて、９９ページの上から８番目施設整備工事をお願いしてございます。

予算額３０万円でございますが、それは支所の雨漏りの改修工事を行うものでございます。 

ちょっと飛んでいただいて、次１０５ページから楢川支所の管理運営費がございますが、これも１枚めくって

いただいて１０７ページの下から２つ目に施設整備工事として１２１万８，０００円をお願いしてございます。

これにつきましては、楢川支所の暖房にかかわる工事でございまして、楢川支所はここの、今いらっしゃる本庁

と同じように全館暖房方式をとっておりますが、それを取りやめてファンヒーター等で対応するわけでございま
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すけれども、それに伴いまして、冬期間、凍結がしてしまうものですから、凍結防止を中心とした工事でござい

ます。以上です。 

○くらしの相談室長 続きまして１０目生活支援対策費をお願いいたします。説明資料につきましては１８ペー

ジとなっております。初めの消費生活対策費ですが２５７万３，０００円につきましては、昨年より１１０万円

余ふえていますが、これにつきましては、今まで臨時職員でありましたところ、相談業務の充実ということで嘱

託職員に変更させていただいたもののふえているものであります。 

 続きまして、次の丸、生活支援活動費ですが、主なものにつきましては、ポルトガル語対応の通訳、シチズン

サポーターの報酬並びに社会保険料が主なものとなっております。それと２つ飛んで法律・特設合同相談員謝礼、

これにつきましては、定例の相談３１回、並びに特設合同相談１回分の謝礼となっておりますので、よろしくお

願いします。 

○人事課長 続きまして１１目の職員厚生費でございます。まず最初の丸、嘱託医報酬につきまして、労働安全

衛生法に基づきまして雇用者が５０人以上の職場につきましては、嘱託医の設置義務が課せられておりまして、

引き続き田村内科医院に嘱託医としてお願いするものに対する報酬でございます。 

 その下の丸、職員健康管理・福利厚生費ですが、次の１０９ページ黒ポツ、健康診断料、これにつきましても、

労働安全衛生法によりまして、職員の健康管理の面からの診断が義務づけられておりまして、ヘルススクリーニ

ング、循環器系検診、あるいは人間ドックのいずれかを年１回受診するように決められております。 

 その下のメンタルヘルスカウンセリング委託料につきましては、従来からの産業カウンセラーによるカウンセ

リングと、昨年７月から実施しておりますフリーダイヤルを利用しました医師などの専門家によります心と体の

健康相談であります。さまざまな理由によりまして心のバランスを崩す職員がふえていますので、予防の見地か

ら心の健康の保持、増進を図っております。 

 その下の白丸、職員共済組合補助金につきましては、職員の体育部の育成費と食堂の営繕修繕費であります。 

 １２目の職員研修費のうち白丸、職員研修諸経費の２つ目の特別旅費につきましては、県への派遣職員の旅費、

それから各種研修会への出席に対します旅費であります。 

 ２つ飛びまして、研修委託料につきましては、研修コンサルタントへの委託料で、その下の諸研修会参加負担

金につきましては、市町村アカデミーや日本経営協会への派遣に対する参加料でございます。以上でございます。 

○消防防災課長 その下の１３目防災防犯費をお願いいたします。予算説明資料は 7 ページになります。まず、

防災防犯費全体の予算額でございますけれども４，１４０万円の計上をさせていただきました。前年度対比で３

億２，０００万円ほど減となっておりますが、その主な要因といたしましては、防災行政無線の整備工事が完了

したことに伴いまして、大きく減となっているものでございます。 

 それでは、説明欄により御説明申し上げます。まず１つ目の白丸、委員報酬１１万１，０００円でございます

が、これにつきましては、防災会議の委員並びに国民保護協議会委員の報酬でございます。 

 ２つ目の白丸、防災防犯諸経費、主なもののみ説明いたします。次のページ１１０、１１１ページをお願いを

いたしたいと思います。上から３つ目の黒ポツ、重機借上料、それからその下の訓練用資材、金額的には少ない

金額でございますけれども、これにつきましては、毎年９月１日防災の日の直近の日曜日にですね、開催をして

おります市民総合防災訓練実施のための経費でございます。本年度は９月４日を予定しておりまして、開催場所
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につきましては地区の輪番順によりまして、広丘地区での開催を予定をしております。 

 その２つ下の塩尻朝日防犯協会負担金２２０万円でございますが、これにつきましては、塩尻朝日防犯協会の

活動に対する本市の負担金でございまして、地域の安全活動や子供の安全対策推進のための負担金ということで

ございます。 

 それから、その下の白丸、防災施設・設備等整備事業３，７３０万円余でございますが、上から７つ目の黒ポ

ツ、楢川地区防災無線保守管理委託料２４２万円でございますが、これにつきましては、楢川地区の同報系防災

行政無線にかかる保守点検の委託料でございます。 

 その下のハザードマップ作成委託料１，４４０万円でございますが、この事業につきましては、今年度新規で

計画をしているものでございまして、洪水や土砂災害、地震に関するハザードマップを作成し、全戸配布をする

とともにホームページ上で公開をするものでございます。スタイルといたしましては、災害学習情報を掲載をし

ましたＡ４版の冊子に、地区ごとに作成をしましたマップを畳んで保管をできる、そういった形式のものを考え

ております。 

それから下から３つ目の黒ポツ、防災備蓄倉庫対応備品購入費２１５万７，０００円でございます。これにつ

きましては、市内１６カ所の防災備蓄倉庫に防災備品を年次的に整備をしているものでございまして、簡易トイ

レ、あるいは毛布等の整備をするための費用でございます。 

 一番最後の黒ポツ、戸別受信機設置費補助金１，２１８万円でございますが、これにつきましては、説明資料

７ページのほうをごらんをいただきたいと思います。上から２つ目の事業でございます。戸別受信機設置補助金

１，２１８万円でございますが、これにつきましては、戸別受信機の設置を希望する世帯、これを一般世帯と言

っております。いわゆる屋外拡声子局からの放送は聞こえるんだけれども、御自分の家で聞きたいという世帯の

方になります。それから屋外拡声子局からの放送が聞こえない世帯、これを一応難聴世帯ということにしており

ますが、山際の一軒屋などでですね、子局が近くになく聞こえないという世帯でございます。一般世帯に対しま

しては、かかった経費の２分の１以内の補助を予算上の平均補助額で３万３，０００円。それから聞こえない難

聴世帯に対しましては、かかった経費のほぼ全額の１０分の１０以内の補助をしようとするものでございます。

なお、件数につきましては、一般世帯につきましては６０軒分を、それから難聴世帯につきましては１５０軒分

を予定をしております。防災防犯費につきましては、以上でございます。 

○秘書広報課長 それでは、ページめくっていただきまして、１１２、１１３ページをお願いいたします。１５

目国際交流推進費でございます。白丸で言いますと国際交流員設置事業でございます。内容的には人件費が大半

でございます。ＪＥＴプログラムによります国際交流員を引き続き雇用いたしまして、地域レベルでの国際理解、

国際交流を推進すると、こういった内容でございますので、よろしくお願いします。以上です。 

○委員会事務局長 それでは２枚めくっていただきまして、１１６、１１７ページをお開きいただきたいと思い

ます。１７目の公平委員会費でございますが、予算総額５５万２，０００円でありまして、前年度と比較します

と１０万９，０００円、２４．６％の増でございます。 

まず、委員報酬の１９万円につきましては、会議や研修会へ出席した際に、３人の委員に対して日額９，５０

０円の報酬を支払うものでございます。 

次に委員会運営事務諸経費３６万２，０００円でございます。この中の主なものは、平成２３年度途中で、こ
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ちらの委員、お一方の任期が切れますので、その交代を予定しました記念品代５，０００円、それから普通旅費

が７万円、費用弁償１８万４，０００円、各種負担金８万４，０００円などを計上したものでございます。以上

です。 

○税務課長 おめくりいただきまして１１８、１１９ページをごらんください。２項徴税費２目賦課徴収費であ

りますが、新年度、平成２３年度予算からは税務課、収納課、それぞれ別々の事業として予算を計上することと

なっております。 

２目賦課徴収費全体では、対前年度比で１，６００万円余の減となっておりますが、主なものは還付金１，０

００万円の減額になっております。 

 右端の備考欄、賦課事務諸経費につきましては、課税にかかわります経常的な事務経費でございます。 

 おめくりいただきまして、１２０、１２１ページをごらんいただきたいと思います。説明資料では４ページと

なっております。備考欄の上から２つ目の白丸、固定資産評価替等対応事業、１つ目の黒ポツ、評価替等対応事

業委託料でございますが、一つとして経常業務としての土地や家屋の経年による移動の更新、それのほかに平成

２４年度評価がえに対応した業務委託となっております。 

 その下の黒ポツ、標準宅地不動産鑑定委託料でございますが、時点修正のために平成２３年７月１日現在で実

施をいたします簡易鑑定の委託料でございます。以上です。 

○収納課長 続きまして徴収事務諸経費１，２５８万円でありますが、内容につきましては平成２２年度予算と

ほとんど変わりませんが、実績、また基本的には経常経費５％で予算措置いたしてあります。 

 下の徴収負担金、地方税滞納整理機構負担金４２０万円でありますが、これは委員さん、御存じだと思います

が、滞納整理機構が来年度の４月より発足いたしまして、その委託件数２５件を見込みまして、基本割５万円と

１件につき１６万６，０００円を負担金として支出するもので４回分割となっております。以上の予算は、税の

公平性確保やですね、財源確保のための税の徴収を推進するための予算であります。 

 予算説明資料５ページ、ちょっとお開きいただきたいのですけれども、合計欄ですけども、平成２３年度市税

の現年度収納率予算を９８．１５％を見込みまして、平成２２年度の当初予算より、９８．１４％より０．０１

ポイント上回るといたしました。また、滞納繰越分につきましては、１７．２８％を見込みまして、平成２２年

度の当初予算１３．９０％より３．３８ポイント上回りといたしました。収納額では８２０万円増と見込みまし

た。平成２３年度からですね、賦課費との予算を分けました。徴収経費についてちょっと出してみました。市税

の現年度分、滞納繰越分、国保税の現年度分、滞納繰越分と県民税も収納しておりましたので、平成２１年度で

比較しますとですね、平成２１年度の徴収実績は合わせてですね、１３３億５，２２０万円余でありまして、平

成２３年度の予算徴収経費はですね、職員人件費、嘱託職員だったり臨時職員、それから徴収事務諸経費、それ

から情報推進課の予算措置してあります滞納管理システム予算を含めましてですね、支出予算額が９，１５０万

円余でありまして、平成２１年度徴収実績１３３億５，２２０万円と平成２３年度の予算の徴収経費で計算いた

しますとですね、１００円徴収するのに６８銭という数字になっております。しかしですね、県で取扱委託金と

して１億２５５万円、予算書の４７ページにありますけれども、これは賦課のほう、税務課のほうと徴収のほう

と折半で計算いたしますとですね、１００円徴収するのに６８銭から約３０銭ということになりまして、これは

１００万円徴収するのに３，０００円の予算となっております。以上です。 
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○市民課長 続きまして３項戸籍住民基本台帳費をお願いします。１２２、１２３ページをお願いしたいと思い

ます。戸籍住民基本台帳事務諸経費につきましては、戸籍、住民票、あるいは外国人登録等に要する経費という

ことになっております。 

中ほどのところですが、戸籍システム保守委託料でございます。こちらにつきましては、平成１８年に戸籍を

電算化いたしました。そのリースが、この３月で丸５年ということで債務負担を終了いたしますので、それにつ

きましては、再契約をせずに平成２１年から始まっております住基サーバーのほうに内容を移しまして、従来、

戸籍と住基と別々のサーバーでスタートは別でございましたけれども、一つに統合するということによりまして、

経費の節減、あるいは事務の効率化を図っていきたいということで、従来単年度２，８００万円余、戸籍サーバ

ーかかっておりましたが、以降については不要ということで、平成２３年度につきましては、データーの載せか

え費用９６０万円を計上させていただいてございます。 

一つ飛びまして、住基ネットシステム改修委託料でございますが、先ほど情報開発費の中で、平成２４年に住

基法が改正になるということで説明があったわけですけども、こちらにつきましては平成２４年７月に、今、外

国人は外国人登録ということで日本人と別な戸籍になってますけれども、これは日本人と同じ住民票の中に外国

人が載ってくるというものでございます。そのうちの住民基本台帳にかかわる部分の改修委託ということでござ

いまして、具体的には、今まで日本人だけが対象でありました住基カードが、外国人にも対象に交付になるとい

うこと、あるいは塩尻市からほかのところに転出した場合には、一たん、住基カードを返していただいて、また

転入したところで新たなカードをつくるという形でございましたけれども、こちらについて１枚のカードをこち

らで転出手続きをとりまして継続して使えるようになるということの準備が平成２３年度に入ってくるというこ

とで、こちらにつきましても同様に交付税措置という形になっております。以上です。 

○選挙管理委員会事務局長 続きまして、選挙費の関係で選挙管理委員会費でございますけれども、委員報酬に

つきましては、選管委員の４人分の報酬でございます。 

 それから２つ丸下なのですが、委員会運営等事務費につきましては、選挙管理委員会の通常の運営、あるいは

負担金等でございます。 

 １２４、１２５ページでお願いいたします。選挙啓発費でございますけれども、選挙啓発事務費といたしまし

て、ポスター表彰等、小学校、中学校から集めます啓発ポスターの関係でございますが、これが主なものでござ

います。 

 それから３の県議会議員選挙費でございますけれども、これは平成２２年度、平成２３年度に分かれた予算で

計上してございます。それで任期満了が平成２３年の４月２９日、任期は４年、定数が２人、選挙期日が平成２

３年４月１０日、告示が４月１日ということの中で予算を組んでございます。予算説明資料は５７ページでお願

いしたいと思います。投票管理者等報酬につきましては、期日前投票８日間分、それからその管理者、あるいは

立会人、それから当日の投票管理者と立会人の報酬でございます。 

 それから選挙事務諸経費でございますけれども、これは、通常に選挙を執行するための点字の氏名掲示等の作

成、あるいは消耗品、あるいは燃料等の購入でございます。 

 １２６、１２７ページをお願いいたします。この中で、下から６番目のポツでございますが、ポスター掲示場

撤去委託料ということで、平成２３年度につきましては、２７７カ所のポスター掲示場を撤去する費用をもらせ
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ていただきたいと思います。それから作成委託料につきましては、平成２２年度にもってありますのでよろしく

お願いします。 

 その下でございますが、市議会議員選挙費でございます。任期満了日が平成２３年４月２９日、任期４年、定

数２２ということで２人減になります。選挙期日が平成２３年４月２４日、告示が４月１７日という予定でもっ

て行われるものでございます。これにつきまして主なものにつきましては、１２８、１２９ページをお願いいた

します。これにつきましてのポスター掲示場、中段の下にありますけれども９２４万円、予算をとらせていただ

きましたが３３枠を用意してございますということで３段の１１列を予定してございます。 

 その下の財産区議会議員選挙費でございますけれども、これにつきまして、宗賀財産区、北小野財産区の２財

産区が当たります。任期満了が平成２３年８月１９日、両方とも平成２３年８月１９日でございます。任期は４

年、定数につきましては、宗賀が７、北小野が１０ということで、選挙期日につきましては、まだ決まっており

ません。その執行の関係の費用でございます。以上でございます。 

○企画課長 １３２、１３３ページ、予算書をお願いいたします。５項１目統計調査総務費であります。全体で

本年度１，６９３万７，０００円でありまして、前年度より３２７万円の増となっております。 

統計調査諸経費１８３万７，０００円につきましては、そのうち印刷製本費３６万８，０００円、これは昨年

度同様、統計しおじりの印刷代でございます。その下、市勢要覧作成委託料につきまして８８万２，０００円、

これにつきましては、塩尻市政要覧が残数がなくなりまして、一部修正の上増刷させていただくものであります。 

 その下２目基幹統計調査費、本年度は３１１万２，０００円で２０８万３，０００円の増額をさせていただい

ております。平成２３年度は、経常調査といたしまして学校基本調査、工業統計調査、輸出生産実態調査が予定

されております。また周期調査といたしまして経済センサスがあります。それらの調査にかかわる費用を計上さ

せていただいたものであります。以上です。 

○委員会事務局長 続きまして、６款１目監査委員費についてお願いいたします。予算総額１，３１６万３，０

００円でございまして、前年度予算と比較しますと５６１万１，０００円、７４．３％の増でございます。 

委員報酬２９５万６，０００円につきましては、識見委員の２人に対しまして月額９，６００円、それから議

会選出の委員１人に対しまして月額５万４，３００円の報酬を支払うものでございます。 

 １つ飛ばしていただきまして、監査事務諸経費でございます。これにつきましては、委員が参加します研修旅

行等の関係に随行します普通旅費が７万５，０００円、会議や費用弁償が３６万５，０００円、工事技術調査業

務委託料２７万３，０００円、各種負担金６万４，０００円などを計上したものでございます。以上です。 

○委員長 以上だね、以上で説明済みですね。とりあえず１０分間休憩をいたします。 

午後３時３２分 休憩 

――――――――――― 

午後３時４２分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をしたいと思います。ただいまの７２ページから１３５ページ、説明を

いただきましたので質疑に入りたいと思います。委員の皆様から御質問等ありましたらお出しいただきたいと思

います。 

○古厩圭吾委員 ７３ページ、議会費にかかわる件で、過日この議会の始まる直前だったかと思うが、新聞紙上
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に予算の執行について、これから提案をされようと思っている議案、これについて執行停止もあり得るやに書い

た記事が出たわけですけれども、その辺の事実関係はあの報道のとおりだったというように受けとめていいです

かね。 

○総務部長 私も本会議で答弁させていただきましたけれども、予算編成、提案するまでが編成の過程だという

ことでありますし、通常の査定の範囲内ということで、市長がそのコメントにありましたけれども、そのとおり

だというふうに思っています。 

○古厩圭吾委員 それで現実的にね、その時点と今回提案された予算案とは違っています。 

○総務部長 ここに提案してあります予算のとおりであります。査定をさせていただいて提案したということで

あります。 

○古厩圭吾委員 その辺の経過は当事者、直接私、かかわってきたわけじゃないもんでわかんないんだけども、

ただ報道から推測して全体を感じてみるとね、これから提案していこうという予算について執行停止をちらつか

せながらね、自らの責任ある予算案を提出するという、これは理事者の姿勢としてちょっとおかしいんじゃない

かと。内容を変更しなければ執行停止もあり得るよみたいなね、そういう発言というのは、現実的にその前の議

会で議会基本条例が制定されて、執行権を持つ理事者とそれから議会とのかかわりについては、それなりの確認

がしあえたとおれは理解している。その上で、ああいう発言をされるというのは、内容によっちゃ認めないよと、

理事者としてね。そういう意味に受け取らざるを得ない発言をされているわけですね。そういうことを言われる

というのは、本来、議会と理事者がある面ではお互いを尊重し合いながらものに当たり、塩尻市の発展を考えよ

うと、こういう立場を若干逸脱してるじゃないかい、そう取らざるを得ないと思うけどね。要するに理事者は、

では、議会をね、すべてコントロールする立場にあるのかと、そう受け取らざるを得ないように受けとめちゃう

んだけどせ。もしその辺について、理事者としてどうですか。 

○副市長 まず予算の執行でございますけれども、これは、予算の執行は理事者の権限でございますので、その

部分について執行をする場合と、場合によっては、その執行を見送るという場合がございますので、これは御理

解いただけるというふうに思います。市長、本会議で御答弁申し上げましたとおり、あの議会だよりの内容の適

否につきましてはですね、これはまた議論の分かれるところでございますので、ここの場であえて私はそこには

触れませんが、市長が申し上げているところは、議会の立場としても適当ではないんじゃないかという申し入れ

を申し上げた、こういうことでございますから、議会の中で十分御論議をいただいて、それなりの対応をしてい

ただけるということになったんで、こういう形になっております。こういうことだと私は理解しております。 

○古厩圭吾委員 そういう中でそのものがね、ある面では、これは例えば市長が自分のポケットマネーを使って

何かすることについてどうこうというのとは、性格が違うと思うだよね。執行権があるのはね、それは理事者に

あるのはわかりますよ。ただし、それは市長が自分の金を使うわけじゃない。これは塩尻市としての公金の執行

について執行する責任があるということだよ、簡単に言えばね。おれはそう受けとめている。このことが妥当か

どうかは、議会に聞くことだ、簡単に言やね。そうした中でせ、これから審査をしようという案件について、あ

るいは自分が出そうというものについて、内容によっちゃ執行しないかもしれないよみたいなことをね、言って

るような内容を議会に諮ってくるという、その基本的な姿勢は、おれは違うんじゃないかと思うだよ。その辺に

ついてはどうですか。 
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○副市長 今回の事例に限らずですね、予算執行を留保するような事例はたくさんあると思うんですよ。今回の

事例に限らず。 

○古厩圭吾委員 はい、はい。 

○副市長 予算執行を留保して、執行を停止するかどうかは別にしましてですね、予算執行をしないと、ある程

度条件が整うまで予算執行をしないというようなことはですね、予算の範囲の中では、これは執行権の問題です

からございます。だというふうに思います。 

○古厩圭吾委員 だよね。そのことをおれは否定しているわけじゃないんだ。問題は、議会と今の理事者と、理

事者は、実際に市民の直接選挙に対応される方はお一人っきりいないわけ、理事者にね。そのお一人の発言だか

ら、それはね、当然そういう自負心をもって当たられることは結構だと思う。ただし、それを言っちゃうと、じ

ゃあね、議会に審査してもらったりさ、してるという現実について、内容によっちゃ、やらないかもしれないよ

って話をね、これから審査をしようという段階でせ、言われるというのはいかがなものかと言わざるを得ない。

これね、権利があるからいいじゃないかって、じゃあ、何でもそういう話になっちゃうが、しかし、おれは違う

と思う。もう少しね、事を言う時に慎重に。いわゆる、その前の定例会で、双方がある面では尊重し合いながら

ね、塩尻市のために考えていこうと、そういう条例を決めたばっかりだわ、はっきり言ってね。その直後にね、

ああいうことを言われるという、その姿勢がね、そのことがね、法的にいかがなものかという、おれは思いもあ

るけれども、それは言われたように執行権が理事者にあるのはわかっているから。ただし、ああいうとこで言や

ね、修正しなきゃね、認めないよって言ってる雰囲気だわ、これはね。普通の感覚で見りゃ、そういうふうに受

けとめる。そういうふうに受けとめるのが普通の人の常識だわ。そこでそういうことがあるにもかかわらず、あ

あいう発言をされるということは、言うならね、議会の広報活動にある種の圧力をかけているだよ、これは。そ

う受けとめるのが普通の感覚。そういうことをするということがね、おれはおかしいと思う。もうちょっとね、

違った形でもって議会に対してね、それは指摘されることは、もしあるとしたらそれはそれだけど。だけどもこ

ういうタイミングでこういうところでトップがね、おれは発言するということについての、これはいったい行政

と議会とのね、感覚について、市長の指揮下にすべてがあるんじゃないんだよね、議会そのものの動きは。だか

らそういう部分についてのね、おれは受けとめ方がちょっと違うんじゃないかと思うけどね。その辺については

どうですか。 

○副市長 委員さん、今、まさにおっしゃられました議会と市長とですね、協調して市政を進めていくという立

場は、これはもう議会基本条例以前の問題からですね、これはしっかり両輪としてやっていかなくちゃいけない。

これは市長も理解しておりますし、私ども理事者も理解をしております。しかしながら、今回のそもそものこの

事案の発生というのはですね、市長の側から言えば、あの議会だよりが出たことの記事によって、その信頼関係

の一方を崩されたという認識はあるわけです、紛れもなく。そのことについて、どういうふうに議会が対応をし

ていただけますかということを本会議でも申し上げたと。もし議会が対応していただけないのであれば、しかる

べき措置はとらざるを得ないよというのが、私はその場にいなかったから聞いていませんけれども、今回の事案

ではなかったかというふうに思っておりますので、その辺を含んで発言をしたと。それは先ほどから重々申し上

げましたとおり、市長が市長の執行権の中にある予算の執行の部分でございますので、そういう発言になったの

かなというふうに考えております。 
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○古厩圭吾委員 そういう姿勢でいるっていうことはね、議会が例えば、誤ってこういうことだよと言ってるわ

けでは決してないと思うだよ、あのコラムの記事はね。だから受け取る人によっては、いろんな受けとめ方があ

るわ。だからそういうことにいちいち真実はこれだって、立場ではそういうふうにおっしゃりたいかもしれない

けども、しかし真実はまだどこもわかっちゃいないわけだけど。そういう流れの中でね、そのこととおれの見解

とが合わなきゃ、おれは首長なんだから、だから議会のものを訂正させるよっていう発想というのはね、おれは

むしろね、本来はこのことにかかわる一番のトップは市民だよ。市民のある面では委嘱を受けて首長をやるだろ

うし、議会もそうだと思う。だから、そういう時にね、そういうことにかかわる受けとめ方が、いろんな受けと

め方があるのを否定してかかるということ自体がおかしいと思うだよ、おれは。思いとして言わんとするところ

は、それなりにわかる。しかしね、それを言っちゃおしまいだよ。これはね、本来の議会の使命をね、否定して

いるとしか言いようがない。不快感を示されるのはわかるし、ただしね、だからと言ってね、載せたらね、これ

はもう予算執行、このいわゆる議会だより、広報活動を認めないかもしれないみたいね、ことをね、予算を出そ

うという時に言うなんてのはね、おれは間違いだと思う。その辺についての見解だけ聞かせてください。 

○副市長 記事の内容そのものがですね、を議論するという場ではありませんので。 

○古厩圭吾委員 それはおれも思う。 

○副市長 言う場ではありませんので、あえてそれは避けて御答弁させていただきますけれども、そもそも市長

が申し上げているのは、市長の言葉を借りればですね、議会だよりに載せる、いわゆる行政をやゆするような議

会だよりに載せるべきものかどうかというのを議会に、議会に問うた。こういうことでございます。議会に問う

た。そのお答えが、どういうお答えであるかということでありますから、そのお答えのいかんによっては対応を

させていただかざるを得ないよと、こういうことであります。 

○古厩圭吾委員 そういうことはいかがなものかということを議会に問うたならね、そこで挙がっていればまだ

わかる。しかしね、そのことをもしやらないならば、印刷製本費執行停止にするよ。言ってるわ、そういうふう

にね。それはね、それこそいかがなものかと思うよ。それは、あそこへ載せたのがどうだこうだっていうのはね、

それはおれも当事者ではないし、それをどうこう言う立場にないと思うけれども、ただし、それをもってね、執

行停止をちらつかせるような流れの中で、いや議会とね、双方がね、正常な関係をって言われたってね、おれ、

ちょっとね、市長がじゃあ議会をリードして、議会右向けって言や右向かせるという、そういう思いがね、見え

ちゃうだよ、これは。そう受けとめざるを得ないと、おれは受けとめている。それっていうのはちょっと違うん

じゃないかと。もう少しね、双方がね、それなりの意識をもってすれば。それと場所とね、発言するタイミング

だってあるわ。こういうタイミングで、こういう時に、今までの経過の積み上げをせ、ああいう形でね、これは

ね、普通の人が言うならいいせ、それは、何て言ったっていいわ。ただしね、市長はね、現に執行権を持ってい

るだでね。執行権を持っている人が、ああ言っちゃあせ、おしまいだよ、本当の話、おれはそうに受けとめてい

る。 

○副市長 繰り返しのようで恐縮でございますけれども、市長はこうやれと言っているわけではございません。

これに対して議会はどういうふうに対処をいただけるのですかと、こういうことでございますので。市長がです

ね、この記事を差しとめるとか、こういうふうに書かなければ執行を停止するよと言っているわけではございま

せん。議会がどういう対処をしていただけますのですか、議会のお考えをお聞かせくださいというふうに申し上
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げているんであって、何も市長がそのことに介入をしてですね、議会だよりの記事を差しとめるというような行

為は、これはまさに委員おっしゃるように越権行為でありますし、それはやるべきではないということでありま

す。議会が自らどういう御判断を示していただけるのか、こういうことだと私は思っております。 

○古厩圭吾委員 だから、そこでおれも議会には、今後こういうことがあったらどういう判断をしますかって言

っているところでとまっていりゃ、おれもね、何も言うことはない。だけどね、自分が満足できなきゃ、執行停

止をちらつかせているじゃない、現に。そういう話っていうのはね、実際には話し合いにならないだよ。片や、

執行権を持っているだよね。そういう立場でせ、ああいうふうに言っちゃうとね、話が進みようがない。だから、

いや議会はそれなりに、おれも対応したと思うよ、その後もね。だけど、それがいいから、それじゃこれ普通に

やりますって言うとしたらさ、その検閲を受けなきゃいけんだかい、市長から、それに書いてある。それは、お

れ、そういうふうに受けとめざるを得ないよ、あんな発言は。おれは、お気をつけていただきたいという思いを

込めて言っているだけのことで、理事者どうだい。 

○副市長 ですから、市長が検閲をするとかですね、議会だよりに介入をするとか、議員さんの意見に介入をす

ると言っているわけではございません。議会が、そういうことに対してどういうふうに対応をされるのか、その

返答をくださいよと、こういうふうに申し上げているだけであってですね、その返答が、どういう返答がいただ

けるのか、もしなければ、それはそれとして執行停止をするか、執行停止をしないかはですね、こちら側が判断

する、理事者側が判断させていただくよりかしょうがない、こういうことだと思います、私は。 

○古厩圭吾委員 だから公然の部分をね、それは、腹の中で持っているんなら、それはいいせ、それはだれだっ

て、不愉快な時にはこのやろうと思や、何か思うけれども。しかしね、それをね、前へ出して言ってるんだから

さ。それはね、結果的にはね、相手に対してね、間違いなく圧力をかけてるよ。あれ聞いて、そういうふうに圧

力をかけられたと思わない人なんか、議員は多分だれもいない、圧力がかかってる。そのことの是非は別だよ、

是非は別で、しかし、こうしたらこうしちゃうよって言ってるんだからさ。おれは、これはね、あれを圧力と感

じない人なんかいないよ、おれはそう思ってます。だから、全体の話でもね、議会はどういう思いだっていうと

ころで終わってるなら、おれも何も言うことはない。その辺についてはね、おれはね、もう２期を過ぎて、３期

目もやっておられるだもんでさ、そんなむきになってね、あんなことを言うとね、むしろね、はたはね、まだ先

まで邪推しちゃうわ、本当の話。おれはね、ぜひね、理事者にはね、今後気をつけていただきたいと思うね。お

れ、ぜひ、お願いしておきたいが、どうですか。 

○副市長 おっしゃる意味はよくわかります。今回の事例に関しましては、そもそもの発端はそういうことです

から、これに対してどういう形で議会がどうお考えをお示しいただけるのかなということで判断することでござ

います。一番肝心なことはですよ、一番肝心なことはそういうことだと、市長側が申し上げていることはそうい

うことだと。 

○小野光明委員 まず確認で、この印刷製本費の内訳をですね、出してほしいんですけど。 

○議会事務局次長 印刷製本費でありますけれども、今年度の分でありますが、マルチ入りの封筒が３万円、あ

と支払証明１，６００円、議会だよりの２色刷りですけれども、これが１２５万８，７４０円、カラー部分で９

９万９，０００円、そういうことでもって全部で２２９万円の予算となっておりますので、お願いしたいと思い

ます。 
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○小野光明委員 当事者なので発言しますけど、議会だより分は、実はこれに載ってないはずなんですけど、い

わゆる要覧分は入っているけど、議会だより分は削ると、その段階でないまま、いわゆる４年前の金額は、多分

これに４８万円何がしが載かっているはずです。ところが、議会だよりは削ったと。もうきょうが締め切りだか

ら削ってあると、必要ならば補正でも何でもすればいいって言ったので、今の説明は違うように思うんですけど、

そうじゃないんですか。 

○議会事務局次長 私たちの査定を受けたものにつきましては、本年度、議員さんがかわりますので、議会要覧

分、これは７０冊分と、あと議会だよりの６月が代表質問があるもんですから、その増刷分とうことでもって前

年の増額をお願いしてあるところですけれども、前年並みで処理をしろということでもって査定していただいて

ますので、私どもの考えの中では、先ほど私が言ったようなことでの査定内容であったんじゃないかなというこ

とでもって、先ほど御説明しましたのでお願いしたいと思います。 

○総務部長 査定した立場として言わさせていただきますけれども、今、次長の答えたとおり前年並みの査定で

ございますから、議会だよりを削ったとか、そういうことではありません。 

○小野光明委員 いわゆる議運の中の紹介の中で４８万円のいわゆるどちらがどうなるかっていうのは、解釈の

しようなんですが、私は、その際に、市長がはっきりとそういうふうに、聞いてます。通常の査定で、いわゆる

改選期で要覧が必要だという中で、いずれにしてもどっかが削られているわけですよね。要覧なのか、いわゆる

議会だよりなのか、私は議会だより分を削ると、もう削ってあると。必要ならば補正でも何でもしたらいいって

いう言葉を聞いていますので。それはまさに越権行為ですし、議会基本条例をつくって、いわゆることし中に議

会報告会をやらなければいけない。言ってみると口封じというようね、いわゆる広報活動を削ったという認識が

あるんですけど、そうじゃないんですか。 

○総務部長 先ほども答えたとおりですね、前年と同じ範囲内でぜひやってくださいよという査定でございます

ので、議会だよりを削れとか、そういうことで見てませんのでお願いをいたします。 

○小野光明委員 前年ではなくて、やはり改選期になりますよね。通常の要覧をつくるという意味で４８万円削

られているわけでしょう。それは私は、議会基本条例をつくって、いわゆる現議員が全会一致で認めたわけです

よね。改選期、その条例に基づいて物事をしていかなきゃいけない。その時に大事な部分が削られているという

のは、私はおかしいと思いますが。 

○総務部長 先ほども言いましたように、すべてのものを前年と同じような予算の中で工夫をしながらやってく

ださいよと、こういうことでございますから、どれを削ってどれを落とせって言っているわけじゃありませんの

で、お願いをいたします。 

○小野光明委員 部長はそうかもしれませんけど、私は直接予算について市長からそういうふうに伺いましたの

で。２月８日に正副議長と私と石井議員といる中で、そういうふうに言われても判断はつかないということで、

言うなりになったわけで。それはですね、やはり私はその時点でもう既に越権行為だという認識がありましたけ

れども。 

○総務部長 それは見解の相違でありますけれども、市長がそういうふうに言ったかもしれないけれど、査定の

自体はそういう形で、予算を提出させていただいておりますのでお願いします。 

○小野光明委員 査定の時点も何も、そういう言い方をされているんですよ。されてる中で、その査定が云々と
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いうよりも、市長の認識がそうあるっていうことは動かないっていうことじゃないですか。先ほどの執行停止も

なんですが。 

○白木俊嗣委員 おれも関連するでさ。いい。 

○委員長 いいですよ。 

○白木俊嗣委員 今、部長、そう言うけどさ、市長はね、議会運営委員会の中ではさ、塩原政治議員がね、そう

いう発言をしているわけさ。議会あれこれに載せたことがね、気に障るから、それを考えてもらわなけりゃこの

予算はもうもらないよっていうことをはっきり言ってるだよ。そうやって市長から言われたって、議長がさ、議

運の中でもってはっきり言ってるんだからさ。それは部長の査定の段階って言ったって、最終的には市長の査定

だでね。だで、市長がそういう考えでもってやったっていうことはさ、おれら議員にしてみりゃ、みんな感じて

るわけさ。だからそれでもって、いろいろ後で言いわけみたいにね、おれの段階ではどうのこうのったって、そ

んなこと通らないよ、そんなこと。さっきからおれ聞いていりゃさ、議会がどのように対応するって。二元代表

制の中でもってね、議会は議会の責任でもってものを進めている中でもってさ、いちいち市長からね、こうしろ

ああしろなんて指図されること自体がおかしいだよ。議会がね、もし出して、それが市民からね、批判を浴びる

もんだったらさ、それは理事者でなくて議会が浴びることであってさ、皆さんがいろいろ言うことではないだ、

そんなこと。だで、その辺のところを皆さん、勘違いしているからさ。おれだって、あの議運の時はうんと頭に

きた。何でそんなことまでいちいち理事者から指図されなきゃいけないんだと。あのね、議会あれこれだってそ

うだけどね、昔はね、あの欄が一番楽しいって言ってね、議会で出番としてだってあった。おれも正直言って長

くやっているけどね、ああいう中で昔の議員はね、あれはうんと楽しんでもってやっている人があったわ。何で

そんなに楽しんでやってるか。やはり議会でもって批判できないものもね、あの中でもってさ、議会あれこれ中

でいろいろ批判することがね、やはりそれもまた市民には受けて、議会だよりでも何でもそうだけれどね、皆さ

んが関心をもって見てくれる、おれはそう理解してるだよ。それをね、越権行為だのようなことを言ってさ、議

会でもってそれをあれしなければ予算をつけないとかさ。これはだけど塩原議長もそう言って議運の中で言った

だからさ。皆さん、何て言ったって、そんな間違いないよ。 

○副市長 議会あれこれのことをですね、なるべく議論をやめようというふうに思っておりますけれども、そこ

までおっしゃいますんなら、先ほどから繰り返していますように、市長が公費としての議会だよりを使って、し

かもそれをおもしろおかしく、しかも刑事事件になっている事件についてコメントを載せてると。見方によって

は、あたかも市がそれにかかわっているというようなものをですね、載せること自体がいかがなもんかと。議会

の側としてですよ、議会の側としてそういう、市長の側から言えば、もしかしたら、ある一定の品性を、議会と

しての品性を汚すことではないですかと、こういう問いかけです。問いかけに対して議会側がどういう形で応じ

ていただけるのかと、これを問うたのです。おもしろおかしく議会あれこれで載せてるうちはいいですよ。理事

者の悪口をほかの部分で書いたって、それは構いません。しかしながら、世間が注目している刑事事件のあたか

もそういうことがですね、市側が、これは理事者側から言わせればですね、非常に重大な案件であります。あえ

てそういう御発言がございましたので、ここで内容に触れさせていただきましたが。ここで内容に触れていいで

もない、ああでもないとやっても、これはしょうがない話ですから、私はなるべく触れたくなかったんですけど、

そういうことであります。したがって、先ほどから何回もお話しておりますとおり、議会側がどういうお答えを
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出していただけるのか、こういうことであります。 

○白木俊嗣委員 副市長、そう言うんだったら、おれ言うけどね。これは人事のところでもやろうと思ったけど

さ、市長がさ、岩佐のね、あの問題については批判した。小野議員がね、一般質問の中でもってさ、職員のこと

を言った。岩佐は裁判の中でさ、５２万５，０００円のうちの７万５，０００円の何がしはね、要するにアルプ

ス管財でもってゴルフコンペをやって、その景品に使ったってはっきり言ってるわけさ。その中にはさ、市の職

員も参加しているじゃんか。聞く中ではね、その職員もさ、そのコンペでもって優勝しているとかさ。その職員

がね、あるところでもってこういうことを言っただよ。「岩佐さんがね、捕まった時にね、おれもひょっとしたら

捕まるで、逮捕されるじゃないか」って。それをはっきり言ってるだよ、その職員が。だからね、その職員の服

務規程というものがあるじゃないか。服務規程の中でもね、要するに業者とのかかわりだとかさ、いろいろ書い

てあるじゃん。あの時は、部長いわくね、部長何て言ったと思う。会費を払ったからいいじゃないかって言い方

をした。あの質問に対してね。会費を払ったからいいってもんじゃないだ、これ。それに参加してね、その７万

円何がしの金を使ってさ、一緒にやったこと自体が同じ一味だと、おれは理解しているわけさ。その中でもって

ね、今、裁判の中でまだ判決が出ない中でさ、さも市は何ともないようなことを言っているけどさ、市民の中に

はさ、みんな疑って見てる人だってあるだよ。だからね、そういうのを見てるとさ、多少何かそんな批判をした

ったってね、市長がむきになって言うことはないと思うよ。それとあとね、今、ついでで言うけどさ、職員の服

務規程の中にね、業者とのかかわり合いや何かみんな書いたものがあると思うでさ、それ、ちょっとコピー出し

てくれない。 

○副市長 今、白木委員、委員会の中でおっしゃった発言ですけれども、私ども検察から伺っている範囲では、

７万５，０００円を使ったコンペは違うコンペだというふうに伺っています。これはまだわかりません、証拠と

して提出をされていませんので。ですから、今、御発言いただいたことが、本当にまさにそのとおりであるなら、

それはそういうふうに受けとめますけども、もし違っていたらこれは重大問題ですから。 

○白木俊嗣委員 いいですよ。 

○副市長 いいですね。いいですね。 

○白木俊嗣委員 それじゃね、おれに言う前にさ、その当事者のね、職員に聞いてみ。おれはね、それ、岩佐さ

んの関係のところから聞いた話。そのコンペには市の職員も参加してたと。だから、岩佐さんのところから、近

いところから出てるからさ、おれはそれは正しいことだと理解している。おれ、正直言ってね、その職員も、要

するに公務員でありながらさ、業者とはね、じっと飲み会したって。その辺も事実関係をしっかり調べて報告し

てくれない。 

○副市長 私も、そういう発言が出るからにはですね、事実関係をしっかり、これ、重大な問題ですから、事実

関係をしっかり調べていただいて、御発言をいただきたいと思います。今のコンペのことについても、私どもは

違う情報を得ておりますんで。 

○白木俊嗣委員 この問題についてもね、裁判が進んでくればさ、事実関係はわかってくるでさ、いいけど、だ

けど皆さんも職員であるからさ、職員にどういった今まで参加なり対応してたかさ、その辺は、ちゃんと議会で

は報告する義務があるからさ、それはしてほしいと思う。 

○副市長 業者とゴルフに行ったという事実は私どもも聞いておりますから、これについてはですね、事実関係
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しっかり調べて御報告をいずれいたします。 

○白木俊嗣委員 それとね、もう一つ、あるところでもってね、岩佐さんが逮捕された時に、おれも逮捕される

かね、そこまでその本人は言ってるって。その辺の事実関係もね、これはあるところでもってちゃんと言ってる

んだから、みんなが聞いているんだから。 

○副市長 それは伝聞ですよね。白木委員が、御本人が直接本人から聞いたわけですか。 

○白木俊嗣委員 違う。 

○副市長 どなたからどういう形で聞いたわけですか。こういう御質問をしていいかどうかわかりませんけども。

委員長、いいですか。 

○委員長 はい、直接ね、関係がないですね。 

○白木俊嗣委員 それはね、直接聞いたわけじゃないけど、間接的に聞いた話。さっきの７万幾らっていうのは

ね、岩佐さんの近いところから出た話。 

○副市長 ですから、白木委員さんのおっしゃるのは、岩佐さんの近いところから出た話を白木委員さんは信じ

て、委員会でそういう発言をなさっている、こういうことですね。 

○白木俊嗣委員 そう。 

○副市長 私は検察から、違うゴルフコンペに７万５，０００円を使ったよと、そういう話を岩佐さん自身が発

言をしているという話を聞いてますので。これは伝聞ですから、私も。まだ証拠として申請されたもんじゃない

ですから、いずれはっきりしていくと思います。それに対して、今、白木委員がおっしゃるのは、私どもの職員

がその７万５，０００円を使ったコンペに参加をしていると、こういうことを、今、おっしゃいましたが、それ

は私は違いますと。７万５，０００円を使ったコンペではございません。こうやって申し上げております。 

 それからもう一つは、業者とのコンペは基本的には禁止をされていますから、それが職務権限にのっとって、

本当に職務としてやったのか、そうではないのか、よく本人に事情聴取をして報告をさせていただきます。 

○中野長勲委員 これはせ、まだ、要するに結果は出てないし、係争中だし、聞いた聞かないっていうことはね、

ここでやるべきじゃないと思うよ。 

○委員長 今、そういうふうに思っていました。いずれにしてもね、これはまだまだ刑事訴訟の最中でございま

すので、この内容についてはここで議論をする場面ではないと思いますので、また、何かの機会というようなこ

とにしていただきたいと思いますが。とりあえずですね、この議案に関係をした場面の中での質疑を一つお願い

したいと、このように思います。 

○古畑秀夫委員 今の関連ですけど、いずれにしても議会がここで議員が選挙でかわるということで、議会要覧

は今までの恒例でつくられるということである中で、昨年と同様の印刷費ということは、議会要覧そのものをつ

くるのかつくらないのか、どういうふうに考えてますか、ちょっとお聞きしたい。 

○議会事務局次長 それにつきましては、与えられた予算の中で、できる限りの発行、あるいは議会要覧が必要

でありましたら、それを枚数だとか部数を検討しながら作成をしていくよう努力をしていきたい。それでもでき

ない場合については、補正をお願いをしていくということになるかと思います。 

○古畑秀夫委員 ちょっと確かめたかったんですが、つくるということは、つくるということでいいわけかい。 

○議会事務局次長 これは、議会要覧につきましては、事務局ではつくったほうがよいんではないかなというこ
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とを考えておりますけれども、議会としてこれが必要かどうかというのをまずは検討いたしまして、必要だった

らつくると。つくるについては印刷製本の関係の中でやりくりをして、できる限りそこで努力をしていくという

のが、通常の私たちに与えられた予算の範囲内での執行でありますので、そうやっていくと。でもそれで賄えな

い場合については、補正をお願いしていく以外はないなということでもって、今、考えております。 

○中野長勲委員 ちょっと関連だけど、議会要覧というのはね、今まで私も見てるんだけど、まず改選の時には、

これは今までつくらなんだということはないと思う。これはつくるべきです。そういう方向でいってもらいたい。 

○委員長 要望でよろしいですか。答えは必要ですか。 

○議会事務局次長 そのような御意見もございますので作成するということで、要は検討していきたいと思って

おりますけども、先ほども言いましたように、予算の範囲内で通常でしたら行うというのが、私たちの仕事であ

りますので、その中でもって努力をしていくということでございます。 

○中野長勲委員 もう一回いいですか。前回の議会要覧は、予算の都合だったかわからんけれど印刷のページが

少なかった。今回はね、私も前回の時に要望してあるけれど、前々回の議会要覧と同じものができればありがた

いなと思います。これは要望しておきます。 

○委員長 ほかに。 

○古畑秀夫委員 少し変わりますけど、いわゆる議員の共済の給付費負担が昨年の５倍増ということで、８，８

１１万円ということで、先ほどいわゆる議員年金廃止に伴う負担ということで、もうちょっと細かく、今、いわ

ゆる議会費や何かなり、いわゆる議会に対する国民の目、市民の目というのは大変厳しいわけでありまして、こ

れだけ見るとえらいふえているっていうふうになっちゃうもんですから、市民に説明できるようにちょっと我々

にもわかりやすく説明してもらいたいと思います。 

○議会事務局長 何回も議員年金の関係につきましては、議員さんたちにも説明会等、また通知文等をお渡しし

てございます。御存じのように６月１日を起点としまして、法改正の今予定で進めております。年金がなくなり

ますので、これを一時金で払う議員さん、それから年金をもらう議員さんというような形に分かれてくるという

ことになりますので、一時金を払う分につきまして、もちろん一時にお金がかかるものですから、今までどおり

の１，０００万円ほど、塩尻市でいきますと１，０００万円ほどの給付金ではとてもじゃないけど足りなくなっ

てきます、全体的にも。ですので、これが一気に８，０００万円というふうな形になってきました、今回は。で

すので、来年以降一時金もらう議員さんたちの数によりまして、毎年８，０００万円という形ではなくて、これ

が当然、だんだん少なくなっていくというような状況になってきますので、ずっと８，０００万円とかでいく金

額ではございません。ただ金額が幾らになるかというのは、その議員さんたちの年金をもらう、それから一時金

でもらっちゃう、そういう形がどういう形になるか、まだ今はわかりませんので、幾らになるっていうのははっ

きり言えませんけれども、来年度については予測の計算式でいきまして、国のほうからこういう形で示されてき

ているというような状況でありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○古畑秀夫委員 一時金で支払うために必要だということでは、もちろんわかるんです、大幅に増額になるとい

うことはね、当然わかるんですが。来年度以降も年金がなくなるけど、年金をもらう方も当然いるもんですから、

負担金というのはいずれにしてもずっと続いてあるという解釈でいいわけですか。 

○議会事務局長 そのとおりでございます。 
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○委員長 よろしいですか。ほかに。 

１３５ページまでありますんで。まだ、その間がありますので、また戻っていただいてもそれは結構でござい

ますけれど。質問があればですね、出して。なければ締めちゃうよ。 

○金田興一委員 ８９ページの未利用地等対策事業の中の、先ほど御説明いただきました旧人材育成エリア等維

持管理委託料のうち塩尻市マレット協会ですか、シルバーとマレット協会、このマレット協会に管理委託料とし

てはどのくらい出ているんでしょうか。 

○企画課長 補佐のほうでお答えさせていただきます。 

○企画係長 済みません、後で。 

○金田興一委員 ここでちょっと、直接この本委員会ではないと思うんですが、この人材育成エリアに管理委託

料のほかに塩尻マレット協会には、市として補助金みたいなものが出てるようなことを聞いたことがあるんです

が、これはおわかりでしたら、ちょっと教えていただけませんか。 

○委員長 担当者がいないと思いますので、もしわかるようでしたら後で、後ほどで結構ですので。今わかる。 

○企画課長 委託料のほうでありますが、シルバーのほうには機械草刈りとかですね、周辺を、周りを管理させ

ていただいておりますが、これが２１万８，０００円ほどであります。あとトイレの清掃とかですね、駐車場の

関係をマレット協会のほうへ委託しておりまして、これが１０万５，０００円ほどになります。今のマレット協

会のほうの活動につきましては、スポーツ振興課のほうで対応しているかどうかということでありますので、ち

ょっと後ほどまた調べまして御報告をさせていただきます。 

○白木俊嗣委員 それの関連でもってさ、この間部長がね、明確に答弁してたもんでいいけどさ、ただマレット

協会の連中がね、あそこを既得権のような顔をしてさ、あそこを使う時にね、今度はまた何かを誘致した時にさ、

あそこは、それが一つの障害になってね、開発できないようなことも困るからさ、そこだけは本当にしっかりや

ってほしいと思うよ。それはね、部長がしっかり答えてくれたでさ、理解はしているけどさ。 

○企画課長 それにつきましては、ちゃんと協会のほうとも覚書を取っておりまして、あくまでも暫定的な利用

というようなことで納得していただいております。 

○金田興一委員 ちょっと関連で。今のマレット協会への補助金があるか、なしかというのは、また後でお聞き

しますが、総務部長もおられるので、私の記憶が間違っていればいいんですが、もし仮にマレット協会に補助金

が出ていたとして、補助金をもらったところが市に寄附をするというのは、これは適法ですか。 

○総務部長 よくわかりませんけれども、そういうことは普通はあり得ませんよね。そう思います。 

○小野光明委員 同じページでですね、企画事務諸経費で。 

○委員長 ちょっと小野委員、今の場面は、また、ちょっと後で調べて。 

○金田興一委員 スポーツ振興課でわかったらまた。 

○委員長 それでは質問続けて。 

○小野光明委員 同じ８９ページの企画事務諸経費の関係で、今年度は落ちているんですけれど、ふるさと寄附

金ＰＲ事業ということで、これまでも議会等でですね、積極的なＰＲというような要望が出ていたんですけど、

今回落ちているということは、もう一切ＰＲをしないっていう考え方でいいんですか。 

○企画課長 本年度につきましては、事業委託料というようなことでホームページの立ち上げだとか、あるいは
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それぞれの関係者へのＰＲを含めまして、予算計上をさせていただいて執行させていただいているところであり

ます。新年度につきましては、そのシステムを使いまして、ホームページを使いましてさらにＰＲを進めていき

たいというようなことで取り組みさせていただきますので、新年度の部分につきましての計上はないということ

であります。 

○小野光明委員 この寄附金自体は、どのくらいになるんですかね、その実績がわかりましたら教えてください。 

○企画課長 本年度につきましては、平成２２年度の。係長のほうよりお願いします。 

○企画係長 本年度、平成２２年につきましては、全部で７件で４３４万円のふるさと寄附金をいただいており

ます。 

 ３年間の累計につきましては、平成２０年度からこの制度が始まっておりますので、３年間の累計につきまし

ては、全部で２２件、６１０万５，０００円となっております。 

○委員長 ほかにございますか。 

○小野光明委員 ほかの件で、９１ページの情報開発費の関係なんですけど、全体で４億６，０００万円という

ことで、いわゆる情報処理の関係は結構な高額になっているんですが、一番ですね、わかりにくい部分があって、

いわゆる技術的に難しいということでブラックボックス化してしまうんですけども、全般的にですね、この委託

料とかそれぞれあるんですが、どちらかというといわゆる大手のですね、そういう業者に全部行ってしまってい

て、いざ何かあった時の対応が悪いというふうに聞いているんですけど、どうなんでしょうか。 

○情報推進課長 システム、これは、業者を決定していく段階では、それぞれの会社のそういった体制等も確認

しながらシステムの内容等で審査して決定してきているわけですけれども。何かトラブルがあった場合でも、一

応仕様の中では、すぐに対応できるような形で、市内あるいは近隣に営業所とか、そういったことが一応あるこ

とが、一応条件にしておりますので、基本的には、対応自体はすぐに対応してきてもらっておりますけれども、

実際にトラブル等を改修して正常になるまでの時間というのは、その事案にもよりますので、すぐその日のうち

に対応できるものばかりではありませんので、そういった事例も中にはあります。 

○小野光明委員 結果的に大手の情報処理と言いますか、企業に行っているという解釈でいいですか。 

○情報推進課長 そうですね、一応、納入実績ですとかそういったようなもの、あるいは県内のほかの市町村等

の導入事例や何かも参考にさせていただく中で、業者等を決めさせていただいておりますけれども、基本的には、

先ほども言いましたけれど、システムの内容等を見ながら、実際にシステムを使う立場の担当の職員等にも、当

然参加していただいてシステムを選定しておりますので。確かに大手ばかりではないですけれども、大手の企業

のシステムも多いというのも確かに、それもありますけれども、結果的にそうなったということでございます。 

○小野光明委員 一方、こういう分野にＳＩＰもあることですし、意外と中小、小さくてもですね、技術力があ

って対応できるというふうに聞いてます。いろんな保守管理とかですね、技術的なことは大手よりも安くできる

のに、何で大手ばかりなのという話も聞くんですが、せっかくですね、ＳＩＰとかそういったＩＴ関連のですね、

インキュベーションをしている中で、もう少しそういう中小を育てるような、これも公共事業と同じだと思うん

で、そういう配慮をしてほしいと思うんですけど、どうなんでしょうか。 

○情報推進課長 システム関連の保守の関係につきましては、一応、システムの使用料も、実際にはリースした

りしておりますので、そのシステムをメンテナンスするということになれば、第三者がそれできませんので、シ
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ステムのいわゆる直接持っているところへ入ってできませんので、そういったことはちょっと難しいかと思いま

すけれども、そのほかの部分については、できるものはそういったところへ、もし出せるものがあれば、また考

えていきたいと思います。 

○小野光明委員 別の件９１ページの塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業の指定管理料の関係ですけど、こ

れは、今、ＮＴＴ－ＭＥですかね、が受けていると思うんですが、２月上旬にですね、メンテナンスですね、サ

ーバーを一度ダウンした時にしおじりひろばというポータルサイトなんですが、ダウンによってですね、問題が

発生して１週間くらい全く停止してしまったということがあるんですけども、状況はちょっとよくわからないん

ですが、いずれにしても指定管理者側が専門家ですから、これこれこういう時期にこういう点検をするよと。デ

ータなんかは、ひょっとするとダウンしてしまうかもしれないのでバックアップしておいてほしいとかですね、

そういうのはどうも一切なくて、一方的にそういうメンテナンスをするのはいいんですけど、１週間もですね、

このポータルサイト、私も振興会のほうでホームページがここにあるので、とまってしまって大分苦情も受けて

いるんですけども、そういう何て言うんですかね、今これだけＩＴでですね、Ｗｅｂで情報を見ている人にとっ

ては困りますし、塩尻市のですね、印象も結果的に悪くなるんですが、その辺の指導と今回の事例について何か

知っていることがありましたら教えてください。 

○情報推進課長 ２月の上旬の件につきましては、これは法定で定められております３年に一度の停電点検でご

ざいまして、事前に関係するところへは全部通知をしてございます。それで実際に停電をしてということですの

で、必要なものは、いきなり電源を落とすんではなくてサーバー等はそれなりに終了させてやったということで、

電源が回復した時に、しおじりひろばのサーバー、電源を入れても立ち上がらなかったということで、それは、

しおじりひろばのサーバーについては、情報プラザに一応ハウジングという形でおいて、そこからインターネッ

トでつなげておるんですけれども、そのサーバーそのものを管理しているのは、プラザのほうではなくて別の社

ということで、そちらの方が対応していて、たまたま１週間かかったということを聞いております。 

○小野光明委員 具体的にどういう問題でそうなっちゃったんですかね。わからないですか。 

○情報推進課長 サーバーの状態がですか。 

○小野光明委員 ダウンして立ち上がらなくなった原因というのは。 

○情報推進課長 ちょっと係長のほうからお答えします。 

○情報企画係長 具体的にはハードディスクの障害が起きてしまいまして、電源が立ち上がった段階でハードデ

ィスクが読めなくなってしまったというところまでは、情報プラザのほうで確認をさせていただきました。それ

をもとに管理業者のほうに連絡をさせていただいたんですけれども、管理業者のほうでなかなか対応いただけな

いということで、市民に対して迷惑がかかっているかもしれませんけれども、それの関係で１週間ほど停止をし

てしまったっていうのが現状でございます。以上です。 

○小野光明委員 その復旧にはですね、結構費用がかかったようなんですが、これはＮＰＯのほうで負担したん

ですが、その費用というのは、今後、行政なのか、どっかであれですか、補償してもらえるんでしょうかね。 

○委員長 わかります。 

○情報企画係長 しおじりひろばにつきましては、平成１８年から３年間だけ市のほうで補助の負担をさせてい

ただきましたけれども、その後は民間にすべて運営を任せておりまして、あとの運営については市は一切かかわ
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っておりませんので、それに対する障害につきましては、市のほうでは負担できないというふうに判断しており

ます。以上です。 

○小野光明委員 ほかの関係で。情報プラザに関係するんですが、平成２３年度ですかね、プロバイダ契約を中

止するということで、大分もう塩尻市は先進的にやってきて、もう２０年来だと思うんですけど、プロバイダ中

止自体はいいんですが、無線ＬＡＮもですね、結構張り巡らされていて、そちらのほうもとめてしまって、一切、

インターネットの接続事業と言うんですかね、それはもうやめてしまうということでいいんですか。 

○情報推進課長 無線の関係につきましては、あれはあくまでも実証実験ということで始めさせていただいて、

一応実験期間を過ぎてもそのまま、そこの無線ＬＡＮを利用されている方には御利用いただいてきたということ

で、一応、塩尻インターネットを廃止するにあたって、それも一緒にここでやめさせていただきたいと、そうい

うことでございます。 

○小野光明委員 具体的にプロバイダ接続ですかね、ケーブルというのを中止するというのは、もう何月何日っ

て決まっているんですか。 

○情報推進課長 塩尻インターネットの接続サービスにつきましては、３月３１日をもって一応廃止するという

ことで、ただ、ｓｈｉｏｊｉｒｉ．ｎｅ．ｊｐというドメインにつきましては、テレビ松本のほうへ譲渡しまし

て、塩尻インターネットの事業をそのまま引き継いでいただくわけではありませんけれども、ｓｈｉｏｊｉｒｉ．

ｎｅ．ｊｐというドメイン名は、そちらのほうでまだ生きているという、そんな状況でございます。 

○小野光明委員 無線ＬＡＮの関係も３月３１日ということですか。 

○情報推進課長 では、係長のほうから。 

○情報企画係長 先ほど課長が答弁しましたとおり、実証実験という位置づけでございましたので、塩尻インタ

ーネットの停止に伴って無線ＬＡＮの市民に実験で接続していただいた方に関しては停止させていただきます。

ただし、企業で接続をして塩尻市のネットワークを使われている今泉工業団地等の企業については、そのまま継

続をしてサービスを提供する予定でおります。以上です。 

○小野光明委員 そうすると今泉以外は全部撤収してしまうということですか。 

○情報企画係長 今泉とかアルプス工業団地とか、角前工業団地とか一部企業で塩尻市のネットワークに接続し

て事業サービスを提供しているところは、すべて残りますので、一般市民向けにサービスを提供していた塩尻イ

ンターネットの部分を停止するというふうに解釈しております。よろしくお願いします。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○古畑秀夫委員 １１１ページの防災施設の中ほどですが、楢川の防災無線が、そちらにこれだけ２４２万円か

かるということで、これから今度塩尻でこれから運用が始まるわけですが、これの管理委託料というのはどのく

らいを想定しているのか。そしてハザードマップの作成で個人宅へ配布する時期等わかりましたら、あわせてお

願いします。 

○消防防災課長 まずデジタル同報系無線のですね、維持管理費の関係でございますけれども、平成２３年度に

つきましては、購入後１年目でございますので、機器の保守の点検委託料等につきましては生じてまいりません。

１年間は保証ということでございまして、来年から保守点検委託料等が生じてきますが、約７００万円から８０

０万円くらいかかるのではないかということで見積もっております。それからハザードマップの作成、配布の時
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期でございますけれども、現在事務局のほうで考えておりますのは、９月の台風の時期までに何とか間に合わせ

て配布ができたらなというぐあいに考えております。以上です。 

○古畑秀夫委員 もう一丁だけ。８５ページの上から４行目の有線テレビ広報事業というのは、新しい事業だと

思いますが、ちょっとこの細部、どんなような形でどういうふうにやっていくのかどうか、ちょっと細かく説明

をお願いします。 

○秘書広報課長 先ほどちょっと説明が不十分だったかと思いますけど、予算説明資料で言いますと３ページで

ございます。実際の運用方法でありますけれども、これにつきましては、テレビ松本さんの設備を使わさせてい

ただきまして、行政チャンネルの設置をさせていただく、こういった内容でございます。現在、続いております

けれども、広報しおじりのテレビ版をですね、拡充させていただきまして市政ニュースでありますとか、暮らし

に役立つ情報等を放送していくと。放送サイクルにあっては２時間ないし３時間をもちましてですね、同じよう

に番組を回していきたいというのが現在の考え方でございます。その間につきましては、文字放送になるわけで

すけれども、それだけではなかなか市民の皆さんにごらんいただくっていうようなことも難しいかなと思ってお

りますので、市の私ども以外の他の部署でもいろんな映像等を持っておりますし、また、市民の皆さんもですね、

非常に美しいものを記録してある方がいらっしゃいます。、そういったものを活用させていただいてライブラリー

登録させていただいて、そういった時間の中で回していきたいというのが現在の考え方でございます。これにあ

っては、先ほど言いましたとおりに松本テレビさんの施設設備を使うということでありますので、ＬＣＶさんの

施設にあってはですね、現在も放送しておりますけれども、火曜日、水曜日の時間枠にあってはですね、そのま

んま継続させていただきたいということで、現在お願いをしている状況でございます。放送に当たりましては、

先ほど御説明いたしましたけれども、放送番組審議会、これは法律に基づいて設置することになっておりますけ

れども、これに７名の委員さんを想定しております。この中で番組づくりの基準でありますとか、編集の基本計

画等を練っていただいて、９月の本番に備えてまいりたいと。以降、運営にあってはですね、その放送内容等を

チェックしていただくという形を取らさせていただくという予定で進めております。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

○副委員長 ９９ページとか、そのあたりで支所管理運営費が載っていますけれども、市内の各支所で世帯も人

口も違うので、当然予算は違うと思いますが、北小野と楢川支所がかなり額がよそと違いますけれども、事業内

容とか大きく違う点がありましたらお願いします。 

○地域づくり課長 支所管理費につきましては、電気料とか光熱水費とかそういうものが主なものでございまし

て、大きく変わるものは、大きさ、規模によって金額が変わってまいります。北小野支所につきましては、一部

に老人福祉センターを併設してございますので、その中で燃料費等は支所費の中に入っております。電気料とか

は細かく分けることができませんので、こちらで一括計上をさせていただいてございます。それから、楢川支所

につきましては、旧楢川村役場でございまして、地下１階地上３階の大きな建物になってございますので、その

設備に応じて費用がかかるという状況でございます。 

○副委員長 そうしますと、北小野は老人福祉センター併用ですけれども、事業内容は特に変わらないが、建物

に応じた運営経費がかかるというようなことですね。 

○地域づくり課長 施設管理にかかわる経費が計上してございますので、そのような状況でございます。 
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○委員長 ほかに。 

○古厩圭吾委員 ９３ページ、防犯灯電気料で指定防犯灯の６２６灯って言ったかい、さっき、担当の説明があ

ったと思うけど。それで、現実に防犯灯の全体量みたいのは、掌握できてる、わかる。 

○地域づくり課長 平成２１年のデータでございますけれど、区長会で行った調査によりますと、市内に一応防

犯灯として位置づけられております灯数は、６，５２５灯でございます。 

○古厩圭吾委員 そうすると１割までいかないくらいな防犯灯電気料、これは、１基幾らっていう勘定になって

いるわけかい、実際に使用料じゃなくて。 

○地域づくり課長 １０月１日のですね、時点での中部電力さんの契約料金で６０ワット相当の防犯関係電気料

金でございますけれど、それに基づいた金額の１２カ月分に、いわゆる蛍光灯と言いますか、電気代にかかわる

経費と取りかえ手数料的なものを含めて１，５００円を加算させていただいた金額を１灯として交付をさせてい

ただいておるところでございます。 

○古厩圭吾委員 ということは、ほかの区単位でそれぞれ負担しているのもほぼそうことになっているわけだよ

ね。そうなら何も言わなくてもいいで。そうだよね。 

○地域づくり課長 実は各区でですね、設置されている防犯灯はですね、最近は蛍光灯タイプが大分ふえてまい

りまして、実際には蛍光灯は２０ワットの蛍光灯がついておりますので、これは電力会社では４０ワットのラン

クでの契約になろうかと思いますので、正直申し上げて市の指定防犯灯で交付してるほうが、若干多い金額を交

付させていただいているということになろうかと思います。 

○古厩圭吾委員 それでね、現実に区の決算書なんかを見せてもらうとね、電気料って結構ばかにならないだよ。

結構でかい額になっているよね。だもんで、前段もそんな話も出てるんだけども、こういうことはね、これは各

区は対応せざるを得ないわけだけどね。市でみてくれる内容は、今の１割くらいっきりないもんだから。あとは、

全部自分らでつくったものは、自分で見ろと。ところがその負担はだれがやるかと言えば、区に加盟して区費を

払ってる皆さんが払ってるやつなもんで、含めてね、このことはね、１０倍もあるだでさ、そのことを含めて、

ちょっと今後考えて検討してもらう必要性はおれはあると思ってる。そうじゃないと、実際には、自分の区の中

に自分の区の住民以外の人が入ってきちゃいけないというわけにはいかないんだから、みんな動いているんだか

ら。そういうことも含めてね、ぜひ今後、本来のコミュニティ活動なり、あるいは施設の充実なり、あるいは対

応なりという発想がもう少し範囲を広げていくような目をこれから増大していってもらいたいということを要望

したいと思う。よろしくお願いします。 

○委員長 要望でよろしいですかね。 

○古厩圭吾委員 はい。 

○金田興一委員 今の関連ですが、今の言われた内容は、私も昨年の１２月の議会でお願いした経過があるんで

すが、あの折にＬＥＤの関係についても御質問を差し上げてあるんですが、今の一般防犯灯は、中電は６０ワッ

ト相当での料金徴収。それから蛍光灯については４０ワット相当での料金徴収の形ですが、かなりの部分がＬＥ

Ｄ電球にかえてあるんですよ、高い電球代払って。だから、かなりの部分は、中電は電気代はかなり得している

と思うんですよね。それで、これを各区に全部対応しろって言っても無理なんで、当然、地域づくり課あたりが

音頭をとって、何割くらいがＬＥＤになっているのか、その調査をする。６，５２７ですか、こんだけある中で
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大門はほとんどＬＤＥ化をされております、かなりの部分が。だからそういう形で中電との折衝なりね、あるい

はいけなければ各区に調査をさせてあげさせてやるという方法、いくらでもある、自分で調べなくったってある

んで。それで、もとの電気代を抑えるような形の方策をとってもらいたいと思うんですが、どうですか。 

○地域づくり課長 先ほど平成２１年に各区で防犯灯の調査をしたというお答えをさせていただきましたけれ

ども、その調査の中でＬＥＤは１灯もございませんでした、結果としては。大門地区についている防犯灯は蛍光

灯、いわゆる電球の形をした蛍光灯タイプの防犯灯がついている場合が多いかと思います。うちが把握している

範囲では、ＬＥＤの防犯灯については、ことし一つの区で２灯つけたという情報だけでございます。それで委員

さんがおっしゃるとおり、ＬＥＤの防犯灯は消費電力が少ないので、当然、安い電気料金の会計にはなりますけ

れども、中部電力に契約変更しない限りは、そのままほうっておいたままでは、従来どおりの電気料徴収となっ

てしまいますので、また機会を、行政連絡長会議とかそういう区長さんが一堂に会するような機会をとらえまし

て、極力、契約電力の見直しをですね、していただくようにまたお話をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○金田興一委員 わかりました。ただね、蛍光灯系の電球なんてのは１，０００円もしないと思うんだよ。普通

の電球なら１００円前後のもんだけど。ＬＥＤ化したやつは１，０００円くらいするんですよ。それにみんなか

えてるんですよ。というのは、電気代が安くなる、長持ちする、それから交換の手間が省けるということでやっ

ているんで、ちょっと私の感覚とは合っていません。ぜひ、調査をしてみてください。 

○地域づくり課長 失礼しました。そういう情報はつかんでいなかったもんですから。最近、委員さんがおっし

ゃるとおりに電球タイプのＬＥＤも１，４００円前後の価格で売り出されておりますので、また折をみてですね、

機会がありましたら調査のほうも実施をしたいと思います。ただ、区長会におきましても、調査、なかなか抵抗

がございまして、すんなり調査ということにならない場合もありますので、そこは区長会と連携をとりながら実

施をしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○金田興一委員 ちょっと返すようで申しわけないけど、それはそのとおりだと思うんですよ。区長会で抵抗が

あるというのは、手間暇かけやって市へ出してもそのまんまだと。ちゃんとやってくれりゃ、もうちょっと真剣

にやると。それはやはりそういう立場なんで、そういうことなんで、そこらも念頭においていただければ結構で

すので。要望です。 

○古畑秀夫委員 ちょっと今の関連であれかね、電球が将来的になくなっていくということで、ＬＥＤなりそう

いうものにいずれにしても交換していかなきゃいけないもんで、それらに対する計画というか、いわゆるここの

７００幾つだかの部分なりも計画みたいなのはあるのかね。 

○地域づくり課長 今のところＬＥＤが地球温暖化のためにも、二酸化炭素削減の上からも有効であるというこ

とは十分認識はしてございますが、市がですね、積極的にいわゆる補助金を交付してですね、まだ、使用できる

ものもあえてＬＥＤにつけかえていただくということは、まだ今のところ考えておりません。ただし、新規に設

置をされる場合、また既存のものが破損してしまってですね、取りかえをしなくてはいけないという場合には、

当然、防犯灯の補助金の交付の対象になるもんですから、そのような折に区長さん方にはですね、１０年間、ほ

ぼ１０年間と言われてますけど取替不要でございますので、確かに市でも省力化にもなりますので、その辺を御

説明申し上げて、なるべくそちらの器具をおつけいただくようお勧めをしてまいりたいと考えておりますので、
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よろしくお願いします。 

○金田興一委員 今の関連だけどね、何か気の長い悠長な話なんで、これね、耐用年数がうんと長いんですよ。

今言った１０年なんですよ。６，５００、例えばモデル地区を、今言われたように新設だとか改良の時にだけか

えれば、それはもう電力は、契約は変更できませんのでね、そう簡単には、いちいちいちいち。だから私に言わ

せれば、あるモデル地区を決めて、その地区内は全灯を１年間なら１年間のうちにかえていくと。そういう形で、

例えば、その結果を見てよければ、１０年計画でやっていけば年間６５０くらいで済むわけなんですね。だから

もうちょっとうんと広い視野を持ってもらわないと、こんなことっきりやってたじゃ、今の地球温暖化の問題も

あるし、ちょっと何か悠長なような気がしてならないんですがね。電気代の問題もあったり、手間暇の問題もあ

ったり、そういうことを聞いて今度は役員のなり手もなくなったりしている。そういう現実は課長も十分承知を

していると思うんだよね。ぜひ、そんなことで検討してほしいなと思いますが、どうですか。 

○地域づくり課長 なかなかお答えしにくい部分でございますけれど、一つには防犯灯が、今現在、御批判を浴

びておりますけれど、各自治会での管理運営という状況もございまして、基本的には自治会さんのお考えが優先

されるというふうに考えております。また、区長会とも先ほど来、いろいろな場面で、今後、検討を重ねていか

なければならない場面がございますので、区長会との十分な意見交換をさせていただいて、検討をしてまいりた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

○委員長 よろしいですかね。それではですね、７２ページから１３５ページに関しましては質疑を終了させて

いただきます。それでは本日の会議はこれまでといたしまして、延会としたいですが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それではそのようにさせていただきます。２日目は７日、午前１０時からということでございます。

よろしくお願いします。 

午後５時０５分 閉会 
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